
特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

公表日

岡崎市長

個人情報保護委員会 承認日 【行政機関等のみ】

特記事項

[平成30年５月 様式４]

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

評価書名

個人住民税に関する事務 全項目評価書

評価書番号

9

令和2年10月1日

岡崎市は、個人住民税に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱
いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権
利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって
個人のプライバシー等の権利利益の保護に取組んでいることを宣言する。

評価実施機関名
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項目一覧

Ⅰ 基本情報

（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

（別添３） 変更箇所

Ⅵ 評価実施手続

Ⅴ 開示請求、問合せ

Ⅳ その他のリスク対策

（別添１） 事務の内容
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＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]

Ⅰ 基本情報
１．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

①事務の名称 個人住民税に関する事務

②事務の内容 ※

１ 賦課決定
地方税法（第三章第一節（市町村民税）及び第二章第一節（道府県民税））に基づき、その年の１月１
日に岡崎市に居住する者に対して、前年の所得に対して賦課徴収を行う地方税（以下、「個人住民税」と
いう。）であり、所得税申告書・給与支払報告書・公的年金等支払報告書、市民税・県民税申告書（以
下、「住民税申告書」という。）等の課税資料を基に、個人住民税を計算し賦課決定する。

２ 賦課、徴収
(1) 個人住民税には大きく分けて、所得額に比例して課税される所得割と原則的に全ての者に対して
一律に課税される均等割があり、また、市区町村が課すことのできる市区町村民税（以下、「市民
税」という。）と、都道府県が課することのできる都道府県民税（以下、「県民税」という。）が存在す
る。

(2) 市民税及び県民税においては、それぞれにおいて所得割、均等割の賦課額が決定する。
(3) これらは、税制改正により必要に応じて見直しが行われている。
(4) 県民税の賦課徴収については、地方税法第41条により「当該市町村の個人の市町村民税の
賦課徴収と併せて行うもの」とされていることから、市民税と併せて一括して賦課徴収を実施する
ものである。
(5) 口座振替を希望する者の口座を登録し、対象金融機関に振替を依頼する。
(6) 過誤納があった者には、還付・充当通知を送付し、還付の場合は振込先口座等の情報を登録し、
還付処理を行う。
(7) 納期限を経過して課税額の納付がない者に対して督促状を送付する。
(8) 督促後、納付がない者の財産を調査し、滞納処分を行う。

３ 特定個人情報ファイル
本事務における特定個人情報ファイルは、以下の事務に使用している（具体的な特定個人情報ファイ
ルの流れを別添１に記す。）。
(1) 課税対象者情報の準備（地方税法第294条、第318条）
(2) 納税者、特別徴収事業者からの、各種申告資料の受領（地方税法第317条の２等）
(3) 個人住民税の賦課決定に際し、非課税要件（障害者控除関係情報・生活保護に関する情報等）
の確認

(4) 他市区町村在住の配偶者・被扶養者情報の確認
(5) 課税標準額の算出、住民税額の決定、通知書の送付（地方税法第313条等）
(6) 個人住民税の減免審査に際し、生活保護に関する情報の確認（地方税法第323条）
(7) 法令等に規定された業務及び機関に対する課税関係情報の提供及び移転

③対象人数 [ 30万人以上
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○

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （
収納システム、滞納システム、課税資料イメージ管理システム、申告書作成
システム、確定申告書管理システム

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

①システムの名称 個人住民税システム

②システムの機能

１ 課税準備
(1) 納税義務者登録機能
対象年度の課税処理等を行うための、基本情報を登録する。
(2) 総括表作成機能
総括表を作成する。
(3) 住民税申告書出力機能
課税対象者に対する住民税申告書を出力する。
(4) 課税資料登録機能
納税義務者等より提出される課税資料を登録する。

２ 課税
(1) 当初課税機能
申告書情報等の各種資料の合算を行い、徴収区分を決定し、当初課税処理を行う。
(2) 扶養否認登録機能
扶養対象でないことが判明した場合は、課税額の再計算を行う。
(3) 納税通知書作成機能
納税義務者宛の納税通知書を作成、通知する。
(4) 地方税法第294条第３項に基づく通知情報登録機能
他市区町村から送付された地方税法第294条第３項に基づく通知情報を登録する。
地方税法第294条第３項に基づき課す場合に当該他の市区町村へ通知する。
(5) 調定表出力機能
賦課処理結果を基にした調定表を出力する。

３ 更正
(1) 新規申告受付登録機能
未申告者に対する申告勧奨通知書を作成し、未申告者からの申告書の受付け、登録を行う。
(2) 修正申告等受付登録機能
修正申告書等を受付け、登録する。
(3) 異動情報受付登録機能（特別徴収者）
特徴義務者からの異動届出を受付け、徴収方法の変更を行う。
(4) 減免申請受付登録機能
減免の申請を受付け、審査結果を登録する。
(5) 更正（税額変更）機能
修正申告、減免等により税額の変更が発生した場合に税額変更処理を行う。
(6) 更正通知書作成機能
税額変更や徴収方法の変更が発生した者に対する更正通知書を作成、通知する。

４ 発行
(1) 各種証明書発行機能
所得証明書、課税（非課税）証明書を作成、交付する。
(2) 通知書発行機能
納税通知書、納税変更通知書、所得照会書を作成、通知する。

５ 照会
(1) 賦課情報照会機能
課税台帳より、個人の所得、控除、税額、期割等及び事業所情報等を照会する。

６ 統計
(1) 統計情報作成機能
愛知県に報告するための各種統計情報資料を作成する。

２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

システム1
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[ ○

[ ○ ] その他 （ 滞納システム ）

] 税務システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

システム2

①システムの名称 収納システム

②システムの機能

１ 賦課情報取込
(1) 賦課情報登録機能
個人住民税システムから賦課情報を受取り、収納情報に登録する。
更正が行われた場合は、更正処理後の賦課情報も受取る。

２ 収納
(1) 消込機能
納税義務者又は各機関から各種納付情報を受取り、収納情報の消込処理を行う。
(2) 還付、充当機能
還付、充当の対象者を抽出し、充当先がある場合は、充当処理を行い、納税義務者へ充当通知書
を通知する。
充当先がない場合、該当納税義務者に関する還付を行い、収納情報を更新する。
(3) 督促機能
納期限を過ぎても納付が行われていない納税義務者を抽出し、督促状を出力する。

３ 滞納繰越
(1) 滞納繰越機能
前年度の滞納分について、滞納繰越処理を行う。

４ 発行
(1) 各種証明書発行機能
納税（付）証明書、完納証明書等を作成、交付する。
(2) 納付書再発行機能
納付書を再発行する。

５ 照会
(1) 収納情報照会機能
該当の者に対する、課税・収納情報等を照会する。

６ 会計資料作成
(1) 各種会計資料作成機能
収入日計表、収納月計表等の各種会計資料を作成する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等
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] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバ、ＣＳコネクタ ）

] 税務システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

システム4

①システムの名称 中間サーバコネクタ（団体内統合宛名管理システム）

②システムの機能

１ 団体内統合宛名番号管理機能
団体内統合宛名管理システムにおいて団体内統合宛名番号、個人番号を各業務システムの
宛名情報と紐付けて保存し、管理する機能
２ 住民基本台帳ネットワークシステム連携機能
各業務システムと住民基本台帳ネットワークシステムとの連携を中継する機能
３ 中間サーバ連携機能
各業務システムと中間サーバとの連携を中継する機能
４ 符号取得機能
中間サーバ、住民基本台帳ネットワークシステムと連携して、処理通番や符号を取得する機能
５ 各システム連携機能
各業務システムからの要求に基づき、個人番号又は団体内統合宛名番号に紐付く宛名情報を
通知する機能

[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
③他のシステムとの接続

[

○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 収納システム

] 庁内連携システム

システム3

①システムの名称 滞納システム

②システムの機能

１ 照会機能
滞納者の基本情報、折衝記録、賦課情報等を照会する。
２ 発行機能
催告書、各種照会文書、納付書等の出力を行う。
３ 財産状況管理機能
各種照会文書の回答より判明した財産内容を登録する。
４ 滞納管理機能
時効、不納欠損、法定納期限等及び執行停止等の登録・管理を行う。
５ 処分機能
繰上徴収を行い、納期限を変更する。
差押、参加差押、交付要求を登録し、各種調書の出力、充当、換価計算を行う。
６ 猶予機能
徴収猶予、換価猶予を行う。
７ 情報連携機能
宛名、収納、賦課等の情報を連携して取込む。処分情報等を連携する。
８ 統計機能
滞納に関する統計資料を作成する。

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[
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）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

システム5

①システムの名称 中間サーバ

②システムの機能

中間サーバは、情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）、中間サーバコネクタ等の
各システムとデータの受け渡しを行うことで、符号の取得（※１）や各情報保有機関で保有する特定個人
情報の照会と提供等の業務を実現する。
（※１）セキュリティの観点により、特定個人情報の照会と提供の際は「個人番号」を直接利用せず「符
号」を取得して利用する。

１ 符号管理機能
情報照会又は提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定する
ために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能

２ 情報照会機能
情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び情報提供受領
（照会した情報の受領）を行う機能

３ 情報提供機能
情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報（連携対象）
の提供を行う機能

４ 既存システム接続機能
中間サーバと既存システム、団体内統合宛名管理システム及び住民基本台帳ネットワーク
システムとの間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための
情報等について連携するための機能
なお、本市においては、中間サーバとの接続連携は、団体内統合宛名管理システムに
おいて行う。

５ 情報提供等記録管理機能
特定個人情報（連携対象）の照会又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能

６ 情報提供データベース管理機能
特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能

７ データ送受信機能
中間サーバと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、
提供又は符号取得のための情報等について連携するための機能

８ セキュリティ管理機能
セキュリティを管理するための機能

９ 職員認証・権限管理機能
中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
（連携対象）へのアクセス制御を行う機能

10 システム管理機能
バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管期限切れ情報の消去を行う機能

11 お知らせ機能
お知らせ情報提供対象者への情報送信依頼に対し、情報提供ネットワークシステムを介して
お知らせ情報の提供を行う機能
お知らせ情報提供対象者へ提供した情報に対する状況確認依頼に対し、情報提供ネットワーク
システムを介して回答結果の受領を行う機能

12 自己情報提供機能
マイナポータルから受領した通知を情報提供者に送信し、情報提供者が該当する個人に係る
特定個人に係る特定個人情報の提供を行う機能
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] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルシステム（eLTAX） ）

] 税務システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

システム7

①システムの名称 国税連携システム（eLTAX）

②システムの機能

国税連携データ（所得税申告書等データ、法定調書データ、扶養是正情報データ等、住民登録外課税通
知）を国税庁や地方公共団体間で連携するために、以下の機能を有する。

１ 国税連携データ受信機能
国税庁や他自治体から地方税ポータルセンタ（eLTAX）に受付された連携データを、LGWANを
通じて国税連携システムにて受領する機能
２ 国税連携データ送信機能
国税庁や他自治体にLGWAN、地方税ポータルセンタ（eLTAX）を通じて、連携データを送付する機能
３ 国税連携データ照会機能
『国税連携データ配信機能』によって国税庁から地方公共団体へ送信された国税連携データを
地方公共団体で検索、表示、印刷、ダウンロードを行う機能
４ マスタ管理機能等
国税連携システムを利用する上で必要な団体情報、利用者情報等の登録、更新を行う機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
③他のシステムとの接続

[

] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルセンタ（eLTAX）

] 庁内連携システム

システム6

①システムの名称 審査システム（eLTAX）

②システムの機能

納税者等が住民税の賦課に関する資料等の提出を行うために、以下の機能を有する。

１ 受領機能
納税者等が地方税ポータルシステム（eLTAX）に提出する住民税賦課に必要な資料
(給与支払報告書、公的年金支払報告書や各種申請・届出等)を、LGWANを通じて
受領する機能
２ 連携機能
審査システムと税務システム双方にクライアント連携を実施する機能
連携するデータは１で受領したデータや、特別徴収税額通知データ、特定個人情報ファイル
（本人確認用）等
３ 送付機能
税務システムから連携したデータを特別徴収義務者、年金保険者、地方税共同機構に送付する。
４ 税務担当者認証機能
審査システムの利用認証として、ユーザID、暗証番号の入力、処理権限の登録等を行う機能
５ 受信結果照会機能
検索条件を基に申告データ一覧の表示等を行う機能
６ 審査・照会機能
利用届出や住民税賦課に関する資料内容を表示し、必要に応じて職権訂正等を行う機能
７ 印刷機能
各種提出されたデータ等を印刷する機能
８ 利用者通知機能
申告に関する連絡、利用者に対する連絡等のメッセージ送信、照会を行う機能

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[
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] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （
収納システム、滞納システム、課税資料イメージ管理システム、申告書作成
システム、確定申告書管理システム

）

] 税務システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

システム9

①システムの名称 宛名管理システム

②システムの機能

１ 基本情報管理機能
住登外者・法人の基本情報の登録・修正を行う。
２ 口座振替管理機能
納税者より口座振替に関する申込、変更、取消等を受付け、金融機関へ照会等を行い、
納付方法を登録、変更、取消を行う。
３ 名寄せ機能
本市における、個人を一意に識別するための独自の識別番号（以下、「宛名番号」という。）が
異なる同一個人のデータの名寄せを行う。
４ 送付先・納税管理人等情報管理機能
税目ごとに送付先を管理登録する。納税管理人等の情報を登録する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

③他のシステムとの接続

[

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ ＣＳコネクタ

] 庁内連携システム

システム8

①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム

②システムの機能

１ 本人確認情報の更新
住民記録システムにおいて住民票の記載事項の変更又は新規作成が発生した場合に、
当該情報を元に市町村ＣＳの本人確認情報を更新し、都道府県サーバへ更新情報を送信する。
２ 本人確認
特例転入処理や住民票の写しの広域交付等を行う際、窓口における本人確認のため、
提示された個人番号カード等を元に住基ネットが保有する本人確認情報に照会を行い、
確認結果を画面上に表示する。
３ 個人番号カードを利用した転入（特例転入）
転入の届出を受け付けた際に、あわせて個人番号カードが提示された場合、
当該個人番号カードを用いて転入処理を行う。
４ 本人確認情報検索
統合端末において入力された４情報（氏名、住所、性別、生年月日）の組合せをキーに
本人確認情報の検索を行い、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。
５ 機構への情報照会
全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は４情報の組合せをキーとした本人確認情報
照会要求を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。
６ 本人確認情報整合
本人確認情報ファイルの内容が都道府県知事が都道府県サーバにおいて保有している
都道府県知事保存本人確認情報ファイル及び機構が全国サーバにおいて保有している
機構保存本人確認情報ファイルと整合することを確認するため、都道府県サーバ及び
全国サーバに対し、整合性確認用本人確認情報を提供する。
７ 送付先情報通知
個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住民に対して番号通知書類
(通知カード、個人番号カード交付申請書（以下「交付申請書」という。）等)を送付するため、
住民記録システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の送付先情報を抽出し、
当該情報を、機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに通知する。
８ 個人番号カード管理システムとの情報連携
機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに対し、個人番号カードの交付、廃止、
回収又は一時停止解除に係る情報や個人番号カードの返還情報等を連携する。
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] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 申告書作成システム、課税資料イメージ管理システム、 ）

] 税務システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

システム12

①システムの名称 確定申告書管理システム

②システムの機能

１ 宛名情報取込機能
申告書処理を行うために必要な宛名情報を取込む。
２ 確定申告書情報取込機能
国税連携システムを介して送信される確定申告書情報を取込む。
３ 申告書情報内容確認・修正機能
取込んだ申告書情報の内容を確認し、不足している情報の補完・修正を可能にする。
４ 課税データ作成機能
内容確認が完了した申告書情報を個人住民税システムに出力する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
③他のシステムとの接続

[

○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 確定申告書管理システム、課税資料イメージ管理システム、

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

システム11

①システムの名称 申告書作成システム

②システムの機能

１ 宛名情報取込機能
確定申告書及び住民税申告書作成を行うために必要な宛名情報を取込む。
２ 申告書作成補助情報取込機能
給与及び公的年金等の支給額、社会保険料等の支払額を確定申告書及び住民税申告書
作成時の参考情報として取込む。
３ 申告書作成機能
確定申告書及び住民税申告書を作成し、印刷する。
４ 課税データ作成機能
作成した確定申告書及び住民税申告書情報を個人住民税システムに出力する。

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 申告書作成システム、確定申告書管理システム

] 庁内連携システム

システム10

①システムの名称 課税資料イメージ管理システム

②システムの機能

１ 課税資料スキャニング機能
課税資料をスキャンし、イメージデータを作成する。
２ 課税資料イメージ生成機能
電子データで提出された課税資料データをイメージ化する。
３ 課税資料イメージ照会機能
スキャン又は生成したイメージデータの検索が行え、イメージを画面表示・印刷する。
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）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （

収納システム、滞納システム、戸籍情報システム、選挙管理システム、人事
給与システム、介護保険システム、国民健康保険システム、国民年金シス
テム、住民健康管理システム、生活保護システム、中国残留邦人等支援給
付システム、市心身障がい者福祉扶助料システム、県在宅重度障がい者手
当システム、障がい者手当（特別障がい者手当）システム、障がい者手当
（障がい児福祉手当）システム、特別児童扶養手当システム、障がい者扶養
共済システム、給付管理（補装具）システム、給付管理（日常生活用具）シス
テム、給付管理（その他）システム、更生医療システム、障がい福祉サービ
ス給付システム、基幹相談支援・障がい者虐待防止システム、家族介護用
品購入助成（おむつ券）システム、ねたきり高齢者等見舞金支給事業システ
ム、短期保護事業/措置システム、医療助成システム、後期高齢者医療シス
テム、育成医療給付システム、未熟児養育医療給付システム、小児慢性特
定疾患医療給付システム、障がい者福祉（精神）システム、一般不妊治療費
助成システム、特定不妊治療費助成システム、児童福祉システム、家庭児
童相談システム、母子寡婦福祉資金システム、保育システム、公立幼稚園
システム、私立幼稚園就園奨励費補助金システム、一時保育システム、市
営住宅システム、学齢簿・就学援助システム、予防接種システム、税外収入
管理システム、庁内開発基盤システム

] 庁内連携システム

システム13

①システムの名称 データ連携基盤（庁内連携システム）

②システムの機能

１ 連携データベース管理・連携機能
地域情報プラットフォームに準じた連携情報をデータベース上に副本として保持し、連携情報を必要と
するシステムへデータ連携することが可能な環境を提供する。

２ ファイル連携サイト管理機能
連携データベースで管理されている連携情報以外の情報をデータ連携する際のファイルの受け渡し場
所として個別にサイトを管理し提供する。

３ 文字コード変換機能
ファイルによるデータ連携をする際に必要がある場合にファイルの文字コードを 変換する。

４ 宛名管理機能
住民基本台帳情報、住登外情報、法人情報、共有者情報から統合宛名情報を生成・更新を行い管理
し、提供する。

５ アクセス権限管理機能
データ連携するシステムごとにＩＤを付与し必要な情報のみアクセスできるようにアクセス権限を設定し
管理する。

６ 共通情報提供機能
町字情報、金融機関情報など共通的に使用する情報について正本として保持、管理し提供する。

７ 庁内システムポータルサイト提供機能
対応するシステムにシングルサインオン（自動ログオン）するための庁内システムポータルサイトを提
供する。
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] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （
戸籍情報システム、ＣＳコネクタ、法務省連携システム、印鑑登録システム
選挙管理システム、住基コピー環境、税総合システム証明書発行機能

）

] 税務システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

システム14

①システムの名称 住民記録システム（既存住民基本台帳システム）

②システムの機能

・住民票の記載
転入、出生等により住民基本台帳に新たに住民を記録（住民票を作成）する。
・住民票の修正
住民票に記載されている事項に変更があったときに、記載を修正する。
・住民票の消除
転出、死亡等により住民基本台帳から住民に関する記録を消除（住民票を除票）する。
・住民票の照会
住民基本台帳から該当する住民に関する記録（住民票）を照会する。
・証明書・通知書の発行
住民票の写し、転出証明書、住民票コード通知票等の各種帳票を発行する。
・住基ネットとの連携
CSコネクタ（住民記録システムと住基ネットの連携を補助するシステム）、住基ネットを通じて国、県、他
市区町村との連携を行う。
・在留カード等発行システムとの連携
法務省の在留カード等発行システムから法務省連携システム（住民記録システムと在留カード等発行シ
ステムの連携を補助するシステム）を通じ法務省通知情報を受信する。
外国人住民の住所等変更時に在留カード等発行システムへ送信する市町村通知情報をCSコネクタと法
務省連携システムを通じ送信する。
・住民基本台帳関係統計資料及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する帳票作成
異動集計表や、人口統計用の集計表及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する帳票を作成す
る。
・戸籍情報システムへの連携
住民票の記載等に応じて、戸籍情報システムへ附票情報等を連携する。
・住民票関係情報の移転、提供
庁内連携システムを通じ法令に基づく住民票関係情報を移転・提供する。
・個人番号カード及び住民基本台帳カード等の発行状況管理
個人番号カード及び住民基本台帳カードの交付状況の管理する。
・住民票記載項目の取得
国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療及び介護保険の資格情報及び児童手当の支給に関する情
報及び印鑑登録の有無に関する情報を庁内他システムから取得をする。
・証明書コンビニ交付システムとの連携
住基コピー環境、証明書コンビニ交付システムを通じ、コンビニの端末より住民票、印鑑登録証明書を
発行する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

③他のシステムとの接続

[
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８．他の評価実施機関

-

②法令上の根拠

１ 番号利用法第19条第７号、第８号（特定個人情報の提供の制限）、別表第２、及び行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第２の主務省令で定める事務を定める
命令（平成27年12月12日内閣府・総務省令第７号）（以下、「内閣府・総務省令」という。）
（番号利用法別表第２における情報提供の根拠）
・第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情報」が含まれ
る項
（１,２,３,４,６,８,９,11,16,18,20,23,26,27,28,29,31,34,35,37,38,39,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,63,64,
65,66,67,70,71,74,80,84,85の２,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,108,113,114,115,116,117,120の項）
（内閣府・総務省令における情報提供の根拠）
・番号利用法別表第２第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個人情報）に「地方
税関係情報」が含まれる項の主務省令で定めるものを定める条項
（第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７条、第８条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、
第19条、第20条、第22条、第22条の３、第22条の４、第23条、第24条、第24条の２、第24条の３、第25
条、第26条の３、第27条、第28条、第31条、第31条の２、第31条の３、第32条、第33条、第34条、第35
条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第43条、第43条の３、第43条の４、第44条、第44条の
２、第45条、第47条、第49条、第49条の２、第50条、第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第59
条、第59条の２、第59条の２の２及び第59条の３）
（番号利用法別表第２における情報照会の根拠）
・第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第２欄（事務の名称）に地方税法が含まれる項（27の
項）
（内閣府・総務省令における情報照会の根拠）
・番号利用法別表第２の27の項の主務省令で定めるものを定める条項（第20条）

７．評価実施機関における担当部署

①部署 財務部市民税課、納税課

②所属長の役職名 市民税課長、納税課長

５．個人番号の利用 ※

法令上の根拠

１ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（平成25年５月31日法律第27号）（以下、「番号利用法」という。）
・第９条（利用範囲）
・別表第１第16項
２ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第１の主務省令で
定める事務を定める命令（平成26年９月10日内閣府・総務省令第５号）
・第16条

６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

①実施の有無 [ 実施する

３．特定個人情報ファイル名

１ 課税情報ファイル
２ 収納情報ファイル
３ 滞納情報ファイル

４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

①事務実施上の必要性
個人番号を利用して課税資料の名寄せをより正確かつ効率的に行うことにより、納税義務者に対する賦
課徴収事務を適正に行うことができるため。

②実現が期待されるメリット
・各種所得、納付情報をより正確かつ効率的に名寄せ・突合することができる。
・所得の過少申告や税の不正還付等を効率的に防止・是正できる。

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定
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（別添1） 事務の内容

㉓
住
民

登
録
照
会

㉒庁内連携・照会

市民・納税者
他市町村

①個人住民税に関するシステム

（個人住民税システム、課税資料イメージ管理システム、申告書作成システム、確定申告書管理システム）

印字

業者

廃棄

業者

都道

府県

所轄

税務署

データパ

ンチ業者

⑤
課
税
資
料(

回
送)

⑩

2

9

4

条
通
知

⑥
寄
附
金
申
告
特
例
通

③
課
税
資
料

③
課
税
資
料

③
課
税
資
料

③
課
税
資
料

⑭
扶
養
是
正
情
報

⑪
特
別
徴
収
通
知

⑪
特
別
徴
収
通
知

⑪
納
税
通
知
書

⑬
特
別
徴
収

⑬
特
別
徴
収

⑬
納
付

⑬
納
付

⑫
口
座
振
替
依
頼

⑨
印
字
依
頼
・
納
品

⑮
還
付
充
当
通
知

⑯
還
付
請
求
書

⑰
滞
納
処
分
・
各
種
滞
納
通
知

⑲
各
種
証
明
書
発
行

④
寄
附
金
申
告
特
例
申
請
書

⑱
財
産
調
査
・
回
答

⑱
財
産
調
査
・
回
答

⑳
課
税
状
況
調

⑱
財
産
調
査
・
回
答

⑦
パ
ン
チ
依
頼
・
納
品

㉑
デ
ー

タ
廃
棄
依
頼

②
総
括
表
送
付

⑬
納
付

⑪
納
税
通
知
書

中間サーバコネクタ 庁内連携システム

住民記録

システム

宛名管理システム 滞納システム

中間サーバ

情報提供ＮＷＳ

住民基本

台帳ＮＷＳ

ＣＳ

コネクタ

その他

システム

⑧
照
会
・
回
答

国税庁

公的年金

等支払者

給与支払

地方税共同機構

審査システム・国税連携システム（eLTAX）

金融

機関

特定個人情報の流れ 特定個人情報以外の流れ

岡崎市

収納システム
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（備考）

１月１日に本市に住所のある者又は本市に住所はないが本市に事務所・事業所・家屋敷がある者について、前年中の所得に応じて
個人住民税額を算定し、賦課決定を行い、特別徴収事業者及び納税者に通知し、徴収する。
①課税対象者情報の作成、賦課額計算（地方税法第294条、第295条、第318条）
１月１日に本市に住民票を有する者、１月１日に本市に住民票を有しない者のうち、本市に事務所・事業所・家屋敷がある者、 本市に
住民票はないが、居住実態のある者について作成及び税額の計算等
②特別徴収事業者に給与支払報告書に係る総括表を送付（地方税法第317条の６）
③納税者等から所得税申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、年金に係る対象者情報を電子データ及び
紙面にて受領（地方税法第317条の３等）
④寄附金控除申告特例適用を希望する者からの申請書の受領
⑤１月１日以前に転出した者又は1月２日以降に転入した者について、転出先又は転入元市区町村に当該資料を送付
⑥受領した寄附金申告特例申請書について居住地へ申告特例通知書を送信、本市居住者の申告特例通知書の受領
⑦提出された資料のデータ化依頼及び納品
⑧他市区町村在住の配偶者及び被扶養者について、情報提供ネットワークシステムを利用して他市区町村に扶養実態等を照会し、扶
養要件等を確認
⑨印字封入封緘の依頼及び成果物の受領
⑩住民登録外課税の通知（294条通知）
⑪前年の所得から、個人住民税額の算定し（地方税法第292条 等）、納税義務者には税額通知書を、特別徴収事業者及び年金保険
者には、 特別徴収税額通知を送付(信)
税額通知書（納付書）については、直接送付もしくは、給与に係る特別徴収事業者経由となる。

⑫口座振替を希望する者から口座振替依頼書の受領
⑬通知した個人住民税を普通徴収又は特別徴収にて徴収（地方税法第319条 等）
⑭税務署への扶養是正情報の送信
⑮納付状況から、過誤納金に係る還付・充当通知書の送付（地方税法第17条 等）
⑯振込先口座等が記載された還付金請求書を、還付を受けようとするものからの受領。
⑰納期限を経過しても課税額が納付されない場合、納税者への督促状送付（地方税法第329条）、督促後、課税額の納付がない者への
催告書送付及び滞納処分を実施（地方税法第331条 等）また、処分に伴う通知文書の送付
⑱他団体等への財産調査実施
⑲市民からの申請に基づき、各種証明書の発行
⑳愛知県へ課税状況調べや各種統計情報の報告（地方税法第46条 等）
㉑保管義務後のデータ等の破棄依頼
㉒個人住民税に関する情報の連携
㉓住民登録照会
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] 健康・医療関係情報] 地方税関係情報

] 年金関係情報

] 児童福祉・子育て関係情報

○ [ ○

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

⑥事務担当部署 市民税課

その妥当性

個人番号：対象者を正確に特定するために保有する。
その他識別情報（内部番号）：本市において、個人を一意に識別するために宛名番号を保有する。
４情報：賦課期日時点の氏名、住所等を管理するために保有する。
連絡先：申告内容の確認等による連絡手段のために保有する。
その他住民票関係情報：納税者と配偶者及び扶養者等との関係を把握するために保有する。
国税関係情報：住民税賦課に必要な所得税情報確認のため保有する。
地方税関係情報：課税対象者の課税の情報や課税状況を管理するための区分を保有する。
健康・医療関係情報：非課税判定、所得控除確認のため保有する。
医療保険関係情報：所得控除確認のため保有する。
障害者福祉関係情報：非課税判定、所得控除確認のため保有する。
生活保護・社会福祉関係情報：非課税判定、減免判定のため保有する。
介護・高齢者福祉関係情報：年金特徴判定のため保有する。
雇用・労働関係情報：特別徴収事業者判定、減免判定のため保有する。
年金関係情報：年金所得情報を把握するため保有する。
学校・教育関係情報：所得控除確認、減免判定のため保有する。
災害関係情報：所得控除確認、減免判定のため保有する。

全ての記録項目 別添２を参照。

⑤保有開始日 平成２７年１０月

[ ] その他 （

[ ○

[ ○

[ ○ ] 雇用・労働関係情報 [ ○

] 災害関係情報

] 学校・教育関係情報

②対象となる本人の数 [ 10万人以上100万人未満

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
１．特定個人情報ファイル名

１．課税情報ファイル

２．基本情報

①ファイルの種類 ※ [ システム用ファイル

] 個人番号対応符号 [ ○

・連絡先等情報

主な記録項目 ※

・識別情報

[ ○ [

○

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ○

[ ○

・業務関係情報

[

[

③対象となる本人の範囲 ※

賦課期日（１月１日）時点における以下の者
・本市に住民登録がある者及びその被扶養者
・本市に住民登録は無いが居住実態を有する者及びその被扶養者
・本市に住民登録は無いが事業所又は家屋敷を有する者

その必要性
個人住民税において適正かつ公平な課税を行うために、地方税法第24条及び第45条の２、地方税法
第294条及び第317条の２、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条等に基づき申告情報を保有する。

④記録される項目 [ 100項目以上

[ ○

[ ○

[ ○ ] 医療保険関係情報 [

）

3） 50項目以上100項目未満
1） 10項目未満

4） 100項目以上
2） 10項目以上50項目未満

＜選択肢＞

]

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 障害者福祉関係情報

[ ○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）
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所得や税額などの個人住民税賦課決定

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 国税庁（税務署）、公的年金等支払者（日本年金機構） ）

）

] 本人又は本人の代理人

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

⑨使用開始日 平成28年1月1日

⑧使用方法 ※

１ 課税対象者（納税義務者）及び被扶養者の管理
課税対象者（納税義務者）及び被扶養者情報を登録する。

２ 課税資料の管理
各種支払報告書、申告書や届出書等から取得した情報を登録し、課税対象者の情報に紐づける

３ 税務調査
情報提供ネットワークシステムを通じて賦課に必要な情報を入手する。

４ 賦課・更正
紐づけた課税資料から算出する結果に誤りや、二重課税が無いか確認し、賦課・更正を行う。

５ 通知
審査システムにて特別徴収税額通知データ（正本）の電子的送付を行う。

情報の突合 ※ 内部識別番号、個人4情報や個人番号を用いて突合を行っている。

情報の統計分析
※

課税対象者数などの統計は行うが、特定の個人を判別し得るような情報の統計や分析は行わない。

権利利益に影響を
与え得る決定 ※

②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

⑦使用の主体

使用部署
※

市民税課、納税課、市民課、岡崎支所、大平支所、岩津支所、六ツ美支所、矢作支所、東部支所、額田
支所、情報政策課

使用者数 [ 100人以上500人未満

⑤本人への明示
個人住民税の課税資料（各種報告書や申告書等）の提出に係る規定や、番号利用法の利用等に係る
規定により明示されている。

⑥使用目的 ※ 個人住民税の課税漏れや二重課税を防ぎ、適正かつ公平な課税事務を効率的に行うため。

変更の妥当性 -

③入手の時期・頻度

【本人又は本人の代理人、民間事業者】
・課税資料（給与支払報告書、住民税申告書等）の随時入手

【評価実施機関内の他部署】
・異動発生時及び調査の随時入手

【行政機関・独立行政法人等】
・国税庁及び日本年金機構から配信される都度（配信スケジュールに従って受領）

【地方公共団体より入手】
・課税調査時及び地方税法第294条第3項通知の随時入手

④入手に係る妥当性
個人住民税の適正な賦課のために、課税資料（各種報告書や申告書等）や他団体が保有する課税に
関する情報を地方税法や番号利用法等の範囲内で入手する必要があるため。

LGWAN

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム

（ 他自治体 ）

[ ○

[ ○

[

[ ] 電子メール [

] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

３．特定個人情報の入手・使用

①入手元 ※

[ ○

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 給与支払者、公的年金等支払者（日本年金機構を除く） ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人

（
市民課、地域福祉課、障がい福祉課、長寿課、健康増
進課、介護保険課、国保年金課、医療助成室
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]

（ ） 件

＜選択肢＞
2） 委託しない1） 委託する

2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

] 専用線

）

⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制等
・機密保持及び個人情報保護に関しては、再委託先にも契約と同様の守秘義務を課すこと。

⑨再委託事項 事案に応じて、適宜調整する。

⑤委託先名の確認方法
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条例第31号）上の開示請求に基づき、確認することができ
る。

⑥委託先名 日本電気株式会社

⑦再委託の有無 ※ [ 再委託する

再
委
託

2） 再委託しない1） 再委託する]

＜選択肢＞

③委託先における取扱者数 [ 50人以上100人未満

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

データセンター内のサーバ室及び保守拠点でシステムの直接操作、システ
ム端末の直接操作

対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

対象となる本人の
範囲 ※

賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有する個人又は本市に事業所又は家屋敷を有する個人で本
市に住所を有しない者

その妥当性
個人住民税の公平・公正な賦課徴収を目的として、必要な範囲でシステムの運用・保守及び法制度改
正に伴う税務システムの改修等の管理を行うため、個人住民税に係る課税対象者の情報を委託先に提
供する必要がある。

[ ○ ] その他 （

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

①委託内容
・税務システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う税務システムの改修作業

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

6

委託事項1 システム保守業務

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

委託の有無 ※
[ 委託する

[
] フラッシュメモ
リ

[
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] 専用線

）

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

⑨再委託事項 審査システム及び国税連携システム（eLTAX）の運用管理

⑤委託先名の確認方法
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条例第31号）上の開示請求に基づき、確認することができ
る。

⑥委託先名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

再
委
託

⑦再委託の有無 ※ [ 再委託する

⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制等
・再委託先は地方税共同機構に登録されたeLTAXサポート事業者であること。
・機密保持及び個人情報保護に関しては、再委託先にも契約と同様の守秘義務を課すこと。

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他 （ LGWAN

対象となる本人の
範囲 ※

・本市に課税資料の提出をすべき者
・住民登録が無い者の内居住実態が本市にある者
・地方税ポータルセンタを経由して特別徴収義務者に税額を通知する者
・年金特徴対象者の情報

その妥当性 システムを安定的に稼働させるため、専門知識を有する民間事業者に委託している。

③委託先における取扱者数 [ 10人未満

] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

委託事項2

①委託内容 審査システム及び国税連携システム（eLTAX）の運用管理に関する委託

審査システム及び国税連携システム（eLTAX）の運用管理
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] 紙

] 専用線

）

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

＜選択肢＞

]

課税資料管理用端末及び申告会場での処理・受付

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[ ○

（

⑦再委託の有無 ※ [ 再委託しない

⑧再委託の許諾方法

⑨再委託事項

⑤委託先名の確認方法
岡崎市情報公開条例（平成11年12月12日 条例第31号）上の開示請求に基づき、確認することができ
る。

⑥委託先名 指名競争入札によって定める。

再
委
託

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他 （

] 紙

] 専用線

）

対象となる本人の
範囲 ※

課税対象者及び被扶養者

その妥当性
公正公平な賦課と徴収を図る上で最小の経費で最大の効果を上げるため、賦課事務の補助業務の一
部を委託し、業務の効率化を図ることが必要である。

③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満 ]

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

＜選択肢＞

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

委託事項4

①委託内容 申告書受付及び賦課作業補助業務

⑦再委託の有無 ※ [ 再委託しない

⑧再委託の許諾方法

⑨再委託事項

⑤委託先名の確認方法
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条例第31号）上の開示請求に基づき、確認することができ
る。

⑥委託先名 指名競争入札によって定める。

再
委
託

個人住民税賦課に関する補助業務

③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ○
] フラッシュメモ
リ

[
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ] その他

委託事項3

①委託内容 課税情報のパンチ入力

対象となる本人の
範囲 ※

課税資料が書面により提出された者

その妥当性
個人住民税システムにおいて税額計算等のシステム処理を行うために各種申告書及び報告書の情報
を電子データに変換する必要があり、短期間で大量の申告書を処理するために、専門業者への委託が
必要であるため。

課税資料情報のデータエントリ業務

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

]
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委託事項6

①委託内容 各種帳票作成、印字封入封緘、発送業務

⑦再委託の有無 ※

] 専用線

] 紙

）

5） 500人以上1,000人未満
3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

＜選択肢＞

]

（

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

]

）

] 紙

] 専用線

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

][ 再委託しない

⑦再委託の有無 ※ [ 再委託しない

⑧再委託の許諾方法

⑨再委託事項

⑤委託先名の確認方法
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条例第31号）上の開示請求に基づき、確認することができ
る。

⑥委託先名 指名競争入札によって定める。

再
委
託

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ○
] フラッシュメモ
リ

[
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ] その他

対象となる本人の
範囲 ※

給与からの特別徴収税額を有する者

その妥当性
作成する住民税の特別徴収決定通知書等は、短期間に大量の帳票類を印刷封入封緘し、多数の送付
先に指定の期日までに発送するため、庁内で対応することは困難であり、専門業者への委託が必要で
ある。

③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

]
2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

⑧再委託の許諾方法

⑨再委託事項

⑤委託先名の確認方法
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条例第31号）上の開示請求に基づき、確認することができ
る。

⑥委託先名 指名競争入札によって定める。

再
委
託

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ○
] フラッシュメモ
リ

[
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ] その他 （

対象となる本人の
範囲 ※

普通徴収または年金特別徴収に係る税額がある者

その妥当性
作成する住民税の納税通知書等は、短期間に大量の帳票類を印刷封入封緘し、多数の送付先に指定
の期日までに発送するため、庁内で対応することは困難であり、専門業者への委託が必要である。

③委託先における取扱者数 [ 50人以上100人未満

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

委託事項5

①委託内容 各種帳票作成、印字封入封緘、発送業務

個人住民税普通徴収納税通知書等印字プログラム作成、帳票印刷及び封入封緘業務

個人住民税特別徴収に係る決定通知書等印字プログラム作成、帳票印刷及び封入封緘業務
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提供先2

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 行っていない

[

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満

⑦時期・頻度 随時

）

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

就学援助認定事務の実施関係対象者
特別支援教育就学奨励費支給事務の実施関係対象者

⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] その他 （ 庁内連携システム

②提供先における用途
就学援助認定事務
特別支援教育就学奨励費支給事務

③提供する情報 個人住民税関係情報

[

④提供する情報の対象となる
本人の数

1万人以上10万人未満

⑦時期・頻度 随時

岡崎市教育委員会

①法令上の根拠
番号法第９条第２号
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条・第５条

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

] 紙

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

] 電子メール [

③提供する情報 個人住民税関係情報

④提供する情報の対象となる
本人の数

1万人未満

他市区町村税務事務担当課

①法令上の根拠 地方税法第294条

②提供先における用途 課税対象者を把握する

[ ] フラッシュメモリ [

1） 1万人未満
＜選択肢＞

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

他市にて賦課すべき個人

⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

提供先1

] 移転を行っている （ 15 ） 件

[

５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 62 ） 件 [ ○
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提供先3

提供先4

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

] 紙

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

老齢等年金給付の支払いを受けている年齢65歳以上の納税義務者

⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

⑦時期・頻度
特別徴収税額通知 年１回
年金特徴停止通知 年12回

②提供先における用途
年金所得に係る個人住民税について、年金給付の支払いをする際に特別徴収して市区町村に納付す
る。

③提供する情報
地方税法第321条の７の５第１項及び第321条の７の８第３項に基づき、年金所得に係る特別徴収税額、
氏名等

④提供する情報の対象となる
本人の数

⑦時期・頻度 照会を受けた都度

特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者

①法令上の根拠 番号法第19条第１号、地方税法第321条の７の５第１項等

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

1万人以上10万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

国税庁からの照会対象となった者

⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

②提供先における用途 国税に関する事務

③提供する情報 個人住民税関係情報

④提供する情報の対象となる
本人の数

国税庁

①法令上の根拠
番号利用法第19条第９号
地方税法第317条

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [ ○

1万人未満
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提供先5

提供先6

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ] その他 （ ）

] 紙

⑦時期・頻度 別紙１「情報提供ネットワークシステムを使用して提供する場合の提供先一覧（別表第２より）」に記載

[ ] フラッシュメモリ [

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

別紙１「情報提供ネットワークシステムを使用して提供する場合の提供先一覧（別表第２より）」に記載

⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

②提供先における用途 別紙１「情報提供ネットワークシステムを使用して提供する場合の提供先一覧（別表第２より）」に記載

③提供する情報 個人住民税関係情報

④提供する情報の対象となる
本人の数

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール [

⑦時期・頻度 月次

提供先６以降の詳細については、別紙１「情報提供ネットワークシステムを使用して提供する場合の提
供先一覧（別表第２より）」を参照のこと

①法令上の根拠
番号利用法第19条第７号及び別紙１「情報提供ネットワークシステムを使用して提供する場合の提供先
一覧（別表第２より）」に記載

[ ○ ] その他 （ LGWAN ）

10万人以上100万人未満

] 紙

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

給与支払者（行政機関・独立行政法人等、地方公共団体・地方独立行政法人、民間事業者）

①法令上の根拠 番号法第19条第１号、地方税法第321条の４

1万人以上10万人未満

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [ ○

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

給与の支払いを受けている納税義務者のうち、特別徴収の方法によって徴収する者

⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

＜選択肢＞
1） 1万人未満

][

②提供先における用途 給与所得に係る個人住民税について、給与の支払いをする際に特別徴収して市区町村に納付する。

③提供する情報 地方税法第321条の４第１項に基づき、給与所得に係る特別徴収税額、氏名等

④提供する情報の対象となる
本人の数
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][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

③消去方法

保管期間を過ぎたデータについては、速やかに消去を行う。
紙媒体資料については、市に引渡しの上、市で規定された保存年限を過ぎたものを市職員立会いの
下、溶解し情報を消去する。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ･プラット
フォームの事業者が特定個人情報を消去することはない。
・ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ・プラットフォームの事業者において、保存された情
報が読み出しできないよう、物理的破壊または専用ソフト等を利用して完全に消去する。

＜選択肢＞

10） 定められていない

]

７．備考

-

６．特定個人情報の保管・消去

①保管場所 ※

・本市ではＡＳＰサービス及びクラウドサービスを利用しているため、データの管理は、委託事業者の規
定に基づき厳正に行われている。
・委託事業者選定時において、セキュリティ、情報の取扱いについて公的機関の認証を受けていることを
条件としており、また、契約時に認証内容を確認している。
・委託事業者が行っている特定個人情報の管理について、実地調査を行えることを契約条項としてい
る。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームはデータセンターに設置している。データセンターへの入館、及びサーバ
室への入室を行う際は、警備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。
・特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバのデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

②保管期間

期間 [ 6年以上10年未満
9） 20年以上
6） 5年
3） 2年

8） 10年以上20年未満
5） 4年
2） 1年

7） 6年以上10年未満
4） 3年
1） 1年未満

その妥当性 地方税法第17条の５により、更正及び決定の期間が７年間と定められているため。

別紙２「移転先一覧」に記載

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [ ○

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度 別紙２「移転先一覧」に記載

[ ] その他 （ ）

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

別紙２「移転先一覧」に記載

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

②移転先における用途 別紙２「移転先一覧」に記載

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

移転先1 移転先の詳細については、別紙２「移転先一覧」を参照のこと

①法令上の根拠
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（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

【基幹システム】
課税対象者関係項目
相当年度、宛名番号、世帯番号、電話番号1、電話番号2、FAX番号、EMAIL、居住区分、住民種別CD、生年月日、性別CD、
続柄CD、カナ氏名、氏名、自治省CD、全国大字CD、大字CD、番地CD、枝1CD、枝2CD、枝3CD、枝4CD、方書CD、住所名1、
住所名2、方書名、郵便番号、筆頭者、住なく年月日、市内市外区分、生活扶助認定年月日、生活扶助廃止年月日、
配偶者宛名番号、扶養者宛名番号、専従主宛名番号、世帯外被扶養者区分、障害者区分、死離別区分、非課税区分、
均等割課税区分、徴収希望区分、申告案内書発送CD、申告案内書発送状況CD、申告案内書発送日付、扶照会本人発送CD、
扶照会本人発送状況CD、扶照会本人発送日付、扶照会本人回答状況CD、扶照会本人回答日付、扶照会事業発送CD、
扶養照会会事業発送状況CD、扶照会事業発送日付、扶照会事業回答状況CD、扶照会事業回答日付、遠扶養調査発送CD、
遠扶養調査発送状況CD、遠扶養調査発送日付、遠扶養調査回答状況CD、遠扶養調査回答日付、未申告調査発送CD、
未申告調査発送状況CD、未申告調査発送日付、未申告調査回答状況CD、未申告調査回答日付、他市回送発送CD、
他市回送発送状況CD、他市回送発送年月日、通知294発送CD、通知294発送状況CD、通知294条発送年月日、
ワンストップ無効通知の発送状況、ワンストップ無効通知の発送年月日、調査状況CD1、調査状況詳細1、調査状況有効年度1、
調査状況CD2、調査状況詳細2、調査状況有効年度2、調査状況CD3、調査状況詳細3、調査状況有効年度3、証明停止区分、
課税注意者区分、翌年度申告案内発送CD、翌年度租税条約区分、翌年度対象外区分、生年月日訂正区分、婚姻歴区分、
申告書発送依頼課コード、個別対応区分、住登地自治省CD、住登地全国大字CD、住登地大字CD、住登地番地CD、
住登地枝1CD、住登地枝2CD、住登地枝3CD、住登地枝4CD、住登地方書CD、住登地住所名1、住登地住所名2、住登地方書名、
住登地郵便番号、住登地電話番号1、住登地電話番号2、住登地FAX番号、住登地EMAIL、住登地資料番号、その他氏名CD1、
その他カナ氏名1、その他氏名1、その他生年月日1、その他指定番号1、その他納税者番号1、その他資料番号1、その他氏名CD2、
その他カナ氏名2、その他氏名2、その他生年月日2、その他指定番号2、その他納税者番号2、その他資料番号2、その他氏名CD3、
その他カナ氏名3、その他氏名3、その他生年月日3、その他指定番号3、その他納税者番号3、その他資料番号3、
旧市区町村識別CD、市区町村識別CD、処理年月日、処理時刻、台帳番号、国保支払額、国保普徴支払額、国保特徴支払額、
介護支払額、介護普徴支払額、介護特徴支払額、後期支払額、後期普徴支払額、後期特徴支払額、年金支払額、年金保険者CD、
年金種別CD、基礎年金番号、通知年月日、中止事由、中止年月日、特徴変更月、特別徴収依頼額合計、特別徴収依頼額10月、
特別徴収依頼額12月、特別徴収依頼額2月、特別徴収依頼額4月、特別徴収依頼額6月、特別徴収依頼額8月、
特別徴収実績額10月、特別徴収実績額12月、特別徴収実績額2月、特別徴収実績額4月、特別徴収実績額6月、
特別徴収実績額8月、年金支給額、支払回数割特徴税額、回付一連番号、市区町村CD、郵便番号、カナ住所、整理番号、
特徴対象外区分、論理削除区分、論理削除年月日、個人番号（※）

被扶養者関係項目
相当年度、宛名番号、被配専区分、被配専宛名番号、扶養種別CD、控配区分、扶養区分、扶養障害区分、専従者区分、確認区分、
否認区分、否認箋出力区分、専従青白区分、専従給与受給額、処理年月日、処理時刻、個人番号（※）

課税資料関係項目
相当年度、一連番号、宛名番号、更新年月日、更新職員ID、資料区分、資料番号、納税者（受給者）の個人番号（※）、
指定番号、受給者番号、就職区分、就職年月日、退職区分、退職年月日、前職区分、乙欄区分、普特区分、青白区分、
控配区分、同配適用区分、配偶者所得38万円以下区分、特定扶養数、同居老人扶養数、老人扶養数、その他扶養数、
扶養数予備、同居特障数、特別障害数、普通障害数、本人老年者区分、本人障害者区分、本人寡婦夫区分、本人勤労学生区分、
本人未成年区分、本人老寡勤区分、専従青白区分、配専区分、他専人数、徴収方法区分、扶養者情報、扶養者の宛名番号、
扶養者の個人番号（※）、扶養区分、所得金額、営業等所得、農業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、
雑所得、総合短期譲渡所得、総合長期譲渡所得、一時所得、長短期一時所得1/2、分離短期譲渡特別控除前（一般）、
分離短期譲渡所得（一般）、分離短期譲渡特別控除前（軽減）、分離短期譲渡所得（軽減）、分離短期譲渡課税所得、
分離長期譲渡特別控除前（一般）、分離長期譲渡所得（一般）、分離長期譲渡特別控除前（特定）、
分離長期譲渡所得（特定）、分離長期譲渡特別控除前（軽課）、分離長期譲渡所得（軽課）、分離長期譲渡課税所得、
退職収入、専従者給与収入、専従者給与所得、先物取引収入、分離株式譲渡収入（未公開）、分離株式譲渡収入（上場）、
分離配当収入、総合短期譲渡収入、総合長期譲渡収入、一時収入、分離短期譲渡収入（一般）、分離短期譲渡収入（軽減）、
分離長期譲渡収入（一般）、分離長期譲渡収入（特定）、分離長期譲渡収入（軽課）、山林収入、社会保険料、
国民年金保険料等の金額、医療費支払額、医療費補てん額、旧一般生命保険料、旧個人年金保険料、新一般生命保険料、
新個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料、旧長期保険料、寄附金支払額（特例控除）、寄附金支払額（募金・日赤）、
寄附金支払額（市町村指定）、寄附金支払額（道府県指定）、寄附金支払額（所得税）、雑損控除、医療費控除、
社会保険料控除、小規模共済掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、
勤労学生控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、配偶者合計所得、専従者控除合計額、
配当控除、住宅取得等特別控除、政党等寄附金特別控除、災害減免額、外国税額控除、分離短期譲渡特別控除（一般）、
分離短期譲渡特別控除（軽減）、分離長期譲渡特別控除（一般）、分離長期譲渡特別控除（特定）、
長期優良住宅新築等特別税額控除、分離長期譲渡特別控除（軽課）、山林所得特別控除、総合譲渡特別控除、
一時所得特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅借入金等特別控除可能額、住宅控除適用数、住宅控除居住年月日、
住宅控除区分、既存住宅特定改修特別税額控除、認定ＮＰＯ法人等特別税額控除、配当割、株式譲渡所得割、特定支出控除、
退職所得控除額、投資・リース税額控除、申告特例通知団体CD
※個人番号は、宛名番号と紐付けて宛名管理システムの情報から参照する。

課税台帳ファイル
相当年度、宛名番号、履歴番号、内特徴区分、状態区分、課税年度、居住区分、生年月日、性別CD、徴収区分、課税区分、
所得割非課税事由、均等割非課税事由、発付日、決定年月日、強制課税区分、減免区分、減免通知年月日、減免事由、
減免申請年月日、被災年月日、被災状況CD、受付開始年月日、給報資料枚数、年金資料枚数、確申資料枚数、地申資料枚数、
その他資料枚数、課税月、課税期、変更月、変更期、異動CD、異動事由、通知異動CD1、通知異動事由1、通知異動CD2、
通知異動事由2、通知異動CD3、通知異動事由3、その他事由、異動年月日、特徴異動区分、特徴異動年月、徴収期、納入月、
過年度区分、通知書番号、両年度異動区分、資料番号、資料番号枝番、資料区分、内部資料区分、指定番号、特徴個人番号、
支払者番号、受給者番号、夫有区分、乙欄区分、死亡退職区分、災害者区分、外国人区分、就職区分、就職年月日、退職区分、
退職年月日、年調済区分、前職区分、普徴区分、訂正分給報区分、非合算区分、強制均等割課税区分、租税条約区分、
生活扶助区分、他市回送区分、配特適用区分、平均課税適用区分、減額申告区分、電話番号、青白区分、納税者番号、
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控配区分、特定扶養数、同居老人扶養数、老人扶養数、その他扶養数、扶養数予備、同居特障数、特別障害数、普通障害数、
本人老年者区分、本人障害者区分、本人寡婦夫区分、本人勤労学生区分、本人未成年区分、本人老寡勤区分、専従青白区分、
配専区分、他専人数、本人専従者区分、徴収方法区分、総合短期特控条文CD、総合長期特控条文CD、分離短期一般条文CD、
分離短期軽減条文CD、分離長期一般条文CD、分離長期特定条文CD、分離長期軽課条文CD、分離長期居住条文CD、
申告種類青色、申告種類分離、申告種類損失、申告種類修正、申告種類特農、還付申告区分、合算済区分、合算主従判定CD、
合算優先順位、合算資料区分、合算修正区分、合算エラー区分1、合算エラー区分2、合算エラー区分3、合算確認区分、
年金特徴対象区分、主給報一連番号、主申告書一連番号、主資料一連番号、金額表使用区分、営業等収入、農業収入、
その他事業収入、不動産収入、利子収入、配当収入、給与収入、専従者給与収入、前職分給与収入、従たる給与収入、
租税条約給与収入、年金収入、その他雑収入、総合短期譲渡収入、総合長期譲渡収入、一時収入、分離短期一般収入、
分離短期軽減収入、分離長期一般収入、分離長期特定収入、分離長期軽課収入、一般株式等譲渡収入、株式譲渡公開収入、
先物取引収入、山林収入、退職収入、営業等所得、農業所得、その他事業所得、不動産所得、利子所得、株式配当所得、
外貨証券配当所得、その他証券配当所得、少額配当所得、その他配当所得、給与所得、年金所得、その他雑所得、
雑所得計、総合短期譲渡所得（控除前）、総合短期譲渡特別控除額、総合短期譲渡所得（控除後）、
総合長期譲渡所得（控除前）、総合長期譲渡特別控除額、総合長期譲渡所得（控除後）、一時所得（控除前）、
一時所得特別控除額、一時所得（控除後）、総合譲渡・一時計、所得合計、特定支出控除、土地等事業、土地等雑、
分短一般譲渡所得（控除前）、分短一般譲渡特控、分離短期一般（控除後）、分短軽減譲渡所得（控除前）、
分短軽減譲渡特控、分離短期軽減（控除後）、分長一般譲渡所得（控除前）、分長一般譲渡特控、
分離長期一般（控除後）、分長特定譲渡所得（控除前）、分長特定譲渡特控、分離長期特定（控除後）、
分長軽課譲渡所得（控除前）、分長軽課譲渡特控 、分離長期軽課（控除後）、一般株式等譲渡、株式譲渡公開分、
先物取引所得、山林所得（控除前）、山林所得特別控除、山林所得特例特別控除、山林所得（控除後）、退職所得控除額、
退職所得（所得税）、退職所得（住民税）、上場株式等譲渡、源泉上場株式譲渡、分長居住譲渡所得（控除前）、
分長居住譲渡特控、分離長期居住（控除後）、上場株式配当等、特例肉牛売却価額、特例肉用牛所得、免税所得、
非課税所得、変動所得（現年）、変動所得（前年）、変動所得（前々年）、臨時所得、平均課税対象額、総所得金額等、
合計所得金額、条約適用配当等所得、条約適用利子等所得、総合純損繰越控除、土地等純損繰越控除、
分離短期一般純損繰越控除、分離短期軽減純損繰越控除、分離長期一般純損繰越控除、分離長期特定純損繰越控除、
分離長期軽課純損繰越控除、特定居住用財産純損繰越控除、山林純損繰越控除、純損繰越控除計、雑損繰越控除、
株式等譲渡繰越控除、先物繰越損失、上場株式配当等繰越控除、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、
小規模共済控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、本人障害者控除、老年者控除、寡婦夫控除、
寡婦特別控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、同居老人扶養控除、老人扶養控除、特定扶養控除、
その他扶養控除、年少扶養控除、同居障害控除、特別障害控除、普通障害控除、基礎控除、所得控除合計、
旧生命保険料支払額、旧個人年金支払額、新生命保険料支払額、新個人年金支払額、介護医療保険料支払額、
旧損害保険料長期支払額、地震保険料支払額、寄附金控除共同募金・日赤・特例外、寄附金支払（市条例指定分）、
寄附金支払（県条例指定分）、寄附金支払（地方公共団体）、寄附金支払（震災関連寄附金）、寄附金支払（申告特例）、
市配当割額、市譲渡割額、配偶者合計所得、総合課標、土地等課標、分離短期一般課標、分離短期軽減課標、
分離長期一般課標、分離長期特定課標、分離長期軽課課標、一般株式等譲渡課標、上場株式等譲渡課標、
上場株式配当等課標、先物取引課標、山林課標、退職課標、特例肉用牛課標、配当控除、投資・リース控除、
住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除、差引所得税額、災害減免額、外国税額控除、
住宅借入金等税額控除見込額（第５条の４）、住宅借入金控除見込額（第５条の４の２）、市算出所得割額、市調整控除、
市配当控除、市住宅借入金等特別税額控除、市寄附金税額控除、市配当割額控除、市株式等譲渡所得割額控除、
市所得割額、市所得割減免額、県算出所得割額、県調整控除、県配当控除、県住宅借入金等特別税額控除、
県寄附金税額控除、県配当割額控除、県株式等譲渡所得割額控除、県所得割額、県所得割減免額、市均等割額、
市均等割減免額、県均等割額、県均等割減免額、所得割合計、均等割合計、年税額、特徴税額、普徴税額、年金対象税額、
配当割還付額、譲渡割還付額、配当割充当額、株式等譲渡所得割充当額、処理年月日、処理時刻、個人番号（※）、
税額6月、税額7月、税額8月、税額9月、税額10月、税額11月、税額12月、税額1月、税額2月、税額3月、税額4月、税額5月、
月割額合計、税額1期、税額2期、税額3期、税額4期、税額2月随時、税額3月随時、納期前延滞金

※個人番号は、宛名番号と紐付けて宛名管理システムの情報から参照する。
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（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

【確定申告支援・管理システム】
課税対象者関係項目
宛名番号、カナ氏名、カナ氏名清音、氏名、生年月日、性別区分、世帯番号（地区）、世帯番号（連番）、続柄区分１、
続柄区分２、続柄区分３、現住所、郵便番号、情報区分、電話番号、利用者識別番号、メモ、個人番号、局署番号、整理番号

課税資料関係項目（申告書本人情報、配偶者・扶養者情報、専従者情報）
宛名番号、無効フラグ、申告書本人情報、課税課コード、課税資料区分、直接入力フラグ、青色申告フラグ、分離課税ありフラグ、
損失申告ありフラグ、資料せんありフラグ、様式区分、申告受付場所区分、現住所同じフラグ、納税者番号、職業、屋号、備考、
資料区分、障害区分、障害等級、均等割区分、生活扶助フラグ、未成年フラグ、家屋敷フラグ、非課税フラグ、申告後退職フラグ、
特徴請求先事業所コード、原票管理番号１、原票管理番号２、原票管理番号３、印刷状態、印刷様式区分、個人番号、
配偶者・扶養情報、宛名番号（被扶養者）、控除区分、扶養区分、同居老人フラグ、扶養障害区分、同居特別障害フラグ、
納税者との続柄、個人番号（被扶養者）、専従者情報、宛名番号（専従者）、納税者との続柄、従事月数、仕事の内容、所得、
従事程度、営業従事フラグ１、営業従事月数１、営業所得１、営業従事フラグ２、営業従事月数２、営業所得２、農業従事フラグ、
農業従事月数、農業所得、不動産従事フラグ、不動産従事月数、不動産所得、山林従事フラグ、山林従事月数、山林所得、
個人番号（専従者）

課税資料関係項目（給報・年金）
報告書ID、無効フラグ、未届出フラグ、事業所コード、宛名番号、整理番号、給報年報区分、徴収区分、受給者番号、
資料せんありフラグ、種別、支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収税額、配偶者の有無区分、
専従配偶者の有無、配偶者老人フラグ、同配適用区分、配偶者所得38万円以下区分、配偶者特別控除額、特定扶養人数、
特定扶養専従者人数、同居老人扶養人数、老人扶養人数、老人扶養専従者人数、その他扶養人数、その他扶養専従者人数、
同居特別障害者人数、特別障害者人数、その他障害者人数、社会保険料等の金額、社会保険料等の内数、
生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、住宅取得等特別控除額、住宅借入金等特別控除可能額、居住開始年月日、
配偶者の合計所得、旧個人年金保険料、旧長期損害保険料、夫ありフラグ、未成年フラグ、乙欄フラグ、本人特別障害フラグ、
本人その他障害フラグ、老年者フラグ、寡婦一般フラグ、寡婦特別フラグ、寡夫フラグ、勤労学生フラグ、死亡退職フラグ、
災害者フラグ、外国人フラグ、中途就退職区分、中途就退職年月日、摘要、年調定率控除額、年末調整未済、
国民年金保険料等の金額、合算する給報ありフラグ、合算する給報の事業所コード、合算する給報の事業所名、
合算する給報の支払金額、合算する給報の社会保険料、合算する給報の源泉徴収、合算しないフラグ、年金支払金額１、
年金支払金額２、年金支払金額３、年金支払金額合計、年金所得金額、年金源泉徴収１、年金源泉徴収２、年金源泉徴収３、
年金源泉徴収合計、原票管理番号１、原票管理番号２、原票管理番号３、OCRイメージファイル名、OCRイメージファイル適用名、
住宅借入金等特別控除適用数、住宅借入金等特別控除区分(1回目)、住宅借入金等の額(1回目)、居住開始年月日(2回目)、
住宅借入金等特別控除区分(2回目)、住宅借入金等の額(2回目)、登録日、更新日、備考、扶養年少人数、異動理由コード、
新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、登録区分、回送フラグ、
印刷済フラグ、印刷日、個人番号

【国税連携・審査システム】
課税対象者関係項目
年度、宛名番号、カナ氏名、清音カナ氏名、氏名、生年月日、性別コード、世帯№_地区、世帯№_連番、続柄コード１、
続柄コード２、続柄コード３、現住所、郵便番号、情報区分、電話番号、メモ、利用者識別番号、局署番号、整理番号、個人番号

課税資料関係項目（本人）
年度、申告書ID、履歴ID、ファイルID、宛名番号、資料番号、データ区分、ファイル種別、送信先地方自治体コード、
送信先判別コード、納税地住所コード、1月1日(賦課期日)地方自治体コード、申告区分、確定申告書区分、
課税異動事由コード、取込区分、異動年月日、局署番号、整理番号、バッチ番号、受付番号、連絡データ作成年月日、
団体確認用コード、台帳番号、受信日時、申告書の種類、税務署名、提出年月、納税地区分、郵便番号、住所、
１月１日の住所（年）、１月１日の住所（住所）、カナ氏名、清音カナ氏名、氏名、性別、職業、屋号・雅号、世帯主の氏名、
世帯主との続柄、生年月日、生年月日(西暦)、電話番号、青色区分、分離区分、損失区分、修正区分、特農の表示区分、
地方収受分フラグ、個人番号、収入_営業等、収入_農業、収入_不動産、収入_利子、収入_配当、収入_給与、収入_雑：公的年金等、
収入_雑：その他、収入_総合譲渡：短期、収入_総合譲渡：長期、収入_一時、所得_事業：営業等（特例表示）、所得_事業：営業等、
所得_事業：農業（特例表示）、所得_事業：農業、所得_不動産（特例表示）、所得_不動産、所得_利子、所得_配当、所得_給与、
所得_雑（特例表示）、所得_雑、所得_総合譲渡・一時、所得_合計、控除_雑損控除、控除_医療費控除、控除_社会保険料控除、
控除_小規模企業共済等 掛金控除、控除_生命保険料控除、控除_地震保険料控除、控除_寄附金控除、控除_寡婦、寡夫控除、
控除_勤労学生、障害者控除、控除_配偶者控除、控除_配偶者特別控除、控除_扶養控除、控除_基礎控除、控除_合計、
総合課税所得合計、税額計、配当控除、その他の税額控除（名称)、その他の税額控除（区分)、その他の税額控除（控除額)、
住宅借入金等特別控除、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除区分、住宅特定改修特別税額控除区分、
優良住宅控除区分、耐震特定優良区分、耐震特定優良控除額、電子証明書等特別控除、（免）表示、差引所得税額、
災害減免額区分、外国税額控除区分、災害減免額、外国税額控除、源泉徴収税額、申告納税額、予定納税額、
第３期分の税額納める税金、第3期分の税額還付される税金、配偶者の合計所得、専従者給与（控除）額の合計額、
青色申告特別控除額、雑・一時の源泉徴収税額の合計額、未納付の源泉徴収税額、本年分で差し引く繰越損失額、
平均課税対象金額、変動・臨時所得（区分）、変動・臨時所得（所得）、申告期限までに納付する金額、延納届出額、
還付金の受取_金融機関名、還付金の受取_支店名、還付金の受取_金融機関コード、還付金の受取_支店コード、
還付金の受取_預金種類、還付金の受取_口座番号、還付金の受取_郵便局名、還付金の受取_記号番号上５桁、還付金の受取_
記号番号下８桁、税理士署名欄_税理士名、税理士署名欄_電話番号、税理士署名欄_書面提出第30条、税理士署名欄_
書面提出第33条、合計所得金額、総所得金額等の合計額、寄附金控除 区分、住宅借入金等特別控除 区分、
政党等寄附金等特別控除 区分、災害減免額、外国税額控除、所得_給与区分、控除_配偶者（特別）控除区分、
控除_配偶者（特別）控除、再差引所得税額、復興特別所得税額、所得税及び復興特別所得税の額、配偶者個人番号、
扶養者個人番号１、扶養者個人番号２、扶養者個人番号３、扶養者個人番号４、扶養者個人番号５、扶養者個人番号６、
専従者個人番号１、専従者個人番号２、専従者個人番号３、専従者個人番号４、専従者個人番号５、専従者個人番号６、
16歳未満個人番号１、16歳未満個人番号２、16歳未満個人番号３、16歳未満個人番号４、16歳未満個人番号５、
16歳未満個人番号６
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課税資料ファイル（配偶者・扶養者情報、専従者情報）
年度、申告書ID、ID、宛名番号（納税者）、配偶者・扶養者情報、宛名番号（被扶養者）、控除区分、扶養区分、
同居老人フラグ、扶養障害区分、同居特別障害フラグ、納税者との続柄、個人番号（被扶養者）、専従者情報、
宛名番号（専従者）、カナ氏名、従事月数、従事程度、営業従事フラグ１、営業従事月数１、営業所得１、営業従事フラグ２、
営業従事月数２、営業所得２、農業従事フラグ、農業従事月数、農業所得、不動産従事フラグ、不動産従事月数、
不動産所得、山林従事フラグ、山林従事月数、山林所得、更新者、更新日時、納税者との続柄、個人番号（専従者）

課税資料ファイル（住民登録外課税通知）
文書番号、通知年月日、送信先市区町村長、発出者、発信元市区町村、フリガナ、氏名、生年月日、個人番号、課税年度、
課税年１月１日住所（都道府県、市区町村、番地）、課税年1月１日住所市区町村コード、課税年1月１日住基地住所（都道府県、
市区町村、番地）、課税年1月1日住基地住所市区町村コード、普通徴収区分、特別徴収区分（給与）、
特別徴収区分（公的年金）、備考、部局課、担当者、電話番号

課税資料ファイル（寄附金税額控除に係る申告特例通知）
手続きID、修正回数、通知年月日、回送先団体コード、回送先政令指定都市区コード、回送先区・事務所コード、回送先市区町村、
回送元団体コード、回送元市区町村長または都道府県知事、連絡先組織名、連絡先電話番号、年分、住所、フリガナ、氏名、
個人番号、性別、生年月日、電話番号、合計寄附金額、備考、団体間回送発行番号
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リスク２： 不適切な方法で入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

・本市に住所を有する者の情報については、住民基本台帳に関する事務で示されているとおり、各届出受
領の際に必ず本人あるいは代理人の本人確認が実施されており、不適切な方法での入手は行われてい
ない。
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手する場合は、住民基本台帳ネットワークシステムの認証・監
査・証跡機能により、特定の権限者以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の記録が保持される仕
組みが確立されている。
・個人住民税に係る申告書情報については、地方税法に定められた方法によって入手を行うこととしてい
る。（地方税法第317条の２、第317条の３等）
・eLTAX等で入手する申告情報（電子ファイル）については、LGWANに接続された特定の端末から入手
し、当該端末に対しても、認証等により特定の権限者以外は操作が行えない仕組みが確立されている。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・地方税法等により記載項目・様式が定められており、不要な情報の入手が行われない仕組みが講じら
れている。
・移転を受ける情報は、課税対象者を管理するのに必要な情報のみであり、システム上、課税対象者情
報として保有する項目を定めておくことで、不要な情報の入手が行われない仕組みが講じられている。
・個人住民税システム上においても、賦課に必要な情報のみ取込むことができる仕様となっている。

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

リスク１： 目的外の入手が行われるリスク

対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有していたかどうかについては、最新の住民情報を管理してい
る既存住民基本台帳システムから情報の移転を受けており、対象外の住民に対する課税が発生しないよ
う、賦課期日近辺の異動者については随時、異動対象者のリストを出力し、確認を行っている。
・賦課期日（１月１日）時点での課税対象者情報に記録のない者からの申告情報に基づき課税対象者情
報または申告情報を入手する場合は、本市で課税するかどうかを判断した上で、課税する場合は、住民
票上の住所地市区町村に対して通知する等を行っており、目的の範囲を超えた入手が行われない対策を
とっている。（地方税法第294条）
・課税対象でない場合は、該当市区町村を調査した上で、該当市区町村へ情報を伝達している。
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手する場合は、住民基本台帳ネットワークシステムの認証、監
査、証跡機能により、特定の権限者以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の記録が保持される仕
組みが確立されているため、目的外の入手を抑止している。
・その他、特定個人情報の取扱いに関しては、本市情報セキュリティポリシー、情報セキュリティ実施手
順、特定個人情報等の取扱いに関する規程に準ずる。

１．特定個人情報ファイル名

１．課税情報ファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

リスク４： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容

・外部媒体等は使用せず、庁内連携システムを介して、最新の住民情報を管理している既存住民基本台
帳システムから移転を受けている。
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手する場合は、住民基本台帳ネットワークシステムの認証・監
査・証跡機能により、特定の権限者以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の記録が保持される仕
組みが確立されているため、個人情報の漏えい・紛失のリスクを軽減している。
・紙による税資料については、紙面による情報については、入手等に関する処理をマニュアルで定めてい
るため、個人情報の漏えい・紛失リスクを軽減している。
・eLTAX等で入手する申告情報（電子ファイル）については、LGWANに接続された特定の端末から入手す
るものであり、端末の利用を許可された者でなければ行えないため、情報漏えい・紛失のリスクが軽減さ
れている。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

リスク３： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク

入手の際の本人確認の措置
の内容

・本市に住所を有する者の情報については、住民基本台帳に関する事務で示されているとおり、各届出受
領の際に必ず本人あるいは代理人の本人確認が実施されている。
・市民、給与支払者、国税庁等から入手する課税資料に基づく本市に住民登録のない課税対象者情報
は、課税資料に記載された個人番号及び住所、氏名等を用いて、システム上で本人確認を行う。
・申請受付の際は、窓口で個人番号カード又は通知カードと他の証明書類の提示を受けて、本人確認を
行う。
・本人以外（代理人等）から提出される申告等の情報については、上記に合わせて、本市の情報システム
を用いて記載内容の真正性の確認を行う。
・個人番号関係事務を行う事業者等から提出される申告等情報については、情報元が個人番号及び氏
名、性別、生年月日、住所の４情報の確認を行う。

個人番号の真正性確認の措
置の内容

・本市に住所を有する者の情報については、住民基本台帳に関する事務で示されているとおり、各届出受
領の際に個人番号カードの確認を行い、必要に応じて住民記録システム又は市民課職員が住民基本台
帳ネットワークシステムにより個人番号の真正性の確認を行う。
・該当者が本市に住所を有する者であれば、宛名管理システムと照合し、個人番号の確認を行う。
・本市に住民登録のない者の場合は、市民課職員が住民基本台帳ネットワークシステムにより本人確認
情報を検索し、個人番号の確認を行う。

特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・特定個人情報入手の際に、本人確認、個人番号の真正性と併せて特定個人情報の内容についても個
人住民税システムと照合し確認を行う。
・既存住民基本台帳システム上の情報に変更が発生した場合は、税務システムに随時連携されるように
なっている。
・本市に住民登録がない者の場合は、届出等により把握がなされた後、速やかに情報の更新を行い、最
新の状態を保つこととしている。
・申告資料内で論理エラーチェックを実施し、資料内の情報について整合性を図る。
・同一人に複数の資料が提出された場合はシステム上で情報を突合し、資料間の整合性を図る。
・申告資料に対して変更が判明した場合は、遅滞なく更正処理を実施している。
・申告内容に疑義がある場合は、申告者等に連絡し内容の確認を行っている。
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３．特定個人情報の使用

リスク１： 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か [ 十分である
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

具体的な管理方法
・個人住民税システムへのユーザIDごとのアクセス権限については、情報システム部門の長が指定したシ
ステム管理担当者が管理を行っており、職員の異動を把握し定期的な見直しを行い、不要となったIDや権
限を変更又は消去している。

特定個人情報の使用の記録

具体的な方法

＜個人住民税システムにおける措置＞
操作者による認証から認証解除を行うまでの間、操作履歴の記録を行っている（操作者がどの個人に対
して照会・異動を行ったかを記録している。）。
また、自動実行等による処理についても、同様に操作履歴の記録を行っている。
＜申告書作成システム及び国税連携システムにおける措置＞
操作者による認証から認証解除を行うまでの間、操作者がどの個人に対して照会・異動を行ったかの記
録を残している。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞
]

具体的な管理方法

・個人住民税システムへのユーザIDごとのアクセス権限の登録／変更の際は、個人住民税システムへア
クセスできる端末の開放の許可を市民税課長に得た上で、情報システム部門の長が指定したシステム管
理担当者が変更を行っている。その他の者は、アクセス権限の登録／変更を行うためのアクセス権限が
与えられていない。
・人事異動の場合等、権限が不要となった場合は、情報システム部門が、不要となったＩＤや権限を変更又
は消去している。

アクセス権限の管理 [ 行っている

具体的な管理方法

＜システムを利用する端末への措置＞
端末へのログオンはＩＣカード及びＰＩＮコード（パスワード）によるため、使用を許可をされている者以外は
ログオンすることができない。ＰＩＮコードは５回間違えることにより使用不可となり、情報システム部門で解
除の手続きをしない限り利用することができなくなる。
＜個人住民税システムにおける措置＞
システムへのログオンは庁内ポータル（認証基盤）を介して行う。庁内ポータルのシングルサインオン機能
を利用することにより、ユーザＩＤ及びパスワードは利用者及び外部の者が知ることがないため、不正にロ
グオンすることはできない。また、不正な端末からの接続については、システム及びファイアウォールによ
る制限を行うことにより、利用ができないよう措置している。
＜申告書作成・管理システム及び国税連携・審査システムにおける措置＞
システム内で独自のユーザIDによる識別とパスワードによる認証を実施しており、認証後は利用機能の
認可機能により、そのユーザがシステム上で利用可能な機能を制限することで、不正利用が行えない対
策を実施している。

アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

]

リスクへの対策は十分か
[ 十分である

リスク２： 権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

ユーザ認証の管理 [ 行っている

宛名システム等における措置
の内容

宛名管理システムにおいては、番号利用事務以外で個人番号が取得されることのないように、番号利用
事務（システム）以外で個人番号での検索を行うことはできない。また、番号利用事務（システム）以外で
は個人番号は画面表示されない。

事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

・番号利用業務以外の部門（条例に規定されていない業務も含む。）における照会では、操作権限によ
り、個人番号が参照できないような仕組みが構築されている（個人番号を物理的に表示しない。）。また、
個人住民税システムに対して不要なアクセスができないよう、適切なアクセス制御対策を実施している。
・個人住民税システムにおいては、システム操作に関する操作履歴の記録を適切な方法で実施している。
個人住民税が稼働するネットワークについては、以下により適切に管理された状態で稼働している。
・庁内ネットワークは、ファイアウォール及びネットワーク環境の分離等による適切なアクセス制御を行っ
ている。
・データセンター内及びデータセンター・保守拠点間のネットワークは、委託事業者側の基準に基づき適切
に管理されている。
・ＬＧＷＡＮについては地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の基準に基づき適切に管理されている。

その他の措置の内容

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞

]
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3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

リスク４： 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

リスクに対する措置の内容

・クラウドサービスを利用しているため、システムを介する以外に特定個人情報ファイルへの直接アクセス
はできず、委託事業者以外に複製することは不可能である。
・データセンターにおけるサーバ内の特定個人情報ファイルへのアクセスに関する取扱い制限について
は、委託事業者の規定により適切に管理されている。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である

特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜課税資料の個人特定及びその他情報との紐づけを誤るリスク＞
事務処理手順の職員への周知徹底及びダブルチェックなどのチェックを実施し、個人特定及びその他情報との紐づけを誤るリスクを軽減
している。

リスクに対する措置の内容

・他市区町村や行政機関において住民等の情報を業務外の目的で閲覧したり、漏えい事故を起こした
ケースについての新聞記事等を職場で共有し、注意喚起している。
・個人や他市区町村、関係機関からの問合せに対する対応方法について、年度当初に注意喚起してい
る。
・システム上、操作履歴情報を取得していることを周知し、業務外利用を抑止している。
・新規任用者に個人情報の取扱いについての研修を実施し、業務外利用の禁止を徹底している。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

リスク３： 従業者が事務外で使用するリスク
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規定の内容

・委託業務を遂行する目的以外に使用しないこと
・特定個人情報の閲覧者、更新者を制限すること
・特定個人情報を第三者に提供してはならないこと
・利用するユーザIDを、権限のない第三者に利用されないよう、パスワード等を適切に管理すること
・個人情報の管理状況について随時に委託先の実地調査を行い、必要な報告を求めることができること

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

委託契約の中で得た特定個人情報については、業務が完了した時又は本市による指示があった場合は
速やかに返還・廃棄することとしている。

委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[ ]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守の
確認方法

委託契約書において、受注者が取得した特定個人情報を第三者に提供することを原則禁止している。た
だし、契約履行のため合理的に必要な範囲内で、事前書面により本市の承諾を得た場合または仕様書等
に特別な定めがある場合にのみ再委託を行うことができる。その場合は、個人情報取扱特記事項（マイナ
ンバー編）に定めのある、受注者の安全管理措置と同等の措置が再委託先においても講じてあることを
示した文書を本市へ提出することとしている。
ルール遵守の確認については、個人情報の管理状況について随時に委託先の実地調査を行い、必要な
報告を求めることができるよう定めている。

委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守の
確認方法

個人住民税システムを利用した業務については、主管課に設置された専用の業務用端末を使用して作業
を実施しており、当該端末から行うことができる処理は特定個人情報の照会・更新である。また、委託元と
委託先間で定期的に報告会を開催し、個人情報の取扱いについての確認を行っている。

特定個人情報の消去ルール [ 定めている

具体的な制限方法 各種権限の設定については、必要に応じて委託側ユーザ用のIDを発効している。

特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞

]

具体的な方法
委託側において利用するユーザIDについては、操作職員ごとにIDを管理し、職員と同等のログ監視を行っ
ており、利用履歴の参照も職員と同等の確認を行うことができる。

特定個人情報の提供ルール [ 定めている

委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
委託契約終了後の不正な使用等のリスク
再委託に関するリスク

情報保護管理体制の確認

特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

] 委託しない

[ 制限している

外部委託業者の選定に際しては、主管課の長が業者に対して、個人情報保護管理の体制が適切かどう
かを確認し、委託契約仕様に必要事項を規定することとしている。
情報保護管理体制に係る規程書
・個人情報取扱特記事項（マイナンバー編）
・岡崎市情報セキュリティポリシー遵守事項
・岡崎市個人情報保護条例
主な確認事項
・責任体制の変更の有無
・作業責任者及び従事者の変更の有無
・取扱区域の変更の有無
・研修の実施日及び内容
・従事者の変更又は増員時の秘密保持誓約書の提出の有無
・個人情報収集の範囲及び手段
・目的外利用及び第三者への提供の有無
・複写、又は複製状況・規定以外に本契約の利用に必要な措置内容
・物理的安全管理措置の遵守状況
・技術的安全管理措置の遵守状況
・再委託先に対して同様の遵守状況の確認、報告
・緊急時の連絡体制の確認

[４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞

]
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特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

具体的な方法

・承認のない再委託を禁止している。
・特定個人情報の取扱いに関して受注者に課せられている事項と同一の事項の遵守を義務付け、再委託
先が受注者に提出した書類の写しを提出させて確認している。
・契約に基づき遵守状況等の報告を求めるとともに、必要に応じて監査又は実地調査を実施する。

その他の措置の内容
定期報告会におけるセキュリティ関連の報告事項（事務処理中に発生した事故の原因と今後の対策等）
については、フォローアップを行っていく。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている
3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている

]
4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞
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具体的な方法
・提供及び移転する特定個人情報ファイルについては、提供データ作成時に作成日時、提供日時等の実
行処理結果が記録される仕組みとなっている。

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

リスク１： 不正な提供・移転が行われるリスク

特定個人情報の提供・移転の
記録

５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]

特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対す
る措置

-

リスク３： 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

リスクに対する措置の内容

・庁内連携システムに接続して情報を格納できるのは提供元システムに限られるため、誤った情報が格納
されるリスクが軽減されている。 また、利用を許可されたシステムのみが庁内連携システムに接続するこ
とができ、必要な情報のみを取得する仕組みを構築しているため、誤った相手に情報の提供・移転が行わ
れることはない。
・ｅＬＴＡＸによる場合においても紙による場合においても、複数の職員によるチェックと、処理手順を記載し
たマニュアルの周知によって、誤情報の提供、誤発送を防止している。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

リスク２： 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

・本市の情報システム部門又は事務担当部署において、特定個人情報を取扱う者に対する情報セキュリ
ティ及び個人情報保護に関する教育及び研修を実施。
・提供・移転は原則庁内連携システムを介して行っており、各システム間において情報連携が直接行われ
ることがないため、不適切な方法による提供・移転が防がれている。
・庁内連携システムのアクセス制限やログ管理については、岡崎市データ連携基盤連携機能利用ガイド
ラインに定められており、適切に行われている。
・eＬＴＡＸを介して電子的に提供する場合は、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）の基準に基づき適
切に管理されたLGWAN回線を利用することによって、不適切な移転が行われるリスクが軽減されている。
・紙により提供する場合は、複数の職員によるチェックと、処理手順を記載したマニュアルの周知によっ
て、誤発送を防止している。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である

特定個人情報の提供・移転に
関するルール

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方法

・同一機関内における特定個人情報の移転は個人情報保護条例の理念に則り、具体的な手続きは岡崎
市基幹系システム等運用要綱によって定めている。
・移転にあっては、移転先の各担当課から所管課へデータ利用承認申請書の提出が必要であると定めて
いる。提出された申請書の内容を検査した上で、申請書に記載のある目的以外に使用しないことを遵守
する前提で承認書を発行しているため、必要な情報のみが提供されている。

定めている[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞
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リスク２： 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

＜税務システム,、中間サーバコネクタのソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバと中間サーバコネクタ、税務システム間の連携は、LGWAN、庁内ネットワーク及びサーバ間
通信に限定されるため、安全が確保されている。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバは、個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワーク
システムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保されている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
・中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで安全性を確保している。

リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

リスク１： 目的外の入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

＜税務システム、中間サーバコネクタのソフトウェアにおける措置＞
・情報照会処理については、当該事務の権限を有する職員のみに実施できるようにアクセス権限を設定し
ている。
・情報照会処理については、業務システム側で操作ログを記録しており、処理実施者、操作内容を把握し
ている。

＜税務システム、中間サーバコネクタの運用における措置＞
・業務システムで記録している操作ログにより、目的外の入手が行われていないことを適宜確認してい
る。また、操作履歴により操作者、操作内容が把握可能である旨、広く関係者に周知している。
・番号利用法に定められている事務以外での情報照会は禁止されている旨、広く関係者内に周知してい
る。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、提供許可証の発
行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供
ネットワークシステムから提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番号利用法
上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応
している。
・中間サーバの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能。
（※２）番号利用法の規定による情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供に係る情
報照会者、情報提供者、事務及び特定個人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断するために使用す
るもの。
（※３）中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
へのアクセス制御を行う機能。

＜中間サーバ、中間サーバコネクタの運用における措置＞
・情報提供等記録/アクセス記録、アクセスログ（ログイン認証、操作内容、特定個人情報アクセスログ、ア
クセス時間、処理時刻等）、DBログを適宜確認している。
・また、中間サーバ側において、上記ログを取得しており、操作者、操作内容が把握可能である旨、広く関
係者に周知している。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている
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リスク４： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容

＜税務システム、中間サーバコネクタのソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバと中間サーバコネクタ、税務システム間の連携は、LGWAN、庁内ネットワーク及びサーバ間
通信に限定されるため、漏えい・紛失するリスクを排除している。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、漏
えい・紛失のリスクに対応している（※）。
・既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕組
みを設けている。
・情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に結果情報を情報照会機能
において自動で消去することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
・中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施
した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン
連携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特
定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバでしか復号できない仕組みになっている。その
ため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対応してい
る。
・中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
・中間サーバ･プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバ・プラットフォームの運用、監視・障害対応等
であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはない。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている

リスク３： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク

リスクに対する措置の内容

＜税務システムの運用における措置＞
中間サーバは、個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワーク
システムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入
手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバは、個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワーク
システムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入
手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]
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3） 課題が残されている

リスク６： 不適切な方法で提供されるリスク

リスクに対する措置の内容

＜税務システム、中間サーバコネクタのソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバと中間サーバコネクタ、税務システム間の連携は、LGWAN、庁内ネットワーク及びサーバ間
通信に限定している。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・セキュリティ管理機能（※）により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から受
領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行っている。
・中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施
した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン
連携を抑止する仕組みになっている。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク）等を利用することにより、不適切な方法で提供されるリスク
に対応している。
・中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
・中間サーバ・プラットフォームの事業者においては、特定個人情報に係る業務にはアクセスができないよ
う管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である

2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

]

リスク５： 不正な提供が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

＜税務システム、中間サーバコネクタのソフトウェアにおける措置＞
・特定個人情報の提供は、原則、各システム間の自動連携に限定しているため、職員が意図的に不正な
提供を行うことを防止している。

＜税務システム、中間サーバコネクタの運用における措置＞
・中間サーバ側に登録していない又は自動応答を制限している等の場合、職員の操作により特定個人情
報を提供する場合には、情報提供にあたって所属長の承認を得た上で、税務システム、中間サーバコネ
クタにて処理を実行する運用を義務付けている。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供
ネットワークシステムから入手し、中間サーバにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リスト
に基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシ
ステムから提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を
自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
・機微情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定し、特定個人情報の提供を
行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個人情報が不正に提供される
リスクに対応している。
・中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施
した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン
連携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う機
能。

＜中間サーバの運用における措置＞
・中間サーバ側で取得した情報提供に係るログを使って、不正な提供が行われていないことを、必要に応
じて確認する。

リスクへの対策は十分か [ 十分である
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞
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]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

リスク７： 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

リスクに対する措置の内容

＜税務システム、中間サーバコネクタのソフトウェアにおける措置＞
・情報提供にあたっては、税務システム、中間サーバコネクタで作成した提供情報が誤った状態で作成さ
れることがないことを、検証工程で十分に確認しているため、提供にあたって特定個人情報が不正確とな
ることはない。

＜税務システム、中間サーバコネクタの運用における措置＞
・中間サーバへ登録した情報に誤りがあることが発覚した場合に備え、事前に定めた修正手順等に沿っ
て、修正作業を行うことを徹底している。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、提供許可証と情報照会
者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個
人情報が提供されるリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式
チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備すること
で、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原本
と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

＜中間サーバの運用における措置＞
・中間サーバへ登録した情報に誤りがあることが発覚した場合に備え、事前に定めた修正手順等に沿っ
て、修正作業を行うことを徹底している。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ＜選択肢＞

情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記
録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
・情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応し
ている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合行政
ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
・中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保
している。
・中間サーバ・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）しており、中
間サーバ・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
・特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバ･プラットフォームの事業者における情報漏えい等のリスクを極小化
する。
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＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している①NISC政府機関統一基準群

]

]

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし

その内容 -

再発防止策の内容 -

⑦バックアップ

⑧事故発生時手順の策定・周
知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]

3） 十分に行っていない

⑥技術的対策

具体的な対策の内容

個人住民税システムはクラウド形態によるサービス提供を受けている。事業者の選定にあっては、セキュ
リティ、情報の取扱いについて公的機関の認証を受けていることを条件としており、選定された事業者の
用意したデータセンターにてサービスが提供されている。サーバの保管、記録媒体の管理はサービス提
供事業者の基準に基づき管理されている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを
効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、
ログの解析を行う。
・中間サーバ・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
・導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

十分に行っている

十分に行っている

十分に行っている

[

[

[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

⑤物理的対策

具体的な対策の内容

個人住民税システムはクラウド形態によるサービス提供を受けている。事業者の選定にあっては、セキュ
リティ、情報の取扱いについて公的機関の認証を受けていることを条件としており、選定された事業者の
用意したデータセンターにてサービスが提供されている。サーバの保管、記録媒体の管理はサービス提
供事業者の基準に基づき管理されている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ･プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施
錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在
によるリスクを回避する。
・事前に申請し承認されてない物品、記憶媒体、通信機器などを不正に所持し、持出持込することがない
よう、警備員などにより確認している。

③安全管理規程

④安全管理体制・規程の職員
への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

②安全管理体制

７．特定個人情報の保管・消去

リスク１： 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない
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手順の内容
・保管期間を過ぎたデータについては、速やかに消去を行う。
・媒体資料については、市で規定された保存年限を過ぎたものを市職員立会いの下、溶解、破壊等を行
い情報を消去する。

リスク２： 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

リスクに対する措置の内容

・本市に住所を有する者であれば、本人からの申請により住民基本台帳事務において最新情報に更新さ
れた際に、個人住民税システムにも最新の特定個人情報が反映される仕組みを構築している。
・本人からの申請を受けるほか、他機関からの修正申告情報を入手した場合は、遅滞なくシステムに取込
み最新情報に更新している。
・本市に住民登録がない者の場合は、届出等により把握がなされた後、速やかに情報の更新を行い、最
新の状態を保つこととしている。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

リスク３： 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

消去手順 [ 定めている

特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か [ 十分である

⑩死者の個人番号 [ 保管している

具体的な保管方法 生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実施する。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞

]
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⑥事務担当部署 納税課

その妥当性

個人番号：収納情報の個人を正確に特定するために保有（参照）する。
その他識別情報（内部番号）：本市において、個人を一意に識別するために宛名番号を保有する。
その他住民票関係情報：世帯特定のため保有する。
連絡先：手続き内容について確認する等、本人と連絡を取るために保有する。
地方税関係情報：納付の元となる課税（調定）情報を保有する。
その他（振替口座登録情報）：口座振替を行うために保有する。
その他（還付口座情報）：還付処理を行うために保有する。

全ての記録項目 別添２を参照。

⑤保有開始日 平成２７年１０月

[ ○ ] その他 （ 振替口座登録情報、還付口座情報 ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

主な記録項目 ※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

その必要性
地方税法第24条及び第45条の２、地方税法第294条及び第317条の２等に基づいて課税された賦課情
報を使用する。

④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
１．特定個人情報ファイル名

２．収納情報ファイル

２．基本情報

①ファイルの種類 ※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

③対象となる本人の範囲 ※
賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有する個人又は本市に事業所又は家屋敷を有する個人で本
市に住所を有しない者で、所得にかかる各種申告（給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申
告書等）があった者及び過去の未納者

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
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収納情報に基づき、過誤納金が発生した場合、還付、充当処理を行う。

⑨使用開始日 平成28年1月1日

⑧使用方法 ※

１ 収納管理事務
同一納税義務者にも関わらず、複数の収納情報が発生していた場合の名寄せを行うために個人番号
を利用する。
個人住民税の賦課情報、収納情報から、収納、還付、充当などの収納管理事務を行う。

情報の突合 ※ 収納情報を照合するにあたり、個人番号を利用して名寄せを実施する。

情報の統計分析
※

-

権利利益に影響を
与え得る決定 ※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

⑦使用の主体

使用部署
※

納税課、市民税課、市民課、岡崎支所、大平支所、岩津支所、六ツ美支所、矢作支所、東部支所、額田
支所、情報政策課

使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ] 1） 10人未満

⑤本人への明示
・地方税法第45条の２、第317条の２等に基づき入手することで、本人に明示されている。
・口座登録情報については、本市と納税義務者間での合意により入手している。

⑥使用目的 ※ 納税義務者の個人番号を利用し、より正確かつ効率的な収納管理事務を行うため。

変更の妥当性 -

LGWAN ）

③入手の時期・頻度

○定期的に入手する事務
・毎年４月～５月
○個別的に対応する事務
・随時

④入手に係る妥当性

・地方税法第45条の２、第317条の２等に基づき、関係各所、本人からの申告書及び給与支払報告書又
は公的年金等支払報告書より入手し賦課したデータに基づく。
・振替口座登録情報については、①本市と金融機関の間における収納事務を委任する旨の委任契約、
②預金者と金融機関の間における支払いの委託をする旨の契約、③本市と納税義務者の間における納
税方法を口座振替により行う旨の合意（承認）から成り立つ。
・還付口座情報については、発送した還付通知に対しての返信によって納税義務者の同意のもと入手し
ている。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

（ 市民課 ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

３．特定個人情報の入手・使用

①入手元 ※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 課税情報ファイルに基づき市民税課が作成・入手 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[
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⑨再委託事項 事案に応じて、適宜調整する。

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

⑧再委託の許諾方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制等
・機密保持及び個人情報保護に関しては、再委託先にも契約と同様の守秘義務を課すこと。

⑤委託先名の確認方法
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条例第31号）上の開示請求に基づき、確認することができ
る。

⑥委託先名 日本電気株式会社

再
委
託

⑦再委託の有無 ※

＜選択肢＞

[ 再委託する

] 紙

[ ○ ] その他 （
データセンター内のサーバ室及び保守拠点でシステムの直接操作、システ
ム端末の直接操作

）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

その妥当性
個人住民税の公平・公正な賦課徴収を目的として、必要な範囲でシステムの運用・保守及び法制度改
正に伴う税務システムの改修等の管理を行うため、個人住民税に係る納税者及び課税調査対象者の情
報を取り扱う必要がある。

③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

対象となる本人の
範囲 ※

納税義務者及び過去の未納者、その他課税調査対象者

対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満

①委託内容
・税務システムの運用、保守業務
・法制度改正に伴う税務システムの改修作業

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ 1 ） 件

委託事項1 システム保守業務

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

委託の有無 ※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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⑦時期・頻度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

②移転先における用途

③移転する情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

移転先1

①法令上の根拠

⑦時期・頻度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

②提供先における用途

③提供する情報

④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

[ ○ ] 行っていない

提供先1
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７．備考

-

9） 20年以上
10） 定められていない

その妥当性

地方税法第18条により、地方税の消滅時効は５年であると定められており、完納後５年を保管期間とし
ているが、分納や滞納処分により時効中断されればその後５年が保管期間となるため、それ以上保管さ
れているデータも存在する。
また、収納、還付、充当等の収納管理を行うため、過去の記録を保存する必要がある。

2） 1年 3） 2年

[ 定められていない ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

６．特定個人情報の保管・消去

①保管場所 ※

１ 本市における措置
・本市ではクラウドサービスを利用しているため、データの管理は、委託事業者の規定に基づき厳正に
行われている。
・委託事業者選定時において、セキュリティ、情報の取扱いについて公的機関の認証を受けていることを
条件としており、また、契約時に認証内容を確認している。
・委託事業者が行っている特定個人情報の管理について、実地調査を行えることを契約条項としてい
る。

２ 中間サーバ・プラットフォームにおける措置
・中間サーバ･プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバ室
への入室を厳重に管理される。
・特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

②保管期間

期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

③消去方法
保管期間を過ぎたデータについては消去を行う。
紙媒体資料については、市に引渡しの上、市で規定された保存年限を過ぎたものを市職員立会いの
下、溶解し情報を消去する。
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（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

収納情報ファイル
課税年度、相当年度、科目、期別、期別区分、会計年度、欠損時会計年度、宛名番号、個人番号（※）、通知書番号、共有宛名番号、
徴収区分、共有宛名番号、管轄CD、カナ区分、標識連番、車種CD、国保番号、被保険者番号、調定情報、調定額、調定額内訳01、調
定額内訳02、調定額内訳03、調定額内訳04、調定額内訳05、調定額内訳06、調定額内訳07、調定額内訳08、調定額内訳09、調定額
内訳10、確定延滞金、確定延滞金設定日、調定督促手数料、調定報奨金前、調定報奨金後、事業年度自、事業年度至、延長月数、申
告日、申告区分、申告期限、納付情報、納付額、納付額内訳01、納付額内訳02、納付額内訳03、納付額内訳04、納付額内訳05、納付
延滞金、納付督促手数料、交付報奨金、退職所得額、納付諸税加算金、納付過少申告加算金、納付不申告加算金、納付重加算金、還
付加算金、領収日、収入日、納期限、変更前納期限、法定納期限、法定納期限等、還付情報、還付充当番号、未還付本税、未還付本
税内訳01、未還付本税内訳02、未還付本税内訳03、未還付本税内訳04、未還付本税内訳05、未還付延滞金、未還付督促手数料、未
還付退職所得額、未還付諸税加算金、未還付過少申告加算金、未還付不申告加算金、未還付重加算金、還付済本税、還付済本税内
訳01、還付済本税内訳02、還付済本税内訳03、還付済本税内訳04、還付済本税内訳05、還付済延滞金、還付済督促手数料、還付済
退職所得額、還付済諸税加算金、還付済過少申告加算金、還付済不申告加算金、還付済重加算金、還付有無区分、充当有無区分、
X1還付処理日、X1還付請求書発行日、X1還付通知書発行日、X1支払通知書発行日、X1還付決裁書発行日、X1還付調書発行日、X1
還付再通知書発行日、X1窓口受領書発行日、X1還付時効起算日、X1還付時効日、充当情報、元納付連番、市区町村識別CD、会計年
度、納付時会計年度、元事業年度自、元事業年度至、元申告区分、元調定額、元調定額内訳01、元調定額内訳02、元調定額内訳03、
元調定額内訳04、元調定額内訳05、元調定額内訳06、元調定額内訳07、元調定額内訳08、元調定額内訳09、元調定額内訳10、元確
定延滞金、元調定督促手数料、元納付額、元納付額内訳01、元納付額内訳02、元納付額内訳03、元納付額内訳04、元納付額内訳
05、元納付延滞金、元納付督促手数料、元納付退職所得額、元納付諸税加算金、元納付過少申告加算金、元納付不申告加算金、元
納付重加算金、元領収日、元収入日、元充当税額、元充当税額内訳01、元充当税額内訳02、元充当税額内訳03、元充当税額内訳
04、元充当税額内訳05、元充当延滞金、元充当督促手数料、元充当退職所得額、元充当諸税加算金、元充当過少申告加算金、元充
当不申告加算金、元充当重加算金、元還付加算金、先宛名番号、先税目CD、先徴収区分、先課税年度、先相当年度、先通知書番号、
先期別CD、先事業年度自、先事業年度至、先申告区分、先調定額、先調定額内訳01、先調定額内訳02、先調定額内訳03、先調定額
内訳04、先調定額内訳05、先調定額内訳06、先調定額内訳07、先調定額内訳08、先調定額内訳09、先調定額内訳10、先確定延滞
金、先調定督促手数料、先納付額、先納付額内訳01、先納付額内訳02、先納付額内訳03、先納付額内訳04、先納付額内訳05、先納
付延滞金、先納付督促手数料、先納付退職所得額、先納付諸税加算金、先納付過少申告加算金、先納付不申告加算金、先納付重加
算金、先領収日、先収入日、先充当税額、先充当税額内訳01、先充当税額内訳02、先充当税額内訳03、先充当税額内訳04、先充当
税額内訳05、先充当延滞金、先充当督促手数料、先充当退職所得額、先充当諸税加算金、先充当過少申告加算金、先充当不申告加
算金、先充当重加算金、充当日、X1充当適状日、過誤納起算日、過誤納決裁日、過誤納通知日、過誤納理由、過誤納状態区分、歳入
歳出区分、充当振替区分、X1過誤納発生日、X1充当処理日、X1充当通知書発行日、X1充当決裁書発行日、更正連番、返戻情報、返
戻公示通知書区分、返戻公示履歴番号、市区町村識別CD、返戻公示状態CD、返戻公示理由CD、変更前納期限、納期限、公示年月
日、担当課名、還付充当番号、特徴指定番号、補足事項、法人申告区分、、過誤納情報、X1過誤納理由、X1過誤納発生日、過誤納停
止区分、滞納情報、時効中断日、処分事由CD、時効予定日、不納欠損有無区分、執行停止有無区分、差押有無区分、参加差押有無
区分、交付要求有無区分、分納誓約有無区分、分納管理番号、分納計画種別、分納回数、納付誓約有無区分、納付委託有無区分、納
付約束有無区分、延滞金免除有無区分、徴収猶予有無区分、換価猶予有無区分、消滅区分CD、催告発付日、催告回数、催告停止区
分、催告パターン、催告連番、執行停止該当条項区分、執行停止要件CD、執行停止年月日、執行停止本税額、執行停止内訳01、執行
停止内訳02、執行停止内訳03、執行停止内訳04、執行停止内訳05、執行停止延滞金、執行停止督促手数料、欠損該当条項区分、欠
損年月日、時効完成日、欠損本税額、欠損内訳01、欠損内訳02、欠損内訳03、欠損内訳04、欠損内訳05、欠損延滞金、欠損督促手数
料、引継年月日、完結区分、完結年月日、旧市区町村識別CD、繰上徴収日、その他、調定基準日、当初納通発付日、納通発付日、税
額更正日、督促発付日、納付手段CD、組合番号、督促出力有無区分、督促停止区分、確定延滞変更有無区分、納期特例有無区分、
集合徴収有無区分、都市計画税有無区分、共有分割区分、国保擬制世帯有無区分、国保主2該当有無区分、収納税額更正有無区
分、当初調定額、当初調定額内訳01、当初調定額内訳02、当初調定額内訳03、当初調定額内訳04、当初調定額内訳05、当初調定額
内訳06、当初調定額内訳07、当初調定額内訳08、当初調定額内訳09、当初調定額内訳10、当初確定延滞金、当初調定督促手数料、
繰越納付額、繰越納付額内訳01、繰越納付額内訳02、繰越納付額内訳03、繰越納付額内訳04、繰越納付額内訳05、繰越納付延滞
金、繰越納付督促手数料、繰越納付諸税加算金、繰越納付少申告加算金、繰越納付不申告加算金、繰越納付重加算金、滞納引継有
無区分、更新年月日、更新職員ID
※個人番号は、宛名番号と紐づけて宛名管理システムの情報から参照する。

収納情報ファイル（納付明細）
税目CD、課税年度、相当年度、通知書番号、徴収区分、期別CD、納付連番、納付連番枝番、会計年度、申告区分、調定納付明細CD、
納付額、納付額内訳01、納付額内訳02、納付額内訳03、納付額内訳04、納付額内訳05、納付延滞金、納付督促手数料、退職所得額、
交付報奨金、納付諸税加算金、納付少申告加算金、納付不申告加算金、納付重加算金、還付加算金、領収日、収入日、充当収入日、
納付種類CD、期別前納区分、確認番号、簿冊番号、簿冊連番、分納管理番号、分納計画種別、分納回数、金融機関本店CD、金融機
関支店CD、金融機関枝番CD、口座種別、口座番号、年金保険者CD、年金種別CD、実施機関CD、済通充当税額、済通充当税額内訳
01、済通充当税額内訳02、済通充当税額内訳03、済通充当税額内訳04、済通充当税額内訳05、済通充当延滞金、済通充当督促手数
料、済通充当退職所得額、済通充当諸税加算金、済通充当少申告加算金、済通充当不申告加算金、済通充当重加算金、済通未還付
税額、済通未還付税額内訳01、済通未還付税額内訳02、済通未還付税額内訳03、済通未還付税額内訳04、済通未還付税額内訳05、
済通未還付延滞金、済通未還付督促手数料、済通未還付退職所得額、済通未還付諸税加算金、済通未還付少申告加算、済通未還付
不申告加算、済通未還付重加算金、済通還付済税額、済通還付済税額内訳01、済通還付済税額内訳02、済通還付済税額内訳03、済
通還付済税額内訳04、済通還付済税額内訳05、済通還付済延滞金、済通還付済督促手数料、済通還付済退職所得額、済通還付済
諸税加算金、済通還付済少申告加算、済通還付済不申告加算、済通還付済重加算金、過誤納理由、還付充当番号、還付充当連番、
歳入歳出区分、充当振替区分、充当元先税目CD、充当元先課税年度、充当元先相当年度、充当元先通知書番号、充当元先徴収区
分、充当元先期別CD、充当還付加算本税、充当還付加算本税訳01、充当還付加算本税訳02、充当還付加算本税訳03、充当還付加
算本税訳04、充当還付加算本税訳05、充当還付加算延滞金、充当還付加算督促手数、充当還付加算退職所得、充当還付加算諸税
加算、充当還付加算少申加算、充当還付加算不申加算、充当還付加算重加算、消込データ入力区分、旧市区町村識別CD、更新日、
更新時刻、コンビニ連携番号、発行納付種類CD、取立日、消込済フラグ、個人番号（※）
※個人番号は、宛名番号と紐づけて宛名管理システムの情報から参照する。
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その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

リスク３： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク

入手の際の本人確認の措置
の内容

収納情報ファイルについては、課税情報ファイルに登録されている課税情報から作成されるものであり、
本項はその元となる先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル）における、「Ⅲ 特定個人情報
ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入手」－「リスク３」の該当項目に
記載されている措置が講じられた情報を使用している。
また引落口座情報については、登録の届出書に銀行口座の登録印が押印されており、それを各銀行が
確認しているため本人登録情報との真正性確認が行われている。
還付口座情報については、原則送付した過誤納還付金口座振替依頼書により登録を行うため、そこに
記載されている情報にて真正性の確認が行われている。
口座登録処理を行う際に正確な情報で登録を行うため、職員によるダブルチェック及びチェック方法を適
宜見直すことで登録誤りのリスクを軽減している。

個人番号の真正性確認の措
置の内容

先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル）における、「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロ
セスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入手」－「リスク３」の該当項目に記載されている措置
が講じられている。

特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル）における、「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロ
セスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入手」－「リスク３」の該当項目に記載されている措置
が講じられている。また、住民への督促状、還付、充当通知等により、住民から誤り等の指摘があった場
合は、調査を行い誤りが確認できれば、修正を行っている。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

リスク２： 不適切な方法で入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

収納情報ファイルについては、課税情報ファイルに登録されている課税情報から作成されるものであり、
本項はその元となる、先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル）における、「Ⅲ 特定個人情報
ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入手」－「リスク２」の該当項目に
記載されている措置が講じられた情報を使用している。
また口座情報については、本市と本人との間で合意の上、本人が申請するものであるため、不適切な方
法で入手が行われることはない。

必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル）における、「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロ
セスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入手」－「リスク１」の該当項目に記載されている措置
が講じられた情報を使用している。
また口座情報については、本市と本人との間で合意の上で、本人が申請するものであるため、目的外の
入手は行われない。

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

１．特定個人情報ファイル名

２．収納情報ファイル

２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

リスク１： 目的外の入手が行われるリスク

対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

収納情報ファイルについては、課税情報ファイルに登録されている課税情報から作成されるものであり、
本項はその元となる、先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル）における、「Ⅲ 特定個人情報
ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入手」－「リスク１」の該当項目に
記載されている措置が講じられた情報を使用している。
また口座情報については、本市と本人との間で合意の上で、本人が申請するものであるため、目的外の
入手は行われない。

2） 十分である
3） 課題が残されている
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2） 十分である
3） 課題が残されている

特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

リスク４： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容

収納情報ファイルについては、課税情報ファイルに登録されている課税情報から作成されるものであり、
その元となる先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル）における、「Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入手」－「リスク４」の該当項目に記載され
ている措置が講じられた情報を使用している。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている
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リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

その他の措置の内容 -

2） 行っていない

具体的な管理方法
・収納システムへのユーザIDごとのアクセス権限については、情報システム部門の長が指定したシステ
ム管理担当者が管理を行っており、職員の異動を把握し定期的な見直しを行い、不要となったIDや権限
を変更又は消去している。

特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している

アクセス権限の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている

2) 記録を残していない

具体的な方法
・収納システムでは、操作者による認証から認証解除を行うまでの間、操作履歴の記録を行っている（操
作者がどの個人に対して照会・異動を行ったかを記録している。）。
・自動実行等による処理についても、同様に操作履歴の記録を行っている。

アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

具体的な管理方法

・収納システムへのユーザIDごとのアクセス権限の登録／変更の際は、収納システムへアクセスできる
端末の開放の許可を納税課長に得た上で、情報システム部門の長が指定したシステム管理担当者が
変更を行っている。その他の者は、アクセス権限の登録／変更を行うためのアクセス権限が与えられて
いない。
・人事異動の場合等、権限が不要となった場合は、情報システム部門が、不要となったＩＤや権限を変更
又は消去している。

リスク２： 権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

ユーザ認証の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

具体的な管理方法

＜システムを利用する端末への措置＞
端末へのログオンはＩＣカード及びＰＩＮコード（パスワード）によるため、使用を許可をされている者以外
はログオンすることができない。ＰＩＮコードは５回間違えることにより使用不可となり、情報システム部門
にて解除の手続きをしない限り利用することができなくなる。

＜収納システムにおける措置＞
システムへのログオンは庁内ポータル（認証基盤）を介して行う。庁内ポータルのシングルサインオン機
能を利用することにより、ユーザＩＤ及びパスワードは利用者及び外部の者が知ることがないため、不正
にログオンすることはできない。また、不正な端末からの接続については、システム及びファイアウォー
ルによる制限を行うことにより、利用ができないよう措置している。

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

３．特定個人情報の使用

リスク１： 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

宛名システム等における措置
の内容

・宛名管理システムにおいては、番号利用事務以外で個人番号が取得されることのないように、番号利
用事務（システム）以外で個人番号での検索を行うことはできない。また、番号利用事務（システム）以外
では個人番号は画面表示されない。

事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・番号利用業務以外の部門（条例に規定されていない業務も含む）における照会では、操作権限により、
個人番号が参照できないような仕組みが構築されている（個人番号を物理的に表示しない。）。また、収
納システムに対して不要なアクセスができないよう、適切なアクセス制御対策を実施している。
・収納システムにおいては、システム操作に関する操作履歴の記録を適切な方法で実施している。
収納システムが稼働するネットワークについては、以下により適切に管理された状態で稼働している。
・庁内ネットワークは、ファイアウォール及びネットワーク環境の分離等による適切なアクセス制御を行っ
ている。
・データセンター内及びデータセンター・保守拠点間のネットワークは、委託事業者側の基準に基づき適
切に管理されている。
・ＬＧＷＡＮについては、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）の基準に基づき適切に管理されてい
る。
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

リスク４： 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

リスクに対する措置の内容

・クラウドサービスを利用しているため、システムを介する以外に特定個人情報ファイルへの直接アクセ
スはできず、委託事業者以外に複製することは不可能である。
・データセンターにおけるサーバ内の特定個人情報ファイルへのアクセスに関する取扱い制限について
は、委託事業者の規定により適切に管理されている。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

リスク３： 従業者が事務外で使用するリスク

リスクに対する措置の内容

・他市区町村や行政機関において住民等の情報を業務外の目的で閲覧したり、漏えい事故を起こした
ケースについての新聞記事等を職場で共有し、注意喚起している。
・個人や他市区町村、関係機関からの問合せに対する対応方法について、年度当初に注意喚起してい
る。
・システム上、操作履歴情報を取得していることを周知し、業務外利用を抑止している。
・新規任用者に個人情報の取扱いについての研修を実施し、業務外利用の禁止を徹底している。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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具体的な方法

・承認のない再委託を禁止している。
・特定個人情報の取扱いに関して受注者に課せられている事項と同一の事項の遵守を義務付け、再委
託先が受注者に提出した書類の写しを提出させて確認している。
・契約に基づき遵守状況等の報告を求めるとともに、必要に応じて監査又は実地調査を実施する。

再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

＜選択肢＞

[ 十分に行っている ] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 定めていない

規定の内容

・委託業務を遂行する目的以外に使用しないこと
・特定個人情報の閲覧者、更新者を制限すること
・特定個人情報を第三者に提供してはならないこと
・利用するユーザIDを、権限のない第三者に利用されないよう、パスワード等を適切に管理すること
・個人情報の管理状況について随時に委託先の実地調査を行い、又は必要な報告を求めることができ
ること

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

委託契約の中で得た特定個人情報については、業務が完了した時、又は本市による指示があった場合
は速やかに返還・廃棄することとしている。

委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

＜選択肢＞

[ 定めている ] 1） 定めている

具体的な方法
委託側において利用するユーザIDについては、操作職員ごとにIDを管理し、職員と同等の操作履歴の
監視を行っており、利用履歴の参照も職員と同等の確認を行うことができる。

特定個人情報の提供ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞

特定個人情報の消去ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

1） 定めている 2） 定めていない

委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託契約書において、受注者が取得した特定個人情報を第三者に提供することを原則禁止している。た
だし、契約履行のため合理的に必要な範囲内で、事前に本市の承諾を得た場合のみ再委託を行うこと
ができる。その場合は、個人情報取扱特記事項（マイナンバー編）に定めのある、受注者の安全管理措
置と同等の措置が再委託先においても講じてあることを示した文書を本市へ提出することとしている。
ルール遵守の確認については、個人情報の管理状況について随時に委託先の実地調査を行い、又は
必要な報告を求めることができるよう定めている。

委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

収納システムを利用した業務については、主管課に設置された専用の業務用端末を使用して作業を実
施しており、当該端末から行うことができる処理は特定個人情報の照会・更新である。また、委託元と委
託先間で定期的に報告会を開催し、個人情報の取扱いについての確認を行っている。

具体的な制限方法 各種権限の設定については、必要に応じて委託側ユーザ用のIDを発効している。

特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
委託契約終了後の不正な使用等のリスク
再委託に関するリスク

情報保護管理体制の確認

外部委託業者の選定に際しては、主管課の長が業者に対して、個人情報保護管理の体制が適切かどう
かを確認し、委託契約仕様に必要事項を規定することとしている。
情報保護管理体制に係る規程書
・個人情報取扱特記事項（マイナンバー編）
・岡崎市情報セキュリティポリシー遵守事項
・岡崎市個人情報保護条例
主な確認事項
・責任体制の変更の有無
・作業責任者及び従事者の変更の有無
・取扱区域の変更の有無
・研修の実施日及び内容
・従事者の変更又は増員時の秘密保持誓約書の提出の有無
・個人情報収集の範囲及び手段
・目的外利用及び第三者への提供の有無
・複写、又は複製状況・規定以外に本契約の利用に必要な措置内容
・物理的安全管理措置の遵守状況
・技術的安全管理措置の遵守状況
・再委託先に対して同様の遵守状況の確認、報告
・緊急時の連絡体制の確認

特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ 制限している ] ＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない
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特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

その他の措置の内容
定期報告会におけるセキュリティ関連の報告事項（事務処理中に発生した事故の原因と今後の対策等）
については、フォローアップを行っていく。
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

3） 課題が残されている

リスク３： 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

リスク２： 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

その他の措置の内容

具体的な方法

特定個人情報の提供・移転
に関するルール

[ ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

リスク１： 不正な提供・移転が行われるリスク

特定個人情報の提供・移転
の記録

[ ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ○ ] 提供・移転しない
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3） 課題が残されている

情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

リスク７： 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

リスク６： 不適切な方法で提供されるリスク

リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

リスク５： 不正な提供が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

リスク４： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

リスク３： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク

リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

リスク２： 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

リスク１： 目的外の入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ○ ] 接続しない（入手） [ ○ ] 接続しない（提供）
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リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

リスク２： 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

リスクに対する措置の内容

・賦課更正を行った場合は、遅滞なく税額更正処理を実施している。
・収納情報は、住民からの納付実績に基づき更新され、納付が確認できない場合は住民に対し督促を
行い、住民側でも収納情報が確認できるようになっているため、古い情報のまま保存され続けることはな
い。

具体的な保管方法 生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実施する。

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞
1） 発生あり

⑩死者の個人番号 [ 保管している ] ＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

2） 発生なし

その内容 -

再発防止策の内容 -

⑧事故発生時手順の策定・
周知

[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

具体的な対策の内容

収納システムはクラウド形態によるサービス提供を受けている。事業者の選定にあっては、セキュリ
ティ、情報の取扱いについて公的機関の認証を受けていることを条件としており、選定された事業者の
用意したデータセンターにてサービスが提供されている。ウィルス対策、不正アクセスの防止、外部媒体
の使用制限等については、サービス提供事業者の基準に基づき管理されている。

⑦バックアップ
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

具体的な対策の内容

収納システムはクラウド形態によるサービス提供を受けている。事業者の選定にあっては、セキュリ
ティ、情報の取扱いについて公的機関の認証を受けていることを条件としており、選定された事業者の
用意したデータセンターにてサービスが提供されている。サーバの保管、記録媒体の管理はサービス提
供事業者の基準に基づき管理されている。

⑥技術的対策
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

⑤物理的対策
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

④安全管理体制・規程の職
員への周知

[ 十分に周知している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない

③安全管理規程
[ 十分に整備している ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

②安全管理体制
[ 十分に整備している ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

７．特定個人情報の保管・消去

リスク１： 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

①NISC政府機関統一基準群
[ 政府機関ではない ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

手順の内容

・保管期間を過ぎたデータについては、速やかに消去を行う。
・死亡者の口座登録データは、本市の判断において、適宜消去を行う。
・過去数年にわたって賦課がない状態の口座情報については、本市の判断において、適宜消去を行う。
・口座振替を実施したものの、複数回振替が出来なかった口座情報については、適宜消去を行う。

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

リスク３： 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

消去手順 [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない
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⑥事務担当部署 納税課

その妥当性

個人番号：収納情報の個人を正確に特定するために保有（参照）する。
その他識別情報（内部番号）：本市において、個人を一意に識別するために宛名番号を保有する。
その他住民票関係情報：世帯特定のため保有する。
連絡先：手続き内容について確認する等、本人と連絡を取るために保有する。
地方税関係情報：納付の元となる課税（調定）情報を保有する。
その他（振替口座登録情報）：口座振替を行うために保有する。
その他（還付口座情報）：還付処理を行うために保有する。

全ての記録項目 別添２を参照。

⑤保有開始日 平成２７年１０月

[ ○ ] その他 （ 振替口座登録情報、還付口座情報 ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ○ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

] 国税関係情報 [ ○ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

主な記録項目 ※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

その必要性
・地方税法第24条及び第45条の２、地方税法第294条及び第317条の２等に基づいて課税された賦課情
報を使用する。
・個人を正確かつ迅速に特定し、滞納業務を効率的に行う。

④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ○

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
１．特定個人情報ファイル名

３．滞納情報ファイル

２．基本情報

①ファイルの種類 ※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

③対象となる本人の範囲 ※
賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有する個人又は本市に事業所又は家屋敷を有する個人で本
市に住所を有しない者で、所得にかかる各種申告（給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申
告書等）があった者及び過去の滞納者

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]
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滞納者の財産の差押、換価、配当等滞納処分を実施する。

⑨使用開始日 平成28年1月1日

⑧使用方法 ※

１ 滞納整理事務
同一納税義務者にも関わらず、複数の滞納情報が発生していた場合の名寄せを行うために個人番号
を利用する。
個人を特定して納税相談事務を行う。滞納情報から差押、換価、配当等滞納処分を実施する。
滞納者から提出された猶予申請書に基づき、猶予処分を行う。

情報の突合 ※ 滞納情報を照合するにあたり、個人番号を使用して名寄せを実施する。

情報の統計分析
※

-

権利利益に影響を
与え得る決定 ※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

⑦使用の主体

使用部署
※

納税課、市民税課、介護保険課、国保年金課、医療助成室、情報政策課

使用者数

＜選択肢＞

[ 100人以上500人未満 ] 1） 10人未満

⑤本人への明示
・地方税法第45条の２、第317条の２及び国税徴収法第141条等に基づき入手することで、本人に明示さ
れている。

⑥使用目的 ※
・地方税法、その他地方税に関する法律に基づき、住民に対して公正・公平な徴収をするため。
・個人を正確かつ迅速に特定し、滞納整理業務を効率的に行うため。

変更の妥当性 -

収納システム ）

③入手の時期・頻度

○定期的に入手する事務
・毎年３月及び５月末の年度切替時期
○個別的に対応する事務
・滞納者が納期限までに完納できず、督促を受けた場合
・財産調査等税務調査により回答を得た場合
・収納システムで情報を得た場合

④入手に係る妥当性
・地方税法第45条の２、第317条の２等に基づき、本人からの申告書及び給与支払報告書又は公的年金
等支払報告書より入手し賦課したデータに基づく。
・国税徴収法第141条に基づき、本人及び関係各所から入手する。

[ ○ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ 他自治体 ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ○ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

（ 市民課、市民税課、地域福祉課 ）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 国税庁（税務署） ）

３．特定個人情報の入手・使用

①入手元 ※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 収納情報ファイルにより作成、入手 ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 勤務先、取引先等 ）

[
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⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

⑧再委託の許諾方法

⑤委託先名の確認方法
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条例第31号）上の開示請求に基づき、確認することができ
る。

⑥委託先名 株式会社シンク

再
委
託

⑦再委託の有無 ※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

] 紙

[ ○ ] その他 （
データセンター内のサーバ室及び保守拠点でシステムの直接操作、システ
ム端末の直接操作

）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [

その妥当性
個人住民税の公平・公正な賦課徴収を目的として、必要な範囲でシステムの運用・保守及び法制度改
正に伴う税務システムの改修等の管理を行うため、個人住民税に係る納税者及び課税調査対象者の情
報を取扱う必要がある。

③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

対象となる本人の
範囲 ※

賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有する個人又は本市に事業所又は家屋敷を有する個人で本
市に住所を有しない者で、所得にかかる各種申告（給与支払報告書、公的年金等支払報告書、確定申
告書等）があった者及び過去の滞納者

対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満

①委託内容
システムの運用管理、稼働監視などを行う。
アプリケーションに関する税制改正対応等を行う。また職員からの問合せ対応や調査、作業指示書に基
づくデータ抽出などを行う。

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ 1 ） 件

委託事項1 システム保守業務

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

委託の有無 ※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する
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⑦時期・頻度 必要に応じて随時

] 紙

[ ○ ] その他 （ 滞納システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

納税者、納税承継人、納税管理人

⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

②移転先における用途 滞納処分に関する事務

③移転する情報 滞納者の滞納状況等

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

移転先1 国保年金課

①法令上の根拠 岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条

⑦時期・頻度 調査及び照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

納税者、納税承継人、納税管理人

⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

②提供先における用途 他自治体からの滞納状況等調査回答に係る事務

③提供する情報 滞納者の滞納状況等

④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

①法令上の根拠 地方税法第20条の11

[ ○ ] 移転を行っている （ 2 ） 件

５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件

[ ] 行っていない

提供先1 他自治体
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７．備考

-

9） 20年以上
10） 定められていない

その妥当性 財産調査、滞納処分などの滞納整理事務を行うため、過去の記録を保存する必要がある。

2） 1年 3） 2年

[ 定められていない ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満

６．特定個人情報の保管・消去

①保管場所 ※

・本市ではクラウドサービスを利用しているため、データの管理は、委託事業者の規定に基づき厳正に
行われている。
・委託事業者選定時において、セキュリティ、情報の取扱いについて公的機関の認証を受けていることを
条件としており、また、契約時に認証内容を確認している。
・委託事業者が行っている特定個人情報の管理について、実地調査を行えることを契約条項としてい
る。

②保管期間

期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

③消去方法
滞納繰越時点で滞納者でなく、収納側の消去要件にも該当するものについては滞納管理システムの機
能により消去している。紙媒体資料については、市に引渡しの上、市で規定された保存年限を過ぎたも
のを市職員立会いの下、溶解し情報を消去する。

⑦時期・頻度 必要に応じて随時

] 紙

[ ○ ] その他 （ 滞納システム ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

納税者、納税承継人、納税管理人

⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

②移転先における用途 滞納処分に関する事務

③移転する情報 滞納者の滞納状況等

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

移転先2 介護保険課

①法令上の根拠 岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条
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（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

１．宛名情報
1.イメージデータID,2.ホスト住民区分,3.ホスト通知書番号,4.リンク番号,5.一元区分,6.世帯番号,7.主従区分,8.主担当者コード,9.主担当者
変更事由,10.予定金額,11.事業種目コード,12.付箋内容コード,13.件名,14.住所,15.住所コード,16.住所外字フラグ,17.住所履歴連番,18.住
所超過フラグ,19.住民区分,20.使用区分,21.備考,22.優先順位,23.入力区分,24.出張担当フラグ,25.出張担当者コード,26.出張担当者変更
事由,27.前回入力区分,28.前回基準日,29.前回期限,30.前回滞納区分,31.前回設定日,32.副担当者コード,33.副担当者変更事由,34.勤務
先リンク番号,35.勤務先入力区分,36.勤務先連番,37.口座名義人カナ,38.口座番号,39.口座連番,40.号枝番,41.名寄リンク番号,42.名称清
音カナ,43.国籍コード,44.地図区分,45.地図巻コード,46.地図年度,47.地図番号,48.地図頁,49.基準日,50.外国人名カナ,51.外国人本名,52.
子々番,53.子番,54.宛名,55.宛名カナ,56.宛名外字フラグ,57.宛名超過フラグ,58.対象課税終了年度,59.対象課税開始年度,60.就職日,61.
性別コード,62.戸籍連番,63.担当割地区コード,64.拠点コード,65.支店コード,66.数値１,67.数値２,68.数値３,69.数値４,70.数値５,71.文字
１,72.文字１０,73.文字２,74.文字３,75.文字４,76.文字５,77.文字６,78.文字７,79.文字８,80.文字９,81.方書,82.日付１,83.日付２,84.日付３,85.日
付４,86.日付５,87.日本語１,88.日本語２,89.日本語３,90.日本語４,91.日本語５,92.時刻,93.更新ユーザID,94.更新ユーザーID,95.更新日
時,96.更新画面ID,97.更新端末名,98.有効フラグ,99.期限,100.本籍地,101.機能処理番号,102.機能種類コード,103.死亡日,104.法人名,105.
法人名カナ,106.注意事項コード,107.消除事由,108.消除日,109.滞納事由,110.滞納区分,111.滞納科目コード１,112.滞納科目コード１
０,113.滞納科目コード１１,114.滞納科目コード１２,115.滞納科目コード１３,116.滞納科目コード１４,117.滞納科目コード１５,118.滞納科目
コード２,119.滞納科目コード３,120.滞納科目コード４,121.滞納科目コード５,122.滞納科目コード６,123.滞納科目コード７,124.滞納科目コー
ド８,125.滞納科目コード９,126.滞納金額,127.照会印刷除外フラグ,128.特別事由,129.特別区分,130.特記メモ,131.特記事項,132.生保廃止
日,133.生保開始日,134.生年月日,135.町コード,136.画像用途コード,137.画像種類コード,138.番地番,139.異動事由,140.異動日,141.発行
制限区分,142.発行機能コード,143.登録事由,144.登録日,145.確定延滞金,146.科目,147.筆頭者名,148.約束内容コード,149.約束履行有
無,150.約束日,151.約束時刻,152.約束連番,153.納付種類コード,154.納税組合コード,155.終了日,156.続柄コード,157.職業コード,158.自治
省コード,159.色コード,160.行政区コード,161.記録日,162.記録時刻,163.設定日,164.設定者ID,165.詳細連番,166.調査日,167.返戻フラ
グ,168.退職日,169.送付先リンク番号,170.送付先区分,171.送付先名,172.送付先名カナ,173.送付先外字フラグ,174.送付先超過フラ
グ,175.送付先連番,176.通称名,177.通称名カナ,178.連絡先コード,179.連絡先内容,180.連絡先名,181.連絡先種類コード,182.連絡先連
番,183.郵便番号,184.金融機関コード,185.開始日,186.関連種類コード,187.関連者リンク番号,188.預金種別コード,189.ＤＶ区分,190.個人
番号（※）
※個人番号は、リンク番号と紐付けて宛名管理システムの情報から参照する。
２．期別情報
1.コンビニバーコード,2.データ区分,3.ホスト完納フラグ,4.ホスト申告区分,5.ホスト科目,6.ホスト通知書番号,7.リンク番号,8.事由発生日,9.
作成日,10.修正延滞金,11.修正督促手数料,12.修正調定額,13.停止種類コード,14.催告延長期限,15.入力区分,16.内数種類コード,17.処分
連番,18.処理拠点コード,19.収納履歴連番,20.収納延滞金,21.収納方法コード,22.収納日,23.収納督促手数料,24.収納連番,25.収納額,26.
口座不能フラグ,27.執行停止時効完成日,28.執行停止時効起算日,29.完納フラグ,30.延滞金,31.延滞金起算日,32.指示順序,33.支店コー
ド,34.数値１,35.数値２,36.数値３,37.数値４,38.数値５,39.文字１,40.文字１０,41.文字２,42.文字３,43.文字４,44.文字５,45.文字６,46.文字７,47.
文字８,48.文字９,49.日本語１,50.日本語２,51.日本語３,52.日本語４,53.日本語５,54.時効事由,55.時効完成日,56.時効履歴連番,57.時効起
算日,58.更新ユーザID,59.更新ユーザーID,60.更新日時,61.更新画面ID,62.更新端末名,63.更正延滞金,64.最終収納日,65.最終領収日,66.
期,67.根拠法令等,68.機能処理番号,69.機能種類コード,70.欠損事由,71.欠損年度,72.欠損理由,73.欠損理由詳細,74.欠損督促手数料,75.
欠損確定日,76.欠損種類コード,77.欠損調定額,78.活動・調査事項,79.消込日,80.消込管理番号,81.申告区分,82.発行年度,83.発送予定
日,84.発送内容コード,85.発送種類コード,86.相当年度,87.督促手数料,88.督促状指定納期限,89.督促発送期限,90.督催停止連番,91.確定
延滞金,92.確定延滞金有無,93.科目,94.納付延滞金,95.納付書番号,96.納付書番号内連番,97.納付督促手数料,98.納付金額,99.納期
限,100.納税組合コード,101.累計収納額,102.累計延滞金,103.累計督促手数料,104.終了日,105.経過記録連番,106.設定日,107.調定
額,108.資格番号,109.賦課年度,110.賦課拠点コード,111.返戻経過記録連番,112.通知書番号,113.速報データ区分,114.金融機関コー
ド,115.開始日,116.集合通知書番号,117.領収日,118.領収時刻
３．経過記録情報
1.イメージデータID,2.リンク番号,3.交渉結果コード,4.件名,5.処理拠点コード,6.区分１,7.区分２,8.区分３,9.場所コード,10.帳票公示送達
日,11.帳票公示送達状況コード,12.帳票再転送日,13.帳票回答有無,14.帳票延滞金計算日,15.帳票発送日,16.帳票種類コード,17.帳票調
査日,18.帳票返戻日,19.帳票返戻解除日,20.担当者コード,21.担当者名,22.接触フラグ,23.日付１,24.日付２,25.更新ユーザID,26.更新日
時,27.更新画面ID,28.更新端末名,29.画像種類コード,30.相手コード,31.経過内容,32.経過内容コード,33.経過種別コード,34.経過記録連
番,35.記録日,36.記録時刻,37.記録詳細,38.重要表示フラグ
４．分納情報
1.リンク番号,2.一回分金額,3.一括送付回数,4.備考,5.備考コード,6.内数種類コード,7.内訳連番,8.処理拠点コード,9.分納入金額,10.分納取
消日,11.分納回数,12.分納対象区分,13.分納連番,14.分納開始年月,15.加算月Ａ,16.加算月Ｂ,17.加算開始年Ａ,18.加算開始年Ｂ,19.加算
額Ａ,20.加算額Ｂ,21.収納連番,22.口座名義人カナ,23.口座番号,24.回数,25.完納日,26.対応コード,27.履行判断区分,28.履行区分,29.年度
機能処理番号,30.延滞金区分,31.延滞金計算フラグ,32.延滞金計算日,33.当初回数,34.担当者コード,35.担当者名,36.支店コード,37.日付
区分,38.更新ユーザID,39.更新日時,40.更新画面ID,41.更新端末名,42.月間隔,43.本日入金額,44.決裁日,45.消込区分,46.現誓約フラ
グ,47.発行回数,48.発行日,49.督促フラグ,50.端数処理区分,51.管理番号,52.約束管理フラグ,53.納付予定日,54.納付合計額,55.納付延滞
金,56.納付書番号,57.納付督促手数料,58.納付約束時刻,59.納付額,60.累計納付額,61.経過記録連番,62.計算方法区分,63.誓約日,64.資
料番号,65.金融機関コード,66.預金種別コード
５．延滞金減免情報
1.リンク番号,2.作成機能区分,3.処分連番,4.処理拠点コード,5.収納連番,6.延滞金減免連番,7.文書番号,8.文書番号年,9.更新ユーザID,10.
更新日時,11.更新画面ID,12.更新端末名,13.機能種類コード,14.決裁事項内容,15.決裁日,16.決裁減免区分,17.決裁減免率,18.減免後延
滞金,19.減免申請理由内容,20.減免終了日,21.減免開始日,22.申請日,23.申請減免区分,24.申請減免率,25.調査日
６．納付受託情報
1.リンク番号,2.備考,3.内数種類コード,4.内訳連番,5.処理拠点コード,6.券面金額,7.収納連番,8.取消日,9.取立費用額,10.受託日,11.完了
日,12.年度機能処理番号,13.延滞金区分,14.延滞金計算フラグ,15.延滞金計算日,16.担当者コード,17.担当者名,18.振出人名,19.振出
地,20.振出日,21.支払人名,22.支払地,23.支払期日,24.更新ユーザID,25.更新日時,26.更新画面ID,27.更新端末名,28.決裁日,29.消込区
分,30.督促フラグ,31.納付受託連番,32.納付合計額,33.納付延滞金,34.納付書番号,35.納付督促手数料,36.納付額,37.納期限,38.記号番
号,39.証券種類コード
７．入金情報
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1.入金延滞金,2.入金日,3.入金督促手数料,4.入金納付書番号,5.入金納付書番号内連番,6.入金額,7.内数種類コード,8.収納履歴連番,9.
収納方法コード,10.収納連番,11.取消フラグ,12.延滞金計算日,13.復命書印刷フラグ,14.担当者コード,15.担当者名,16.時効履歴連番,17.
更新ユーザID,18.更新日時,19.更新画面ID,20.更新端末名,21.納付書印刷フラグ,22.経過記録連番,23.領収書番号
８．債務承認情報
1.リンク番号,2.備考,3.債務承認連番,4.内数種類コード,5.内訳連番,6.収納連番,7.対応者,8.対応者コード,9.延滞金,10.延滞金計算フラ
グ,11.延滞金計算日,12.更新ユーザID,13.更新日時,14.更新画面ID,15.更新端末名,16.未到来フラグ,17.機能種類コード,18.決裁日,19.督
促フラグ,20.督促手数料,21.納付額,22.納期限,23.累計収納額,24.累計延滞金,25.累計督促手数料,26.要すフラグ,27.調定額,28.調査日,29.
起案日
９．調査情報
1.データ照会連番,2.リンク番号,3.丁目,4.住所,5.備考,6.内容,7.勤務先連番,8.名称,9.回答メモ,10.回答日,11.地番,12.更新ユーザID,13.更新
日時,14.更新画面ID,15.更新端末名,16.照会先番号,17.照会区分,18.照会文書連番,19.照会日,20.照会状況区分,21.照会種類コード,22.町
村,23.登録担当者コード,24.登録日,25.種別コード,26.自治省コード,27.詳細連番,28.調査予定区分,29.調査予定対象連番,30.調査予定連
番,31.請求通数1,32.請求通数2,33.財産連番,34.郡市区,35.関係者連番
１０．財産情報
1.データ連携番号,2.リンク番号,3.休日時コード,4.住所コード,5.住所相違,6.保護預り契約内容,7.保護預り契約有無,8.備考,9.債務者住
所,10.債務者名,11.債務者郵便番号,12.債権額,13.公売区分,14.処分財産連番,15.処分連番,16.函番号,17.原簿閲覧日,18.参考事項,19.収
納連番,20.取引有無,21.取扱店名,22.口座内容コード,23.口座名義人,24.口座番号,25.契約日,26.定期振込日,27.定期振込額,28.履行期限
コード,29.履行期限内容,30.差押見込コード,31.延滞金,32.当初貸付金額,33.所持者住所,34.所持者氏名,35.担保物件,36.時間指定１コー
ド,37.時間指定２コード,38.更新ユーザID,39.更新日時,40.更新画面ID,41.更新端末名,42.最終取引日,43.権利者区分,44.権利者番号,45.毎
月返済額,46.法定納期限等,47.満期日,48.現在残高額,49.生命保険有無,50.登録番号,51.督促手数料,52.種別コード,53.種別内容,54.第三
債務者住所,55.第三債務者住所コード,56.第三債務者名,57.第三債務者郵便番号,58.納期限,59.設定日,60.設置場所,61.詳細区分,62.詳
細連番,63.調定額,64.調査日,65.調査財産連番,66.財産内容,67.財産種類コード,68.財産管理区分,69.財産連番,70.財産関連連番,71.貸付
有無,72.貸付残高額,73.貸金庫契約日,74.貸金庫契約有無,75.資料番号,76.車台番号,77.車名及び型式,78.返済予定日,79.送付先住
所,80.送付先住所コード,81.送付先名,82.送付先郵便番号,83.配当見込区分,84.配当連番,85.電話番号,86.預金種別コード
１１．処分情報
1.カナ名称,2.リンク番号,3.事件番号,4.事件番号区分,5.事件番号年度,6.交付場所,7.交付時刻,8.交付期日,9.住所,10.住所コード,11.保管
命令日,12.保管解除手続,13.備考,14.債権者番号,15.債権者財産連番,16.債権額,17.充当連番,18.入力区分,19.入金前残高,20.入金額,21.
内数種類コード,22.内訳連番,23.処分リンク番号,24.処分状況コード,25.処分種別コード,26.処分種類コード,27.処分詳細コード,28.処分連
番,29.処分金額,30.処理拠点コード,31.出張担当者コード,32.占有日,33.占有者住所,34.占有者住所コード,35.占有者名,36.占有者方書,37.
占有者郵便番号,38.占有者関係,39.反対債権内容コード,40.反対債権金額,41.収納連番,42.取立種別コード,43.受付日,44.受付番号,45.受
付番号区分,46.受入金額,47.合算区分,48.名称,49.名称カナ,50.執行予定日,51.執行日,52.執行機関番号,53.変更後時刻,54.変更後納期
限,55.差押日,56.帳票備考,57.延滞金,58.延滞金区分,59.延滞金計算フラグ,60.延滞金計算日,61.引渡期限,62.捜索場所,63.捜索日,64.捜
索終了時刻,65.捜索開始時刻,66.搬出日,67.文書番号,68.文書番号年,69.方書,70.更新ユーザID,71.更新日時,72.更新画面ID,73.更新端
末名,74.本日残高,75.残余金,76.残余金交付,77.残余金計算値,78.決裁日,79.法務局番号,80.法定納期限等,81.消込区分,82.漢字名称,83.
特定記録送付日,84.発行日,85.登録年月日,86.督促フラグ,87.督促区分,88.督促手数料,89.破産手続開始日,90.破産管財人番号,91.種目
内容,92.立会人１住所,93.立会人１住所コード,94.立会人１名,95.立会人１方書,96.立会人１郵便番号,97.立会人１関係,98.立会人２住
所,99.立会人２住所コード,100.立会人２名,101.立会人２方書,102.立会人２郵便番号,103.立会人２関係,104.納付額,105.納期限,106.納期
限変更連番,107.累計収納額,108.累計延滞金,109.累計督促手数料,110.職氏名番号,111.複数フラグ,112.解除処分連番,113.解除区
分,114.解除日,115.解除理由,116.解除理由内容,117.設定日,118.詳細連番,119.調定額,120.財産引渡手続,121.財産種類コード,122.財産
表示コード,123.財産連番,124.起案日,125.郵便番号,126.配当連番,127.配当金額,128.配当順位,129.配当額
１２．執行停止情報
1.リンク番号,2.代表者名,3.住基登録区分,4.住所,5.住所コード,6.処理拠点コード,7.勤務先名,8.取消事由,9.名称,10.名称カナ,11.執行停止
理由,12.執行停止要件コード,13.執行停止解除理由,14.執行停止連番,15.文書番号,16.文書番号年,17.方書,18.更新ユーザID,19.更新日
時,20.更新画面ID,21.更新端末名,22.決裁日,23.法人登記有無,24.照会先自治体コード,25.生年月日,26.解除日,27.起案日,28.転出先住基
有無,29.転出先住所,30.転出先方書,31.転出先除票日,32.転出先除票理由コード,33.郵便番号,34.除票日,35.除票理由コード,36.電話番号
１３．猶予情報
1.リンク番号,2.住所,3.保証人リンク番号,4.処理拠点コード,5.原因日,6.取消理由,7.受付日,8.受付番号,9.受理日,10.名称,11.名称カナ,12.手
入力フラグ,13.担保提供コード,14.担保提供内容,15.担保種類コード,16.文書番号,17.文書番号年,18.文章番号年,19.方書,20.更新ユーザ
ID,21.更新日時,22.更新画面ID,23.更新端末名,24.決裁日,25.法務局番号,26.猶予事由,27.猶予種類コード,28.猶予連番,29.申請日,30.終
了日,31.解除理由,32.許可区分,33.財産連番,34.起案日,35.郵便番号,36.開始日,37.電話番号
１４．承継情報
1.リンク番号,2.住所,3.備考,4.処理拠点コード,5.前年所得額,6.名称,7.変更前納付義務承継額,8.承継リンク番号,9.承継内訳連番,10.承継
種類コード,11.承継連番,12.承継額,13.指定納期限,14.文書番号,15.文書番号年,16.更新ユーザID,17.更新日時,18.更新画面ID,19.更新端
末名,20.根拠規定,21.決裁日,22.滞納状況,23.理由,24.相続分子,25.相続分母,26.相続財産評価額,27.相続開始日,28.納付場所,29.納付責
任額,30.続柄コード,31.職種,32.評価額,33.財産調査状況,34.責任限度,35.起案日,36.郵便番号
１５．個人市民税・県民税賦課情報
1.ホスト通知書番号,2.リンク番号,3.分離所得課税標準額,4.市区町村民税均等割額,5.市区町村民税所得割額,6.年金特徴期別税額１,7.
年金特徴期別税額２,8.年金特徴期別税額３,9.年金特徴期別税額４,10.年金特徴期別税額５,11.年金特徴期別税額６,12.所得控除コー
ド,13.所得控除区分,14.所得控除符号,15.所得控除超過フラグ,16.所得控除金額,17.所得額合計,18.所得額合計符号,19.控除額合計,20.
普徴期別税額１,21.普徴期別税額１０,22.普徴期別税額１１,23.普徴期別税額１２,24.普徴期別税額１３,25.普徴期別税額２,26.普徴期別税
額３,27.普徴期別税額４,28.普徴期別税額５,29.普徴期別税額６,30.普徴期別税額７,31.普徴期別税額８,32.普徴期別税額９,33.更新ユー
ザID,34.更新日時,35.更新画面ID,36.更新端末名,37.更正事由,38.更正日,39.特徴義務者リンク番号,40.特普区分,41.申告区分,42.相当年
度,43.給与特徴期別税額１,44.給与特徴期別税額１０,45.給与特徴期別税額１１,46.給与特徴期別税額１２,47.給与特徴期別税額２,48.給
与特徴期別税額３,49.給与特徴期別税額４,50.給与特徴期別税額５,51.給与特徴期別税額６,52.給与特徴期別税額７,53.給与特徴期別
税額８,54.給与特徴期別税額９,55.総所得課税標準額,56.詳細連番,57.課税資料番号,58.課税資料種類コード,59.賦課年度,60.通知書番
号,61.都道府県民税均等割額,62.都道府県民税所得割額,63.青色申告区分

65



その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

リスク３： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク

入手の際の本人確認の措置
の内容

滞納情報ファイルについては、課税情報ファイルに登録されている課税情報及び収納情報から作成され
るものであり、本項はその元となる先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル、収納情報ファイル）
における、「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入
手」－「リスク３」の該当項目に記載されている措置が講じられた情報を使用している。
また、代理人から入手する場合においても代理人の身分を明確にさせるほか、委任状などで委任行為
の確認を行い、その他本人と同等の確認を行う。

個人番号の真正性確認の措
置の内容

先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル、収納情報ファイル）における、「Ⅲ 特定個人情報ファ
イルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入手」－「リスク３」の該当項目に記
載されている措置が講じられている。

特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル、収納情報ファイル）における、「Ⅲ 特定個人情報ファ
イルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入手」－「リスク３」の該当項目に記
載されている措置が講じられている。また、住民への催告書等により、住民から誤り等の指摘があった
場合は、調査を行い誤りが確認できれば、修正を行っている。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

リスク２： 不適切な方法で入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

滞納情報ファイルについては、課税情報ファイルに登録されている課税情報及び収納情報から作成され
るものであり、本項はその元となる、先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル、収納情報ファイ
ル）における、「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報
の入手」－「リスク２」の該当項目に記載されている措置が講じられた情報を使用している。
他市区町村からの照会文書による入手については、他市区町村の滞納担当者が記載して本市に提出
するものであり、それ以外には入手しない。

必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル、収納情報ファイル）における、「Ⅲ 特定個人情報ファ
イルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入手」－「リスク１」の該当項目に記
載されている措置が講じられた情報を使用している。
他市区町村からの照会文書による入手については、こちらから送信した照会文書への返信であるため、
滞納事務に関係のない情報は入手できない。
システム全体としては滞納事務に必要のない項目は入力できないよう制限し、必要な情報以外を入手す
ることを防止している。

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

１．特定個人情報ファイル名

３．滞納情報ファイル

２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

リスク１： 目的外の入手が行われるリスク

対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

滞納情報ファイルについては、課税情報ファイルに登録されている課税情報及び収納情報から作成され
るものであり、本項はその元となる、先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル、収納情報ファイ
ル）における、「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報
の入手」－「リスク１」の該当項目に記載されている措置が講じられた情報を使用している。
他市区町村からの照会文書による入手については、他市区町村の滞納担当者が記載して提出するもの
であり、記載内容は該当滞納者のみの情報を記載する様式となっている。
その他（窓口応対、電話応対、窓口申請書など）での入手については、対象者以外の情報を入手しない
よう職員に対する教育を徹底する。個人番号カード又は通知カード、身分証明書の提示や聞取りにより
本人確認を行い、対象者であることを確認する。

2） 十分である
3） 課題が残されている
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2） 十分である
3） 課題が残されている

特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

リスク４： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容

滞納情報ファイルについては、課税情報ファイルに登録されている課税情報及び収納情報から作成され
るものであり、その元となる先述の特定個人情報ファイル（課税情報ファイル、収納情報ファイル）におけ
る、「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策」－「２．特定個人情報の入手」－
「リスク４」の該当項目に記載されている措置が講じられた情報を使用している。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている
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リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

その他の措置の内容 -

2） 行っていない

具体的な管理方法
・滞納システムへのユーザIDごとのアクセス権限については、情報システム部門の長が指定したシステ
ム管理担当者が管理を行っており、職員の異動を把握し定期的な見直しを行い、不要となったIDや権限
を変更又は消去している。

特定個人情報の使用の記録 [ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している

アクセス権限の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている

2) 記録を残していない

具体的な方法

・滞納システムでは、操作者による認証から認証解除を行うまでの間、操作履歴の記録を行っている（操
作者がどの個人に対して照会・異動を行ったかを記録している。）。
・アクセス記録は５年間ハードディスクに保存する。
・自動実行等による処理についても、同様に操作履歴の記録を行っている。

アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

具体的な管理方法

・滞納システムへのユーザIDごとのアクセス権限の登録／変更の際は、滞納システムへアクセスできる
端末の開放の許可を納税課長に得た上で、情報システム部門の長が指定したシステム管理担当者が
変更を行っている。その他の者は、アクセス権限の登録／変更を行うためのアクセス権限が与えられて
いない。
・人事異動の場合等、権限が不要となった場合は、情報システム部門が、不要となったＩＤや権限を変更
又は消去している。

リスク２： 権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

ユーザ認証の管理 [ 行っている ] ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

具体的な管理方法

＜システムを利用する端末への措置＞
端末へのログオンはＩＣカード及びＰＩＮコード（パスワード）によるため、使用を許可をされている者以外
はログオンすることができない。ＰＩＮコードは５回間違えることにより使用不可となり、情報システム部門
で解除の手続きをしない限り利用することができなくなる。

＜滞納システムにおける措置＞
システムへのログオンは庁内ポータル（認証基盤）を介して行う。庁内ポータルのシングルサインオン機
能を利用することにより、ユーザＩＤ及びパスワードは利用者及び外部の者が知ることがないため、不正
にログオンすることはできない。また、不正な端末からの接続については、システム及びファイアウォー
ルによる制限を行うことにより、利用ができないよう措置している。

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

３．特定個人情報の使用

リスク１： 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

宛名システム等における措置
の内容

・宛名管理システムにおいては、番号利用事務以外で個人番号が取得されることのないように、番号利
用事務（システム）以外で個人番号での検索を行うことはできない。また、番号利用事務（システム）以外
では個人番号は画面表示されない。

事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・番号利用業務以外の部門（条例に規定されていない業務も含む）が滞納システムに対して不要なアク
セスができないよう、適切なアクセス制御対策を実施している。
・滞納システムにおいては、システム操作に関する操作履歴の記録を適切な方法で実施している。
滞納システムが稼働するネットワークについては、以下により適切に管理された状態で稼働している。
・庁内ネットワークは、ファイアウォール及びネットワーク環境の分離等による適切なアクセス制御を行っ
ている。
・データセンター内及びデータセンター・保守拠点間のネットワークは、委託事業者側の基準に基づき適
切に管理されている。
・ＬＧＷＡＮについては、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）の基準に基づき適切に管理されてい
る。
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

リスク４： 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

リスクに対する措置の内容

・クラウドサービス上でシステムを利用しているため、システムを介する以外に特定個人情報ファイルへ
の直接アクセスはできず、委託事業者以外に複製することは不可能である。
・サーバ内の特定個人情報ファイルへのアクセスに関する取扱い制限については、委託事業者の規定
により適切に管理されている。
・EUCデータには個人番号を含めないことで、端末に特定個人情報ファイルが作成されないようにしてい
る。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

リスク３： 従業者が事務外で使用するリスク

リスクに対する措置の内容

・他市区町村や行政機関において住民等の情報を業務外の目的で閲覧したり、漏えい事故を起こした
ケースについての新聞記事等を職場で共有し、注意喚起している。
・個人や他市区町村、関係機関からの問合せに対する対応方法について、年度当初に注意喚起してい
る。
・システム上、操作履歴情報を取得していることを周知し、業務外利用を抑止している。
・新規任用者に個人情報の取扱いについての研修を実施し、業務外利用の禁止を徹底している。
・滞納システムにおいては、当該職員の権限に応じて処理可能なメニューのみを表示することで、業務
に不必要な処理を行えない仕組みとしている。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている
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具体的な方法 -

再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

＜選択肢＞

[ 再委託していない ] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 定めていない

規定の内容

・委託業務を遂行する目的以外に使用しないこと
・特定個人情報の閲覧者、更新者を制限すること
・特定個人情報を第三者に提供してはならないこと
・利用するユーザIDを、権限のない第三者に利用されないよう、パスワード等を適切に管理すること
・個人情報の管理状況について随時に委託先の実地調査を行い、又は必要な報告を求めることができ
ること

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

委託契約の中で得た特定個人情報については、業務が完了した時、又は本市による指示があった場合
は速やかに返還・廃棄することとしている。

委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

＜選択肢＞

[ 定めている ] 1） 定めている

具体的な方法
委託側において利用するユーザIDについては、操作職員ごとにIDを管理し、職員と同等のログ監視を
行っており、利用履歴の参照も職員と同等の確認を行うことができる。

特定個人情報の提供ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞

特定個人情報の消去ルール [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

1） 定めている 2） 定めていない

委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託契約書において、受注者が取得した特定個人情報を第三者に提供することを原則禁止している。た
だし、契約履行のため合理的に必要な範囲内で、事前に本市の承諾を得た場合のみ再委託を行うこと
ができる。その場合は、個人情報取扱特記事項（マイナンバー編）に定めのある、受注者の安全管理措
置と同等の措置が再委託先においても講じてあることを示した文書を本市へ提出することとしている。
ルール遵守の確認については、個人情報の管理状況について随時に委託先の実地調査を行い、又は
必要な報告を求めることができるよう定めている。

委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

滞納システムを利用した業務については、主管課に設置された専用の業務用端末を使用して作業を実
施しており、当該端末から行うことができる処理は特定個人情報の照会・更新である。

具体的な制限方法 各種権限の設定については、必要に応じて委託側ユーザ用のIDを発効している。

特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
委託契約終了後の不正な使用等のリスク
再委託に関するリスク

情報保護管理体制の確認

外部委託業者の選定に際しては、主管課の長が業者に対して、個人情報保護管理の体制が適切かどう
かを確認し、委託契約仕様に必要事項を規定することとしている。
情報保護管理体制に係る規程書
・個人情報取扱特記事項（マイナンバー編）
・岡崎市情報セキュリティポリシー遵守事項
・岡崎市個人情報保護条例
主な確認事項
・責任体制の変更の有無
・作業責任者及び従事者の変更の有無
・取扱区域の変更の有無
・研修の実施日及び内容
・従事者の変更又は増員時の秘密保持誓約書の提出の有無
・個人情報収集の範囲及び手段
・目的外利用及び第三者への提供の有無
・複写、又は複製状況・規定以外に本契約の利用に必要な措置内容
・物理的安全管理措置の遵守状況
・技術的安全管理措置の遵守状況
・再委託先に対して同様の遵守状況の確認、報告
・緊急時の連絡体制の確認

特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

[ 制限している ] ＜選択肢＞
1） 制限している 2） 制限していない

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 [ ] 委託しない
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特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

その他の措置の内容
定期報告事項（事務処理中に発生した事故の原因と今後の対策等）については、フォローアップを行っ
ていく。
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

3） 課題が残されている

リスク３： 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

リスクに対する措置の内容

庁内連携システムに接続して情報を格納できるのは提供元システムに限られるため、誤った情報が格
納されるリスクが軽減されている。
また、利用を許可されたシステムのみが庁内連携システムに接続することができ、必要な情報のみを取
得する仕組みを構築しているため、誤った相手に情報の提供・移転が行われることはない。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

リスク２： 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

・本市の情報システム部門又は事務担当部署において、特定個人情報を取扱う者に対する情報セキュ
リティ及び個人情報保護に関する教育及び研修を実施している。
・提供・移転は原則庁内連携システムを介して行っており、各システム間において情報連携が直接行わ
れることがないため、不適切な方法による提供・移転が防がれている。
・庁内連携システムのアクセス制限やログ管理については、岡崎市データ連携基盤連携機能利用ガイド
ラインに定められており、適切に利用されている。

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・同一機関内における特定個人情報の移転は個人情報保護条例の理念に則り、具体的な手続きは岡
崎市基幹系システム等運用要綱によって定めている。
・移転にあっては、移転先の各担当課から所管課へデータ利用承認申請書の提出が必要であると定め
ている。提出された申請書の内容を検査した上で、申請書に記載のある目的以外に使用しないことを遵
守する前提で承認書を発行しているため、必要な情報のみが提供されている。

その他の措置の内容 -

具体的な方法
・提供及び移転する特定個人情報ファイルについては、提供データ作成時に作成日時、提供日時等の
実行処理結果が記録される仕組みとなっている。

特定個人情報の提供・移転
に関するルール

[ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

リスク１： 不正な提供・移転が行われるリスク

特定個人情報の提供・移転
の記録

[ 記録を残している ] ＜選択肢＞
1） 記録を残している 2） 記録を残していない

５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [ ] 提供・移転しない
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3） 課題が残されている

情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

リスク７： 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

リスク６： 不適切な方法で提供されるリスク

リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

リスク５： 不正な提供が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

リスク４： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

リスク３： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク

リスクに対する措置の内容

3） 課題が残されている

リスク２： 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

リスク１： 目的外の入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か
[ ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である

６．情報提供ネットワークシステムとの接続 [ ○ ] 接続しない（入手） [ ○ ] 接続しない（提供）
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リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

リスク２： 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

リスクに対する措置の内容

・滞納情報の変更があった場合、その情報を遅滞なく反映し、入手した情報が古いまま保管されないよう
対応することを職員に周知している。
・重大な変更が発生した場合は、情報が適切に反映されているかを関係する職員の中で確認するように
している。

具体的な保管方法 生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実施する。

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞
1） 発生あり

⑩死者の個人番号 [ 保管している ] ＜選択肢＞
1） 保管している 2） 保管していない

2） 発生なし

その内容 -

再発防止策の内容 -

⑧事故発生時手順の策定・
周知

[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

具体的な対策の内容

滞納システムはクラウド形態によるサービス提供を受けている。事業者の選定にあっては、セキュリ
ティ、情報の取扱いについて公的機関の認証を受けていることを条件としており、選定された事業者の
用意したデータセンターにてサービスが提供されている。ウィルス対策、不正アクセスの防止、外部媒体
の使用制限等については、サービス提供事業者の基準に基づき管理されている。

⑦バックアップ
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

具体的な対策の内容

滞納システムはクラウド形態によるサービス提供を受けている。事業者の選定にあっては、セキュリ
ティ、情報の取扱いについて公的機関の認証を受けていることを条件としており、選定された事業者の
用意したデータセンターにてサービスが提供されている。サーバの保管、記録媒体の管理はサービス提
供事業者の基準に基づき管理されている。

⑥技術的対策
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

⑤物理的対策
[ 十分に行っている ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

④安全管理体制・規程の職
員への周知

[ 十分に周知している ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している 2） 十分に周知している
3） 十分に周知していない

③安全管理規程
[ 十分に整備している ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

②安全管理体制
[ 十分に整備している ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない

７．特定個人情報の保管・消去

リスク１： 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

①NISC政府機関統一基準群
[ 政府機関ではない ] ＜選択肢＞

1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない 4） 政府機関ではない
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1） 特に力を入れている 2） 十分である
3） 課題が残されている

特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

手順の内容
保管期間を過ぎたデータについては、速やかに消去を行う。
照会文書等の紙媒体については、本市の判断において、紙媒体資料については、市で規定された保存
年限を過ぎたものを市職員立会いの下、溶解し情報を消去する。

その他の措置の内容 -

リスクへの対策は十分か
[ 十分である ] ＜選択肢＞

リスク３： 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

消去手順 [ 定めている ] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない
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具体的なチェック方法

具体的な内容

＜本市における措置＞
１、以下の観点により自己監査を年に１回実施する。
・評価書記載事項と運用実態のチェック
・個人情報保護に関する規定、体制整備
・個人情報保護に関する人的安全管理措置
・職員の役割責任の明確化、安全管理措置の周知・教育
・個人情報保護に関する技術的安全管理措置
２、監査の結果を踏まえ、体制や規定を改善していく。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。

Ⅳ その他のリスク対策 ※

１．監査

①自己点検
十分に行っている[ ＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバ・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシ
の高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用、監視を実現
する。

＜本市における措置＞
年に１回、担当部署内において実施する自己点検において、評価書の記載内容どおりの運用がなされ
ていることを確認する。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・運用規則等に基づき、中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に
自己点検を実施することとしている。

十分に行っている
従業者に対する教育・啓発

具体的な方法

＜本市における措置＞
・職員等（非常勤職員、派遣職員等を含む）に対して、個人情報保護に関する研修を行っている。
・委託業者に対しては、契約に個人情報の適切な取扱いに関する内容、秘密保持に関する内容を含め
る事を義務付けている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
・IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリティ教育資
材を作成し、中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、運用規則（接続運用
規程等）や情報セキュリティに関する教育を年次（年２回）及び随時（新規要員着任時）実施することとし
ている。

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
＜選択肢＞

3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

２．従業者に対する教育・啓発

②監査

[ ]

＜選択肢＞

３．その他のリスク対策
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①連絡先
444-8601
愛知県岡崎市十王町二丁目９番地 岡崎市財務部市民税課（0564-23-7223）、納税課（0564-23-6123）

②対応方法
・電話による問合せ又は岡崎市ホームページからの問合せを受付けている。
・問合せ内容については受付簿に記録を残している。

Ⅴ 開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

①請求先
444-8601
愛知県岡崎市十王町二丁目９番地 岡崎市財務部市民税課

②請求方法
岡崎市個人情報保護条例における開示・訂正・利用停止請求の各手続きに即した書類を提出してもら
う。

―特記事項

個人情報報告書

本市市政情報コーナーにて閲覧に供している。

③手数料等

⑤法令による特別の手続

２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

④個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイル名

公表場所

⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

―

1) 行っている 2) 行っていない
＜選択肢＞]

（手数料額、納付方法：

―

[

[

無料

行っている

2) 無料1) 有料
＜選択肢＞

）

]
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4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞

承認

４．個人情報保護委員会の承認 【行政機関等のみ】

①提出日

②個人情報保護委員会によ
る審査

③結果

Ⅵ 評価実施手続

①方法

-
③期間を短縮する特段の理
由

２．国民・住民等からの意見の聴取

②実施日・期間 令和２年７月６日～令和２年８月６日

パブリックコメント

１．基礎項目評価

①実施日 令和2年3月31日

②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

①実施日

②方法

④主な意見の内容
意見なし

-
⑤評価書への反映

令和２年８月24日

令和２年度第１回岡崎市情報公開・個人情報保護審査会

３．第三者点検
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

法改正に伴う略称の変更であ
り、重要な変更に当たらない。

平成29年2月15日

Ⅰ 基本情報
５．個人番号の利用 ※
法令上の根拠

１ 行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律
（平成25年５月31日法律第27号）（以下、「番号
法」という。）

（略）

１ 行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律
（平成25年５月31日法律第27号）（以下、「番号
利用法」という。）

（略）

事後

平成29年2月15日

Ⅰ 基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携 ※
②法令上の根拠

１ 番号法第19条第７号（特定個人情報の提供
の制限）、別表第２、及び行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律別表第２の主務省令で定める事務を
定める命令（平成27年12月12日内閣府・総務省
令第７号）（以下、「内閣府・総務省令」という。）
（番号法別表第２における情報提供の根拠）

（略）

・番号法別表第２第３欄（情報提供者）が「市町
村長」の項のうち、第４欄（特定個人情報）に「地
方税関係情報」が含まれる項の主務省令で定
めるものを定める条項
（第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第10条、第12条、第13条、第19条、第21
条、第22条、第23条、第25条、第28条、第31
条、第34条、第35条、第36条、第37条、第38
条、第40条、第43三条、第44条、第47条、第49
条、第50条、第51条、第54条、第55条、第58条
及び第59条）
（番号法別表第２における情報照会の根拠）

（略）

・番号法別表第２の27の項の主務省令で定める
ものを定める条項（第20条）

１ 番号利用法第19条第７号（特定個人情報の
提供の制限）、別表第２、及び行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律別表第２の主務省令で定める事
務を定める命令（平成27年12月12日内閣府・総
務省令第７号）（以下、「内閣府・総務省令」とい
う。）
（番号利用法別表第２における情報提供の根
拠）

（略）

・番号利用法別表第２第３欄（情報提供者）が
「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個人情報）
に「地方税関係情報」が含まれる項の主務省令
で定めるものを定める条項
（第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第８条、第10条、第12条、第13条、第19条、
第20条、第21条、第22条、第22条の２、第23
条、第25条、第26条の３、第28条、第31条、第
34条、第35条、第36条、第37条、第38条、第39
条、第40条、第43条、第43条の３、第44条、第
44条の２、第45条、第47条、第49条、第49条の
２、第50条、第51条、第53条、第54条、第55条、
第58条、第59条及び第59条の２）
（番号利用法別表第２における情報照会の根
拠）

（略）

・番号利用法別表第２の27の項の主務省令で
定めるものを定める条項（第20条）

事後

法改正に伴う略称の変更及び
主務省令改正に伴う条項の追
加であり、重要な変更に当た
らない。

平成29年2月15日

Ⅰ 基本情報
７．評価実施機関における担
当部署
②所属長

市民税課長 池野 肇、納税課長 青山 恭久
市民税課長 鍋田 志郎、納税課長 竹下 正
昭

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
３．特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示

地方税法第24条、地方税法294条、番号法第９
条、本市個人情報保護条例第12条

地方税法第24条、地方税法294条、番号利用法
第９条、本市個人情報保護条例第12条

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
３．特定個人情報の入手・使
用
⑨使用開始日

平成27年10月1日 平成28年1月1日 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日
Ⅰ 基本情報
（別添１）事務の内容

（追記）

⑳寄附金控除申告特例適用を希望する者から
申請書を受領する。
㉑受領した寄附金申告特例申請書について居
住地へ申告特例通知書を送付し、本市居住者
の申告特例通知書を受領する。

事後
評価書作成時点では運用方
法が未定であり事後となった。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
３．特定個人情報の入手・使
用
④入手に係る妥当性

地方税法第24条及び第294条に定められた納
税義務者について、番号法第９条に基づいて適
正かつ公平な課税事務を行う為に個人番号を
入手する。

地方税法第24条及び第294条に定められた納
税義務者について、番号利用法第９条に基づい
て適正かつ公平な課税事務を行う為に個人番
号を入手する。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先2
①法令上の根拠

番号法第19条第９号

（略）

番号利用法第19条第10号

（略）
事前

その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。事後で足りるものの
任意に事前に提出する。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先2
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第５条

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先1
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先2
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先3
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先4
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先5
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先6
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先6
②移転先における用途

（略）

老齢福祉年金提時届に関する事務

（略）

（略）

老齢福祉年金定時届に関する事務

（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先6
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

（略）

老齢福祉年金提時届に関する事務の実施関係
対象者

（略）

（略）

老齢福祉年金定時届に関する事務の実施関係
対象者

（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先7
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先8
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先9
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先10
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先11
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先11
②移転先における用途

（略）

母子寡婦福祉資金に関する事務

（略）

（略）

母子父子寡婦福祉資金に関する事務

（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先11
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

（略）

母子寡婦福祉資金に関する事務の実施関係対
象者

（略）

（略）

母子父子寡婦福祉資金に関する事務の実施関
係対象者

（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先12
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先13
①法令上の根拠

（略）

番号法第９条第２項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（１）課税対象者情報ファ
イル
３．特定個人情報の使用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われるリスク
事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

（略）

・庁内ネットワークは、ファイアウォール等による
適切なアクセス制御を行っている。

（略）

（略）

・庁内ネットワークは、ファイアウォール及びネッ
トワーク環境の分離等による適切なアクセス制
御を行っている。

（略）

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（１）課税対象者情報ファ
イル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネットワー
クシステムを通じた提供を除
く。）
リスク２：不適切な方法で提
供・移転が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

・本市の情報システム部門において、特定個人
情報を取扱う者に対する情報セキュリティ及び
個人情報保護に関する教育及び研修を実施す
る予定。

（略）

・本市の情報システム部門において、特定個人
情報を取扱う者に対する情報セキュリティ及び
個人情報保護に関する教育及び研修を実施し
ている。

（略）

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（２）課税資料ファイル
３．特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示

住民税の賦課に必要な各種情報については、
地方税法第317条の２等の条文、番号法の別表
第２の第27の項により明示されている。

住民税の賦課に必要な各種情報については、
地方税法第317条の２等の条文、番号利用法の
別表第２の第27の項により明示されている。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（２）課税資料ファイル
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法 ※

（略）

３ 申告書の登録
税務署、市町村窓口、e-Tax等で申告された
確定申告書を登録し、他の申告等との名寄せ
条件として氏名・生年月日に加えて個人番号を
利用する。

（略）

（略）

３ 申告書等の登録
税務署、市町村窓口、e-Tax等で提出された
申告書等を登録し、他の申告等との名寄せ条
件として氏名・生年月日に加えて個人番号を利
用する。

（略）

事後

使用方法を寄附金控除申告
特例通知書についても対応す
る記載としたため、事後となっ
た。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（２）課税資料ファイル
３．特定個人情報の入手・使
用
⑨使用開始日

平成27年10月1日 平成28年1月1日 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（２）課税資料ファイル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先1
①法令上の根拠

番号法第19条
番号法別表第２の第27の項

番号利用法第19条
番号利用法別表第２の第27の項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（２）課税資料ファイル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先2
①法令上の根拠

番号法第19条第８項 番号利用法第19条第９号 事前

その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。事後で足りるものの
任意に事前に提出する。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（２）課税資料ファイル
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
入手の際の本人確認の措置
の内容

・番号法第７条（通知カード）、第17条（個人番号
カード）により、申請受付の際は、窓口で個人番
号カード又は通知カードと他の証明書類の提示
を受けて、本人確認を行う。

（略）

・番号利用法第７条（通知カード）、第17条（個人
番号カード）により、申請受付の際は、窓口で個
人番号カード又は通知カードと他の証明書類の
提示を受けて、本人確認を行う。

（略）

事後
法改正に伴う略称の変更であ
り、重要な変更に当たらない。

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（２）課税資料ファイル
３．特定個人情報の使用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われるリスク
事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

（略）

・庁内ネットワークは、ファイアウォール等による
適切なアクセス制御を行っている。

（略）

（略）

・庁内ネットワークは、ファイアウォール及びネッ
トワーク環境の分離等による適切なアクセス制
御を行っている。

（略）

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（２）課税資料ファイル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネットワー
クシステムを通じた提供を除
く。）
リスク２：不適切な方法で提
供・移転が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

・本市の情報システム部門において、特定個人
情報を取扱う者に対する情報セキュリティ及び
個人情報保護に関する教育及び研修を実施す
る予定。

（略）

・本市の情報システム部門において、特定個人
情報を取扱う者に対する情報セキュリティ及び
個人情報保護に関する教育及び研修を実施し
ている。

（略）

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
３．特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示

（略）

・情報提供ネットワークシステムを通じて入手を
行うことは、番号法第19条の７にて明示されて
いる。

（略）

・情報提供ネットワークシステムを通じて入手を
行うことは、番号利用法第19条第７号にて明示
されている。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成27年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
３．特定個人情報の入手・使
用
⑨使用開始日

平成27年10月1日 平成28年1月1日 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項1
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[○]専用線 [ ]電子メール [ ]電子記録媒体
（フラッシュメモリを除く。） [ ]フラッシュメモリ
[ ]紙 [ ]その他 （ ）

[ ]専用線 [ ]電子メール [○]電子記録媒体
（フラッシュメモリを除く。） [○]フラッシュメモリ
[ ]紙 [ ]その他 （ ）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先1
①法令上の根拠

番号法第19条第９号

（略）

番号利用法第19条第10号

（略）
事前

その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。事後で足りるものの
任意に事前に提出する。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先1
①法令上の根拠

番号法第19条第９号
番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

番号利用法第19条第10号
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第５条

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先1
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先2
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先3
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先4
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先5
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先6
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先6
②移転先における用途

（略）

老齢福祉年金提時届に関する事務

（略）

（略）

老齢福祉年金定時届に関する事務

（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先6
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

（略）

老齢福祉年金提時届に関する事務の実施関係
対象者

（略）

（略）

老齢福祉年金定時届に関する事務の実施関係
対象者

（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先7
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先8
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先9
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先10
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先11
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先11
②移転先における用途

（略）

母子寡婦福祉資金に関する事務

（略）

（略）

母子父子寡婦福祉資金に関する事務

（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先13
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先11
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

（略）

母子寡婦福祉資金に関する事務の実施関係対
象者

（略）

（略）

母子父子寡婦福祉資金に関する事務の実施関
係対象者

（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先12
①法令上の根拠

（略）

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定

（略）

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（３）課税台帳情報ファイ
ル
３．特定個人情報の使用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われるリスク
事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

（略）

・庁内ネットワークは、ファイアウォール等による
適切なアクセス制御を行っている。

（略）

（略）

・庁内ネットワークは、ファイアウォール及びネッ
トワーク環境の分離等による適切なアクセス制
御を行っている。

（略）

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（３）課税台帳情報ファイ
ル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネットワー
クシステムを通じた提供を除
く。）
リスク２：不適切な方法で提
供・移転が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

・本市の情報システム部門において、特定個人
情報を取扱う者に対する情報セキュリティ及び
個人情報保護に関する教育及び研修を実施す
る予定。

（略）

・本市の情報システム部門において、特定個人
情報を取扱う者に対する情報セキュリティ及び
個人情報保護に関する教育及び研修を実施し
ている。

（略）

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（３）課税台帳情報ファイ
ル
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
リスクに対する措置の内容

（略）

・番号法に定められている事務以外での情報照
会は禁止されている旨、広く関係者内に周知し
ている。

（略）

つまり、番号法上認められた情報連携以外の照
会を拒否する機能を備えており、目的外提供や
セキュリティリスクに対応している。

（略）

（※２）番号法別表第２及び第19条第14号に基
づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供
者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化し
たもの。

（略）

（略）

・番号利用法に定められている事務以外での情
報照会は禁止されている旨、広く関係者内に周
知している。

（略）

つまり、番号利用法上認められた情報連携以外
の照会を拒否する機能を備えており、目的外提
供やセキュリティリスクに対応している。

（略）

（※２）番号利用法別表第２及び第19条第14号
に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報
提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリス
ト化したもの。

（略）

事後
法改正に伴う略称の変更であ
り、重要な変更に当たらない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（３）課税台帳情報ファイ
ル
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
リスクに対する措置の内容

（略）

（※２）番号法別表第２及び第19条第14号に基
づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供
者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化し
たもの。

（略）

（略）

（※２）番号利用法別表第２及び第19条第８号に
基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提
供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト
化したもの。

（略）

事前
法改正に伴う条項の変更であ
り、重要な変更に当たらない。

平成27年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（４）収納情報ファイル
３．特定個人情報の入手・使
用
⑨使用開始日

平成27年10月1日 平成28年1月1日 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（４）収納情報ファイル
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所 ※

・本市ではクラウドサービスを利用しているた
め、データの管理は、委託事業者の規定に基づ
き厳正に行われている。
・委託事業者選定時において、セキュリティ、情
報の取扱いについて公的機関の認証を受けて
いることを条件としており、また、契約時に認証
内容を確認している。
・委託事業者が行っている特定個人情報の管
理について、実地調査を行えることを契約条項
としている。

１ 本市における措置
・本市ではクラウドサービスを利用しているた
め、データの管理は、委託事業者の規定に基づ
き厳正に行われている。
・委託事業者選定時において、セキュリティ、情
報の取扱いについて公的機関の認証を受けて
いることを条件としており、また、契約時に認証
内容を確認している。
・委託事業者が行っている特定個人情報の管
理について、実地調査を行えることを契約条項
としている。

２ 中間サーバー・プラットフォームにおける措
置
・中間サーバー･プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理される。
・特定個人情報は、サーバー室に設置された中
間サーバーのデータベース内に保存され、バッ
クアップもデータベース上に保存される。

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（４）収納情報ファイル
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確
保
具体的な方法

再委託先についても、上記で挙げた委託先にお
ける特定個人情報の取扱いに係る内容を遵守
させることとしている。

・原則再委託は禁止している。
・例外的に再委託を許可する場合は、委託契約
書における特定個人情報取扱特記事項により、
再委託における取り決めを規定することで、委
託先が適切な取扱いを行うこととしている。再委
託先から委託先に提出した個人情報保護の誓
約書及び再委託先の従事者が再委託先に提出
した誓約書について、それぞれの写しを提出さ
せ、上記で挙げた委託先における特定個人情
報の取扱いに係る内容を遵守させることとして
いる。

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（４）収納情報ファイル
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの委託におけるその他のリ
スク及びそのリスクに対する
措置

－

外部委託業者の選定に際しては、主管課の長
が業者に対して、個人情報保護管理の体制が
適切かどうかを確認し、委託契約仕様に必要事
項を規定することとしている。主な確認項目は
以下のとおり。
１ 個人情報保護に関する規定
・岡崎市情報セキュリティポリシー遵守事項
・個人情報取扱特記事項及び特定個人情報取
扱特記事項
・岡崎市個人情報保護条例
２ 個人情報保護に関する人的安全管理措置
・従業者の役割責任の明確化
・従業員に対する安全管理措置の周知

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（４）収納情報ファイル
３．特定個人情報の使用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われるリスク
事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

（略）

・庁内ネットワークは、ファイアウォール等による
適切なアクセス制御を行っている。

（略）

（略）

・庁内ネットワークは、ファイアウォール及びネッ
トワーク環境の分離等による適切なアクセス制
御を行っている。

（略）

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（５）滞納情報ファイル
３．特定個人情報の使用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない情報と
の紐付けが行われるリスク
事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

（略）

・庁内ネットワークは、ファイアウォール等による
適切なアクセス制御を行っている。

（略）

（略）

・庁内ネットワークは、ファイアウォール及びネッ
トワーク環境の分離等による適切なアクセス制
御を行っている。

（略）

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。

平成29年2月15日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策（５）滞納情報ファイル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネットワー
クシステムを通じた提供を除
く。）
リスク２：不適切な方法で提
供・移転が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

・本市の情報システム部門において、特定個人
情報を取扱う者に対する情報セキュリティ及び
個人情報保護に関する教育及び研修を実施す
る予定。

（略）

・本市の情報システム部門において、特定個人
情報を取扱う者に対する情報セキュリティ及び
個人情報保護に関する教育及び研修を実施し
ている。

（略）

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（５）滞納情報ファイル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先1
①法令上の根拠

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例を改正予定

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要（５）滞納情報ファイル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先2
①法令上の根拠

番号法第9条第2項に基づく条例を定める予定
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例を改正予定

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年3月23日
Ⅰ基本情報‐7.評価実施期間
における担当部署‐①部署

税務部市民税課 財務部市民税課 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成29年2月15日

Ⅳ その他のリスク対策 ※
２．従業者に対する教育・啓発
従業者に対する教育・啓発
具体的な方法

＜本市における措置＞
・職員等（派遣職員、非常勤職員、臨時職員等
を含む）に対して、個人情報保護に関する研修
を行っていく。

（略）

＜本市における措置＞
・職員等（派遣職員、非常勤職員、臨時職員等
を含む）に対して、個人情報保護に関する研修
を行っている。

（略）

事後
リスクを明らかに軽減させる変
更であるため、重要な変更に
当たらない。

平成30年3月23日

Ⅰ基本情報‐2.特定個人情報
ファイルを取扱う事務において
使用するシステム‐システム5
②システムの機能

1～10 略

11 お知らせ機能
お知らせ情報提供対象者への情報送信依

頼に対し、情報提供ネットワークシステムに介し
てお知らせ情報の提供を行う機能
お知らせ情報提供対象者へ提供した情報

にたいする状況確認依頼に対し、情報提供ネッ
トワークシステムを介して回答結果の受領を行
う機能

12 自己情報提供機能
マイナポータルから受領した通知を情報提

供者に送信し、情報提供者が該当する個人に
係る特定個人情報の提供を行う機能

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年3月23日

Ⅰ基本情報-6情報提供ネット
ワークシステムによる情報連
携②法令上の根拠

（略）
・第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項
（１,２,３,４,６,８,
９,11,16,18,23,26,27,28,29,31,34,35,37,39,40,42,4
8,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,70,71,
74,80,84,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,108
,113,114,115,116,120の項）

・番号利用法別表第２第３欄（情報提供者）が
「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個人情報）
に「地方税関係情報」が含まれる項の主務省令
で定めるものを定める条項
（第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第10条、第12条、第13条、第19条、第20
条、第21条、第22条、第22条の２、第23条、第
25条、第26条の３、第28条、第31条、第34条、
第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第
40条、第43条、第43条の３、第44条、第44条の
２、第45条、第47条、第49条、第49条の２、第50
条、第51条、第53条、第54条、第55条、第58
条、第59条及び第59条の２）

（略）
・第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項
（１,２,３,４,６,８,
９,11,16,18,23,26,27,28,29,31,34,35,37,38,39,40,4
2,48,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,70,71,
74,80,84,85の
２,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,108,113,11
4,115,116,117（未施工）,120の項）
・番号利用法別表第２第３欄（情報提供者）が
「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個人情報）
に「地方税関係情報」が含まれる項の主務省令
で定めるものを定める条項
（第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第８条、第10条、第12条、第13条、第19条、
第20条、第21条、第22条、第22条の３、第22条
の４、第23条、第24条、第24条の２、第24条の
３、第25条、第26条の３、第28条、第31条、第31
条の２、第31条の３、第34条、第35条、第36条、
第37条、第38条、第39条、第40条、第43条、第
43条の３、第43条の４、第44条、第44条の２、第
45条、第47条、第49条、第49条の２、第50条、
第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第
59条、第59条の２及び第59条の３）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成30年3月23日 Ⅰ基本情報‐(別添1)‐備考⑥ (平成29年７月以降の想定) (平成29年10月以降） 事後

情報提供ネットワークシステム
の運用開始時期のみの変更
であるため、重要な変更に当
たらない。

平成30年3月23日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（２）課税資料ファイル-3特
定個人情報の入手-④入手に
係る妥当性

・地方税法第45条の２、第317条の２等に基づ
き、本人からの申告書及び給与支払報告書又
は公的年金等支払報告書より入手し賦課した
データに基づく。
・国税徴収法第141条に基づき、本人及び関係
各所から入手する。

・地方税法第20条の11、第45条の２、第317条
の２等に基づき、関係各所、本人からの申告書
及び給与支払報告書又は公的年金等支払報告
書より入手し賦課したデータに基づく。
・国税徴収法第141条に基づき、本人及び関係
各所から入手する。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年3月23日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（課税台帳情報ファイル）-3
特定個人情報の入手-④入手
に係る妥当性

・地方税法第45条の２、第317条の２等に基づ
き、本人からの申告書及び給与支払報告書又
は公的年金等支払報告書より入手し賦課した
データに基づく。
・国税徴収法第141条に基づき、本人及び関係
各所から入手する。

・地方税法第20条の11、第45条の２、第317条
の２等に基づき、関係各所、本人からの申告書
及び給与支払報告書又は公的年金等支払報告
書より入手し賦課したデータに基づく。
・国税徴収法第141条に基づき、本人及び関係
各所から入手する。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成30年3月23日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（課税台帳情報ファイル）-5.
特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）-提
供・移転の有無

提供を行っている（58件） 提供を行っている（60件） 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成30年3月23日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要(課税対象者情報ファイル・
課税台帳ファイル・滞納情報
ファイル)‐5.特定個人情報の
提供・移転‐移転先5

介護サービス室 介護保険課 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成30年3月23日

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策(課税対象者情報ファイル・
課税台帳情報ファイル・滞納
情報ファイル)‐5.特定個人情
報の提供・移転‐ルールの内
容及びルール遵守の確認方
法

岡崎市ホストコンピュータ等運用要綱 岡崎市基幹系システム等運用要綱 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成30年3月23日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要(課税対象者情報ファイル)‐
3.特定個人情報の入手・使用‐
①入手元

生活福祉課 地域福祉課 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成30年3月23日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要(課税対象者情報ファイル・
課税台帳情報ファイル)‐5.特
定個人情報の提供・移転‐移
転先2

生活福祉課 地域福祉課 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成30年3月23日

Ⅴ開示請求、問合せ‐1.特定
個人情報の開示・訂正・利用
停止請求‐①請求先

税務部市民税課 財務部市民税課 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成30年3月23日

Ⅴ開示請求、問合せ‐2.特定
個人情報ファイルの取扱いに
関する問合せ‐①連絡先

税務部市民税課 財務部市民税課 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成30年3月23日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要(滞納情報ファイル)‐3.特定
個人情報の入手・使用‐⑦使
用の主体：使用部署

介護サービス室 介護保険課 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成30年3月23日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要(5.滞納情報ファイル)‐5.特
定個人情報の提供・移転‐移
転先2

介護サービス課 介護保険課 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成30年3月23日
Ⅵ 評価実施手続 -2.国民・市
民からの意見の徴収

①方法 －
②実地日・実施期間 －

（略）
④主な意見の内容 －

①方法 パブリックコメント
②実地日・実施期間 平成27年５月20日～平成
27年６月22日
（略）
④主な意見の内容 意見なし

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成30年3月23日
Ⅵ 評価実施手続 -3第三者点
検

①実施日 －
②方法 －

③結果 -

①実施日 平成27年７月24日
②方法 平成27年度第２回岡崎市情報公開・個
人情報保護審査会
③結果 承認

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成31年4月1日

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム6
②システムの機能

１ 審査業務機能
(1) 税務担当者認証機能
審査システムの利用認証として、ユーザ

ID、暗証番号の入力を行う機能
(2) 受信結果照会機能
検索条件を基に申告データ一覧の表示等

を行う機能
(3) 申告書審査・照会機能
申告データの内容を表示し、必要に応じて

職権訂正等を行う機能
(4) 申告データ印刷機能
申告データ等を印刷する機能

(5) 利用者通知機能
申告に関する連絡、利用者に対する連絡

等のメッセージ送信、照会を行う機能
(6) 利用届出審査機能
利用届出データ等の内容を表示し、審査状

況等の更新を行う機能

納税者等が住民税の賦課に関する資料等の提
出を行うために、以下の機能を有する。

１ 受領機能
納税者等が地方税ポータルシステム（eLTAX）
に提出する住民税賦課に必要な資料(給与支払
報告書、公的年金支払報告書や各種申請・届
出等)を、LGWANを通じて受領する機能

２ 連携機能
審査システムと税務システム双方に連携する
機能
連携するデータは１で受領したデータや、特別
徴収税額通知データ、特定個人情報ファイル
（本人確認用）等

事後

業務に関する具体的な内容の
変更。重要な変更に該当しな
いため、事前の提出・公表が
義務付けられない。

平成31年4月1日

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム6
②システムの機能
（上記続き）

(7) 申請、届出データ審査、照会機能
申請、届出データの表示、更新、印刷等を

行う機能

２ 運用管理機能
(1) 税務担当者認証機能
審査システムの利用認証として、ユーザ

ID、暗証番号の入力を行う機能
(2) 受付システムからの受信機能
利用届出データ、申告データ等の受信を

行う機能
(3) ファイル入出力機能
税務システム連携用の各種ファイルの出

力及びXML等データのチェック、作成、送信を行
う機能
(4) 税務担当者管理
処理権限の登録、処理権限グループの設

定等を行う機能
(5) 団体回付データ受信、送信機能
団体回付データの送受信、確認及び審査

サーバーへの回付データ格納、削除、送信等結
果の確
認を行う機能

３ 送付機能
税務システムから連携したデータを特別徴収
義務者年金保険者、地方税電子化協議会に送
付する。

４ 税務担当者認証機能
審査システムの利用認証として、ユーザID、暗
証番号の入力、処理権限の登録等を行う機能

５ 受信結果照会機能
検索条件を基に申告データ一覧の表示等を行
う機能

６ 審査・照会機能
利用届出や住民税賦課に関する資料内容を
表示し、必要に応じて職権訂正等を行う機能

７ 印刷機能
各種提出されたデータ等を印刷する機能

８ 利用者通知機能
申告に関する連絡、利用者に対する連絡等の
メッセージ送信、照会を行う機能

事後

業務に関する具体的な内容の
変更。重要な変更に該当しな
いため、事前の提出・公表が
義務付けられない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成31年4月1日

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム6
③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム
[ ] 宛名システム等
[ ] 庁内連携システム
[ ] 既存住民基本台帳システム
[ ] 税務システム
[ ○ ] その他（媒体のみの連携のため、他シス
テムとの接続はなし。）

[ ] 情報提供ネットワークシステム
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム
[ ] 宛名システム等
[ ] 庁内連携システム
[ ] 既存住民基本台帳システム
[ ] 税務システム
[ ○ ] その他（地方税ポータルセンタ（eLTAX））

事後

業務に関する具体的な内容の
変更。重要な変更に該当しな
いため、事前の提出・公表が
義務付けられない。

平成31年4月1日

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム7
②システムの機能

国税連携データ（所得税確定申告書等デー
タ、法定調書データ、扶養是正情報等データ）を
国税庁と地方公共団体間で連携するために、
以下の機能を有する。

１ 国税連携データ配信機能
国税庁から送信された連携データを地方公共
団体の受信サーバーに配信し、地方公共団体
で国税連携データを国税連携データ照会機能
から利用できるようにする機能及び国税連携
データを国税庁連絡サーバーに送信する機能

２ 国税連携データ照会機能
『国税連携データ配信機能』によって国税庁か
ら地方公共団体へ送信された国税連携データ
を地方公共団体で検索、表示、印刷、ダウン
ロードを行う機能

３ 団体間回送機能
他の地方公共団体へ課税用資料等を電子
データとして送信する機能及び扶養是正情報等
データを国税庁連絡サーバーへ送信する機能

４ マスタ管理機能等
国税連携システムを利用する上で必要な団体
情報、利用者情報等の登録、更新を行う機能

国税連携データ（所得税申告書等データ、法
定調書データ、扶養是正情報データ等、住民登
録外課税通知、寄附金税額控除に係る申告特
例通知等）を国税庁や地方公共団体間で連携
するために、以下の機能を有する。

１ 国税連携データ受信機能
国税庁や他自治体から地方税ポータルセンタ
（eLTAX）に受付された連携データを、LGWANを
通じて国税連携システムにて受領する機能

２ 国税連携データ送信機能
国税庁や他自治体にLGWAN、地方税ポータ
ルセンタ（eLTAX）を通じて、連携データを送付
する機能

３ 国税連携データ照会機能
『国税連携データ配信機能』によって国税庁か
ら地方公共団体へ送信された国税連携データ
を地方公共団体で検索、表示、印刷、ダウン
ロードを行う機能

４ マスタ管理機能等
国税連携システムを利用する上で必要な団体
情報、利用者情報等の登録、更新を行う機能

事後

業務に関する具体的な内容の
変更。重要な変更に該当しな
いため、事前の提出・公表が
義務付けられない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成31年4月1日

Ⅰ 基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム6
③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム
[ ] 宛名システム等
[ ] 庁内連携システム
[ ] 既存住民基本台帳システム
[ ] 税務システム
[ ○ ] その他（媒体のみの連携のため、他シス
テムとの接続はなし。）

[ ] 情報提供ネットワークシステム
[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム
[ ] 宛名システム等
[ ] 庁内連携システム
[ ] 既存住民基本台帳システム
[ ] 税務システム
[ ○ ] その他（地方税ポータルセンタ（eLTAX））

事後

業務に関する具体的な内容の
変更。重要な変更に該当しな
いため、事前の提出・公表が
義務付けられない。

平成31年4月1日

Ⅰ 基本情報
５．個人番号の利用
法令上の根拠

１ 行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律
（平成25年５月31日法律第27号）（以下、「番号
利用法」という。）
・第９条（利用範囲）
・別表第１第16号
２ 行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第１の主
務省令で定める事務を定める命令
（平成26年９月10日内閣府・総務省令第５号）
・第16条

１ 行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25年法
律第27号。以下「番号利用法」という。）第９条第
１項 別表第１の16の項

２ 行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第１の主
務省令で定める事務を定める命令(平成26年内
閣府・総務省令第５号）第16条

事後
誤字の修正。重要な変更に該
当しないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成31年4月1日

Ⅰ 基本情報
５．個人番号の利用
法令上の根拠

１ 番号利用法第19条第７号（特定個人情報の
提供の制限）、別表第２、及び行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律別表第２の主務省令で定める事
務を定める命令（平成27年12月12日内閣府・総
務省令第７号）（以下、「内閣府・総務省令」とい
う。）
（番号利用法別表第２における情報提供の根
拠）
・第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項
（１,２,３,４,６,８,９,11,16,18,23,26,27,28,
29,31,34,35,37,38,39,40,42,48,54,57,
58,59,61,62,63,64,65,66,67,70,71,74,
80,84,85の２,87,91,92,94,97,101,102,
103,106,107,108,113,114,115,116,
117（未施工）,120の項）
（内閣府・総務省令における情報提供の根拠）
・番号利用法別表第２第３欄（情報提供者）が
「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個人情報）
に「地方税関係情報」が含まれる項の主務省令
で定めるものを定める条項
（略）
（番号利用法別表第２における情報照会の根
拠）
・第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第２欄（事務の名称）に地方税法が含まれる
項
（略）
（内閣府・総務省令における情報照会の根拠）
・番号利用法別表第２の27の項の主務省令で
定めるものを定める条項
（略）

１ 番号利用法第19条第７号、第８号（特定個人
情報の提供の制限）、別表第２、及び行政手続
における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律別表第２の主務省令で定
める事務を定める命令（平成27年12月12日内
閣府・総務省令第７号）（以下、「内閣府・総務省
令」という。）
（番号利用法別表第２における情報提供の根
拠）
・第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項
（１,２,３,４,６,８,９,11,16,18,23,26,27,28,
29,31,34,35,37,38,39,40,42,48,54,57,
58,59,61,62,63,64,65,66,67,70,71,74,
80,84,85の２,87,91,92,94,97,101,102,
103,106,107,108,113,114,115,116,119の項）
（内閣府・総務省令における情報提供の根拠）
・番号利用法別表第２第３欄（情報提供者）が
「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個人情報）
に「地方税関係情報」が含まれる項の主務省令
で定めるものを定める条項
（略）
（番号利用法別表第２における情報照会の根
拠）
・第１欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第２欄（事務の名称）に地方税法が含まれる
項
（略）
（内閣府・総務省令における情報照会の根拠）
・番号利用法別表第２の27の項の主務省令で
定めるものを定める条項
（略）

事後

法律の項の修正。重要な変更
に該当しないため、事前の提
出・公表が義務付けられな
い。

平成31年4月1日

Ⅰ 基本情報
７．評価実施機関における担
当部署
②所属長

市民税課長 鍋田 志郎、納税課長 竹下 正昭 市民税課長、納税課長 事後

様式の変更によるもの。重要
な変更に該当しないため、事
前の提出・公表が義務付けら
れない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

法改正による変更。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い。

平成31年4月1日

課税対象者情報ファイル（確定申告支援／国税
連携システム以外）
相当年度、宛名番号、
（略）
郵便番号、カナ住所

課税対象者情報ファイル（確定申告支援／国税
連携システム以外）
相当年度、宛名番号、
（略）
郵便番号、カナ住所、ワンストップ無効通知の
発送状況、ワンストップ無効通知の発送年月日

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
１．課税対象者情報ファイル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先1
⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム
[ ] 電子メール
[ ] フラッシュメモリ
[ ] 専用線
[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
[ ○ ] 紙
[ ] その他 （ ）

[ ] 情報提供ネットワークシステム
[ ] 電子メール
[ ] フラッシュメモリ
[ ] 専用線
[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
[ ○ ] 紙
[ ○ ] その他 （ ＬＧＷＡＮ ）

事後

業務に関する具体的な内容の
変更。重要な変更に該当しな
いため、事前の提出・公表が
義務付けられない。

事後

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
１．課税対象者情報ファイル
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

平成31年4月1日
Ⅰ 基本情報
（別添）事務内容

事務フロー図（略）
①１月１日に住所を有する者を対象に課税対象
者情報を作成する。（地方税法第294条、第295
条、第318条） １月１日に住所を有しない者の
うち、本市に事務所・事業所・家屋敷がある者に
ついて、課税対象者情報を作成する。 本市に
住民票はないが、居住実態のある者について、
課税対象者情報を作成する。
②（略）
③納税者が税務署に提出した確定申告書を、
国税庁システム、地方税電子化協議会を介し、
受領する。（地方税法第317条の３ 等）
④特別徴収事業者から給与支払報告書及び公
的年金等支払報告書（電子データ含む）を受領
する。（地方税法第317条の６ 等）
⑤確定申告書、住民税申告書、給与支払報告
書、公的年金等支払報告書を受領し、１月１日
以前に転出した者又は1月２日以降に転入した
者について、転出先又は転入元市区町村に当
該資料を送付する。
⑥他市区町村在住の配偶者及び被扶養者につ
いて、情報提供ネットワークシステムを利用して
他市区町村に扶養実態等を照会し、扶養要件
等を満たしているか確認する。
⑦～㉑ （略）

事務フロー図（略）
①課税対象者情報の作成（地方税法第294条、
第295条、第318条）
１月１日に本市に住民票を有する者、１月１日
に本市に住民票を有しない者のうち、本市に事
務所・事業所・家屋敷がある者、 本市に住民票
はないが、居住実態のある者について作成
②（略）
③納税者等から所得税申告書、住民税申告
書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書、
年金に係る対象者情報を電子データ及び紙面
にて受領（地方税法第317条の３等）
④１月１日以前に転出した者又は1月２日以降
に転入した者について、転出先又は転入元市
区町村に当該資料を送付
⑤他市区町村在住の配偶者及び被扶養者につ
いて、情報提供ネットワークシステムを利用して
他市区町村に扶養実態等を照会し、扶養要件
等を確認
⑥税務署への扶養是正情報の送信
⑦～㉑ （略）
㉒住民登録外課税の通知（294条通知）
㉓提出された資料のデータ化依頼及び納品
㉔審査システムを経由して地方電子化協議会
に特定個人情報ファイル（本人確認用）の送信

事後

業務に関する具体的な内容の
変更。重要な変更に該当しな
いため、事前の提出・公表が
義務付けられない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成31年4月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
１．課税対象者情報ファイル
２．特定個人情報の入手 （情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有し
ていたかどうかについては、最新の住民情報を
管理している既存住民基本台帳システムから情
報の移転を受けており、対象外の住民に対する
課税が発生しないよう、賦課期日近辺の異動者
については随時、異動対象者のリストを出力し、
確認を行っている。
・賦課期日（１月１日）時点での課税対象者情報
に記録のない者からの申告情報に基づき課税
対象者情報を入手する場合は、本市で課税す
るかどうかを判断した上で、課税する場合は、
住民票上の住所地市区町村に対して通知する
等を行っており、目的の範囲を超えた入手が行
われない対策をとっている。（地方税法第294
条）
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手す
る場合は、住民基本台帳ネットワークシステム
の認証、監査、証跡機能により、特定の権限者
以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の
記録が保持される仕組みが確立されているた
め、目的外の入手を抑止している。
・その他、特定個人情報の取扱いに関しては、
本市情報セキュリティポリシー、税総合システム
情報セキュリティ実施手順に準ずる。

誤字の修正。重要な変更に該
当しないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

賦課住所地となる他市区町村で課税資料情報
の登録
税・社会保障における事務処理

事後

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先１
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
①法令上の根拠

番号利用法第19条
番号利用法別表第２の第27の項

番号利用法第19条７号
地方税法第294条第３項
地方税法附則第７条第５項及び第12項

事後

・賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有し
ていたかどうかについては、最新の住民情報を
管理している既存住民基本台帳システムから情
報の移転を受けており、対象外の住民に対する
課税が発生しないよう、賦課期日近辺の異動者
については随時、異動対象者のリストを出力し、
確認を行っている。
・賦課期日（１月１日）時点での課税対象者情報
に記録のない者からの申告情報に基づき課税
対象者情報を入手する場合は、本市で課税す
るかどうかを判断した上で、課税する場合は、
住民票上の住所地市区町村に対して通知する
等を行っており、目的の範囲を超えた入手が行
われない対策をとっている。（地方税法第294
条）
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手す
る場合は、住民基本台帳ネットワークシステム
の認証、監査、証跡機能により、特定の権限者
以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の
記録が保持される仕組みが確立されているた
め、目的外の入手を抑止している。
・その他、特定個人情報の取扱いに関しては、
本市情報セキュリティポリシー、情報セキュリ
ティ実施手順に準ずる。

事後

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先１
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
②提供先における用途

賦課住所地となる他市区町村で申告情報の登
録を行うため
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

課税資料（給与支払報告書等）を有する者のう
ち、他市区町村に課税資料回送すべき対象者
照会による提供対象者

事後

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先２
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

各機関からの照会対象となった者
・国税庁からの照会対象となった者
・個人住民税事務に基づき、管轄する税務署長
に通知すべき者

事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先２
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
①法令上の根拠

番号利用法第19条第９号
番号利用法第19条第９号
地方税法第317条

事後

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先１
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告資料（給与支払報告書、公的年金等支払
報告書等）を有する者のうち、他市区町村に課
税資料回送すべき対象者

根拠法令の追加。重要な変更
に該当しないため、事前の提
出・公表が義務付けられない

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先3
①法令上の根拠

―
番号法第19条第１号、地方税法第321条の７の
５第１項等

事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先3

―
厚生労働大臣（日本年金機構）
地方税法第三百二十一条の七の四に規定する
特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者

事後
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先3
③提供する情報

―
地方税法第321条の７の５第１項及び第321条
の７の８第３項に基づき、年金所得に係る特別
徴収税額、氏名等

事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先3
②提供先における用途

―
年金所得に係る個人住民税について、年金給
付の支払いをする際に特別徴収して市区町村
に納付する。

事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先3
⑦時期・頻度

―
特別徴収税額通知 年１回
年金特徴停止通知 年12回

事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先3
⑥提供方法

―

【】情報提供ネットワークシステム
【】専用線
【】電子メール
【】電子記録媒体（フラッシュメモリを除く）
【】フラッシュメモリ
【】紙
【〇】その他（LGWAN）

事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先3
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

―
老齢等年金給付の支払いを受けている年齢65
歳以上の納税義務者

事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先3
④提供する情報の対象となる
本人の数

― 1万人以上10万人未満 事後
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先4
②提供先における用途

―
給与所得に係る個人住民税について、給与の
支払いをする際に特別徴収して市区町村に納
付する。

事後

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先4
③提供する情報

―
地方税法第321条の４第１項に基づき、給与所
得に係る特別徴収税額、氏名等

事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先4
①法令上の根拠

― 番号法第19条第１号、地方税法第321条の４ 事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先4

―
給与支払者（行政機関・独立行政法人等、地方
公共団体・地方独立行政法人、民間事業者）

事後

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先4
④提供する情報の対象となる
本人の数

― 1万人以上10万人未満 事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先4
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

―
給与の支払いを受けている納税義務者のうち、
特別徴収の方法によって徴収する者

事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先4
⑥提供方法

―

【】情報提供ネットワークシステム
【】専用線
【】電子メール
【〇】電子記録媒体（フラッシュメモリを除く）
【】フラッシュメモリ
【】紙
【〇】その他（LGWAN）

事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
２．課税資料ファイル
提供先4
⑦時期・頻度

― 特別徴収税額通知 年12回 事後

具体的内容の追加。重要な変
更に該当しないため、事前の
提出・公表が義務付けられな
い

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
２．課税資料情報ファイル
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

課税資料ファイル（確定申告支援／国税連携シ
ステム以外）
課税年度、～（略）～、配偶者未成年区分、
（略）
課税資料ファイル（給報・年金）（確定申告支援
システム）
報告書ID、～（略）～、配偶者老人フラグ、（略）
課税資料ファイル（申告書本人情報、配偶者・
扶養者情報、専従者情報）（確定申告支援シス
テム）～
課税資料ファイル（配偶者・扶養者情報、専従
者情報）（国税連携システム）
（略）

課税資料ファイル（確定申告支援／国税連携シ
ステム以外）
課税年度、～（略）～、配偶者未成年区分、同
配適用区分、配偶者所得38万円以下区分、
（略）
課税資料ファイル（給報・年金）（確定申告支援
システム）
報告書ID、～（略）～、配偶者老人フラグ、、同
配適用区分、配偶者所得38万円以下区分、
（略）
課税資料ファイル（申告書本人情報、配偶者・
扶養者情報、専従者情報）（確定申告支援シス
テム）～
課税資料ファイル（配偶者・扶養者情報、専従
者情報）（国税連携システム）
（略）

事後

法改正による項目の追加。重
要な変更に該当しないため、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

110



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要
２．課税資料情報ファイル
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
（上記続き）

－

課税資料ファイル（住民登録外課税通知）（国税
連携システム）
文書番号、通知年月日、送信先市区町村長、発
出者、発信元市区町村、フリガナ、氏名、生年
月日、個人番号、課税年度、課税年１月
１日住所（都道府県、市区町村、番地）、課税年
1月１日住所市区町村コード、課税年1月１日住
基地住所（都道府県、市区町村、番地）、
課税年1月1日住基地住所市区町村コード、普
通徴収区分、特別徴収区分（給与）、特別徴収
区分（公的年金）、備考、部局課、担当者、
電話番号
課税資料ファイル（寄附金税額控除に係る申告
特例通知）（国税連携システム）
手続きID、修正回数、通知年月日、回送先団体
コード、回送先政令指定都市区コード、回送先
区・事務所コード、回送先市区町村、回送
元団体コード、回送元市区町村長または都道府
県知事、連絡先組織名、連絡先電話番号、年
分、住所、フリガナ、氏名、個人番号、性
別、生年月日、電話番号、合計寄附金額、備
考、団体間回送発行番号

事後

法改正による項目の追加。重
要な変更に該当しないため、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成31年4月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．課税資料情報ファイル
２．特定個人情報の入手 （情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有し
ていたかどうかについては、最新の住民情報を
管理している既存住民基本台帳システムから情
報の移転を受けており、対象外の住民に対する
課税が発生しないよう、賦課期日近辺の異動者
については随時、異動対象者のリストを出力し、
確認を行っている。
・賦課期日（１月１日）時点での課税対象者情報
に記録のない者からの申告情報に基づき課税
対象者情報を入手する場合は、本市で課税す
るかどうかを判断した上で、課税する場合は、
住民票上の住所地市区町村に対して通知する
等を行っており、目的の範囲を超えた入手が行
われない対策をとっている。（地方税法第294
条）
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手す
る場合は、住民基本台帳ネットワークシステム
の認証、監査、証跡機能により、特定の権限者
以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の
記録が保持される仕組みが確立されているた
め、目的外の入手を抑止している。
・その他、特定個人情報の取扱いに関しては、
本市情報セキュリティポリシー、税総合システム
情報セキュリティ実施手順に準ずる。

・賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有し
ていたかどうかについては、最新の住民情報を
管理している既存住民基本台帳システムから情
報の移転を受けており、対象外の住民に対する
課税が発生しないよう、賦課期日近辺の異動者
については随時、異動対象者のリストを出力し、
確認を行っている。
・賦課期日（１月１日）時点での課税対象者情報
に記録のない者からの申告情報に基づき課税
対象者情報を入手する場合は、本市で課税す
るかどうかを判断した上で、課税する場合は、
住民票上の住所地市区町村に対して通知する
等を行っており、目的の範囲を超えた入手が行
われない対策をとっている。（地方税法第294
条）
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手す
る場合は、住民基本台帳ネットワークシステム
の認証、監査、証跡機能により、特定の権限者
以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の
記録が保持される仕組みが確立されているた
め、目的外の入手を抑止している。
・その他、特定個人情報の取扱いに関しては、
本市情報セキュリティポリシー、情報セキュリ
ティ実施手順に準ずる。

事後
誤字の修正。重要な変更に該
当しないため、事前の提出・公
表が義務付けられない。

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
３．課税台帳ファイル
５．特定個人情報の入手・使
用
③入手の時期・頻度

○定期的に入手する事務
・毎年１月～７月
○個別的に対応する事務
・随時

○定期的に入手する事務
・毎年１月～７月
○個別的に対応する事務
・随時

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
３．課税台帳ファイル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

[○]提供を行っている（60）件
[○]移転を行っている（13）件
[ ]行っていない

[○]提供を行っている（58）件
[○]移転を行っている（13）件
[ ]行っていない

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

平成31年4月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１： 特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

発生なし 発生あり 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成31年4月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１： 特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
その内容

-

平成31年３月14日、水道修繕工事において個
人情報（使用者名・電話番号・装置場所情報
等、水道利用者約１４万７千件分のデータ）を記
録した情報タブレット端末を紛失。
タブレットは、ＩＤ・パスワードで管理しており、
ファイル形式は特殊な形式をしている。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成31年4月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
３．課税台帳ファイル
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先２
①法令上の根拠

別紙「情報提供ネットワークシステムを使用して
提供する場合の提供先一覧（別表第２より）」に
記載

番号利用法第19条第８号及び別紙「情報提供
ネットワークシステムを使用して提供する場合
の提供先一覧（別表第２より）」に記載

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

平成31年4月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１： 特定個人情報の漏
えい・滅失・毀損リスク
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか
再発防止策の内容

-
情報端末の持出し管理簿を作成し管理の徹底
をするとともに、職員に対し取扱い研修を直ちに
実施。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅰ 基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム システム１ ②シス
テムの機能

１ 当初課税準備
(1) ～ （4） 略
２ 当初課税
(1)～(2)
(3) 当初通知書作成機能
納税義務者宛の当初納税通知書を作成、

通知する。みなし課税通知（地方税法第294条
第３項）を当該他市区町村へ通知する。
(4) みなし課税通知情報登録機能
他市区町村から送付されたみなし課税通知

情報を登録する。

(5) 調定表（当初）出力機能
当初賦課処理結果を基にした調定表を出力

する。
３ 更正
(1)～(6) 略
(7) 調定表（更正）出力機能
４～６ 略

１ 課税準備
(1) ～ （4） 略
２ 課税
(1)～(2) 略
(3) 納税通知書作成機能
納税義務者宛の納税通知書を作成、通知

する。

(4) 地方税法第294条第３項に基づく通知情
報登録機能
他市区町村から送付された地方税法第294

条第３項に基づく通知情報を登録する。
地方税法第294条第３項に基づき課す場合

に当該他の市区町村へ通知する。
(5) 調定表出力機能
賦課処理結果を基にした調定表を出力する。
３ 更正
(1)～(6) 略
（7） 削除
４～６ 略

事後 文言の修正のため

令和2年10月1日

Ⅰ 基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

１ 賦課決定
～略～、確定申告書・～略～。

２ 賦課、徴収
略

３ 特定個人情報ファイル
(1)～(2) 略
(3) 個人住民税の賦課決定に際し、障害者控
除関係情報・生活保護に関する情報の確認（情
報提供ネットワークシステムの利用を想定）
(4) 他市区町村在住の配偶者・被扶養者情報
の確認（情報提供ネットワークシステムの利用
を想定）
(5) 課税標準額の算出、住民税額の決定、通
知書の送付（地方税法第313条等）
(6) 略
(7) 岡崎市市税条例に規定された業務及び
機関に対する課税関係情報の提供及び移転

１ 賦課決定
～略～、所得税申告書・～略～。

２ 賦課、徴収
略

３ 特定個人情報ファイル
(1)～(2) 略
(3) 個人住民税の賦課決定に際し、非課税要
件（障害者控除関係情報・生活保護に関する情
報等）の確認
(4) 他市区町村在住の配偶者・被扶養者情報
の確認

(5) 課税標準額の算出、住民税額の決定、通
知書の送付（地方税法第313条等）
(6) 略
(7) 法令等に規定された業務及び機関に対す
る課税関係情報の提供及び移転

事前
重要な変更のため。
事務の内容に変更はないが、
分かりやすい表現に変更した
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日
Ⅰ 基本情報
３．特定個人情報ファイル名

１ 課税対象者情報ファイル
２ 課税資料ファイル
３ 課税台帳情報ファイル
４ 収納情報ファイル
５ 滞納情報ファイル

１ 課税情報ファイル
２ 収納情報ファイル
３ 滞納情報ファイル

事後
データテーブルの認識に誤り
があり情報ファイルを整理した
ため。

令和2年10月1日

Ⅰ 基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携 ②法令
上の根拠

１ 略
（番号利用法別表第２における情報提供の根
拠）
・第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項
（１,２,３,４,６,８,
９,11,16,18,23,26,27,28,29,31,34,35,
37,38,39,40,42,48,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,6
7,
70,71,74,80,84,85の
２,87,91,92,94,97,101,102,103,
106,107,108,113,114,115,116,119の項）

（内閣府・総務省令における情報提供の根拠）
・番号利用法別表第２第３欄（情報提供者）が
「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個人情報）
に「地方税関係情報」が含まれる項の主務省令
で定めるものを定める条項
（第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第８条、第10条、第12条、第13条、第19条、
第20条、第21条、第22条、第22条の３、第22条
の４、第23条、第24条、第24条の２、第24条の
３、第25条、第26条の３、第28条、第31条、第31
条の２、第31条の３、第34条、第35条、第36条、
第37条、第38条、第39条、第40条、第43条、第
43条の３、第43条の４、第44条、第44条の２、第
45条、第47条、第49条、第49条の２、第50条、
第51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第
59条、第59条の２及び第59条の３）

（番号利用法別表第２における情報照会の根
拠）
略
（内閣府・総務省令における情報照会の根拠）
略

１ 略
（番号利用法別表第２における情報提供の根
拠）
・第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項
（１,２,３,４,６,８,
９,11,16,18,20,23,26,27,28,29,31,34,
35,37,38,39,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,63,64,6
5,
66,67,70,71,74,80,84,85の２,87,91,92,94,97,101,
102,103,106,107,108,113,114,115,116,117,120
の項）
（内閣府・総務省令における情報提供の根拠）
・番号利用法別表第２第３欄（情報提供者）が
「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個人情報）
に「地方税関係情報」が含まれる項の主務省令
で定めるものを定める条項
（第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第８条、第10条、第12条、第13条、第14条、
第16条、第19条、第20条、第22条、第22条の
３、第22条の４、第23条、第24条、第24条の２、
第24条の３、第25条、第26条の３、第27条、第
28条、第31条、第31条の２、第31条の３、第32
条、第33条、第34条、第35条、第36条、第37
条、第38条、第39条、第40条、第43条、第43条
の３、第43条の４、第44条、第44条の２、第45
条、第47条、第49条、第49条の２、第50条、第
51条、第53条、第54条、第55条、第58条、第59
条、第59条の２、第59条の２の２及び第59条の
３）
（番号利用法別表第２における情報照会の根
拠）
略
（内閣府・総務省令における情報照会の根拠）
略

事後 法令の改定によるもの

115



提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

略
①課税対象者情報の作成、賦課額計算（地方
税法第294条、第295条、第318条）
１月１日に本市に住民票を有する者、１月１日
に本市に住民票を有しない者のうち、本市に事
務所・事業所・家屋敷がある者、 本市に住民票
はないが、居住実態のある者について作成及
び税額の計算等
②～③ 略
④寄附金控除申告特例適用を希望する者から
の申請書の受領

⑤１月１日以前に転出した者又は1月２日以降
に転入した者について、転出先又は転入元市
区町村に当該資料を送付

⑥受領した寄附金申告特例申請書について居
住地へ申告特例通知書を送信、本市居住者の
申告特例通知書の受領
⑦提出された資料のデータ化依頼及び納品

⑧他市区町村在住の配偶者及び被扶養者につ
いて、情報提供ネットワークシステムを利用して
他市区町村に扶養実態等を照会し、扶養要件
等を確認
⑨印字封入封緘の依頼及び成果物の受領

⑩住民登録外課税の通知（294条通知）

事後 業務フロー見直しによるもの令和2年10月1日
Ⅰ 基本情報
別添１ 事務の内容

略
①課税対象者情報の作成（地方税法第294条、
第295条、第318条）
１月１日に本市に住民票を有する者、１月１日
に本市に住民票を有しない者のうち、本市に事
務所・事業所・家屋敷がある者、 本市に住民票
はないが、居住実態のある者について作成

②～③ 略
④１月１日以前に転出した者又は1月２日以降
に転入した者について、転出先又は転入元市
区町村に当該資料を送付
⑤他市区町村在住の配偶者及び被扶養者につ
いて、情報提供ネットワークシステムを利用して
他市区町村に扶養実態等を照会し、扶養要件
等を確認
⑥税務署への扶養是正情報の送信

⑦前年の所得から、個人住民税額の算定し（地
方税法第292条 等）、納税義務者には税額通
知書を、特別徴収事業者及び年金保険者に
は、 特別徴収税額通知を送付(信)
税額通知書（納付書）については、直接送付

もしくは、給与に係る特別徴収事業者経由とな
る。
⑧口座振替を希望する者から口座振替依頼書
の受領

⑨通知した個人住民税を普通徴収又は特別徴
収にて徴収（地方税法第319条 等）
⑩納付状況から、過誤納金に係る還付・充当通
知書の送付（地方税法第17条 等）
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日
Ⅰ 基本情報
別添１ 事務の内容

⑪振込先口座等が記載された還付金請求書
を、還付を受けようとするものからの受領。

⑫納期限を経過しても課税額が納付されない場
合、納税者への督促状送付（地方税法第329
条）
⑬督促後、課税額の納付がない者への催告書
送付
⑭他団体等への財産調査実施
⑮滞納処分を実施（地方税法第331条 等）ま
た、処分に伴う通知文書の送付
⑯他の業務及び機関に対して、課税情報の提
供・移転
⑰滞納者からの納税相談や徴収猶予申請受付
け

⑱愛知県へ課税状況調べや各種統計情報の報
告（地方税法第46条 等）
⑲略
⑳寄附金控除申告特例適用を希望する者から
の申請書の受領
㉑受領した寄附金申告特例申請書について居
住地へ申告特例通知書を送信、本市居住者の
申告特例通知書の受領
㉒住民登録外課税の通知（294条通知）
㉓提出された資料のデータ化依頼及び納品
㉔審査システムを経由して地方電子化協議会
に特定個人情報ファイル（本人確認用）の送信

⑪前年の所得から、個人住民税額の算定し（地
方税法第292条 等）、納税義務者には税額通
知書を、特別徴収事業者及び年金保険者に
は、 特別徴収税額通知を送付(信)
税額通知書（納付書）については、直接送付

もしくは、給与に係る特別徴収事業者経由とな
る。
⑫口座振替を希望する者から口座振替依頼書
の受領
⑬通知した個人住民税を普通徴収又は特別徴
収にて徴収（地方税法第319条 等）
⑭税務署への扶養是正情報の送信
⑮納付状況から、過誤納金に係る還付・充当通
知書の送付（地方税法第17条 等）
⑯振込先口座等が記載された還付金請求書
を、還付を受けようとするものからの受領。
⑰納期限を経過しても課税額が納付されない場
合、納税者への督促状送付（地方税法第329
条）、督促後、課税額の納付がない者への催告
書送付及び滞納処分を実施（地方税法第331条
等）また、処分に伴う通知文書の送付
⑱他団体等への財産調査実施

⑲略
⑳愛知県へ課税状況調べや各種統計情報の報
告（地方税法第46条 等）
㉑保管義務後のデータ等の破棄依頼

㉒個人住民税に関する情報の連携
㉓住民登録照会

事後 業務フロー見直しによるもの

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 １特定個人情報ファイル
名

１ 課税対象者情報ファイル １ 課税情報ファイル 事後
データテーブルの認識に誤り
があり情報ファイルを整理した
ため。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ２基本情報 ④記録さ
れる項目 主な記録項目

［］ 国税関係情報
［］健康・医療関係情報
［］医療保険関係情報
［］介護・高齢者福祉関係情報
［］雇用・労働関係情報
［］年金関係情報
［］学校・教育関係情報
［］災害関係情報

［〇］ 国税関係情報
［〇］健康・医療関係情報
［〇］医療保険関係情報
［〇］介護・高齢者福祉関係情報
［〇］雇用・労働関係情報
［〇］年金関係情報
［〇］学校・教育関係情報
［〇］災害関係情報

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ２基本情報 ③対象とな
る本人の範囲

賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有す
る個人又は本市に住所を有しない個人で、本市
に事業所又は家屋敷を有する者

賦課期日（１月１日）時点における以下の者
・本市に住民登録がある者及びその被扶養者
・本市に住民登録は無いが居住実態を有する
者及びその被扶養者
・本市に住民登録は無いが事業所又は家屋敷
を有する者

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり情報ファイルを整理し
た。

事後 文言の修正のため令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ２基本情報 ③対象とな
る本人の範囲 その必要性

個人住民税において適正かつ公平な課税を
行うために、地方税法第24条及び第45条の２、
地方税法第294条及び第317条の２、行政手続
における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律（以下、「番号整備法」とい
う。）第14条等に基づき申告情報を保有する。

個人住民税において適正かつ公平な課税を
行うために、地方税法第24条及び第45条の２、
地方税法第294条及び第317条の２、行政手続
における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律第14条等に基づき申告情
報を保有する。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ３特定個人情報の入
手・使用 ②入手方法

［］情報提供ネットワークシステム
［］その他（ ）

［〇］情報提供ネットワークシステム
［〇］その他（LGWAN ） 事後

データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ２基本情報 ④記録さ
れる項目 その妥当性

個人番号： 略。
その他識別情報（内部番号）： 略
４情報： 略

その他住民票関係情報： 略

地方税関係情報： 略

障がい者関係情報：障がい者控除の適用可否
のため保有する。
生活保護・社会福祉関係情報：生活保護非課
税判定のため保有する。

個人番号： 略。
その他識別情報（内部番号）： 略
４情報： 略
連絡先：申告内容の確認等による連絡手段の
ために保有する。
その他住民票関係情報： 略
国税関係情報：住民税賦課に必要な所得税情
報確認のため保有する。
地方税関係情報：略
健康・医療関係情報：非課税判定、所得控除確
認のため保有する。
医療保険関係情報：所得控除確認のため保有
する。
障害者福祉関係情報：非課税判定、所得控除
確認のため保有する。
生活保護・社会福祉関係情報：非課税判定、減
免判定のため保有する。
介護・高齢者福祉関係情報：非課税判定、所得
控除確認のため保有する。
雇用・労働関係情報：特別徴収事業者判定、減
免判定のため保有する。
年金関係情報：年金所得：情報を把握するため
保有する。
学校・教育関係情報：所得控除確認、減免判定
のため保有する。
災害関係情報：所得控除確認、減免判定のた
め保有する。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ３特定個人情報の入
手・使用 ①入手元

［〇］評価実施機関内の他部署（市民課、地域
福祉課、障がい福祉課、長寿課、健康増進課）

［〇］評価実施機関内の他部署（市民課、地域
福祉課、障がい福祉課、長寿課、健康増進課、
介護保険課、国保年金課、医療助成室）

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ３特定個人情報の入
手・使用 ⑤本人への明示

地方税法第24条、地方税法294条、番号利用法
第９条、本市個人情報保護条例第12条

個人住民税の課税資料（各種報告書や申告書
等）の提出に係る規定や、番号利用法の利用等
に係る規定により明示されている。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ３特定個人情報の入
手・使用 ⑧使用方法

課税対象者（納税義務者）の管理
以下の課税対象者（非課税者を含む。）情報

の登録（更新）を行う
・１月１日現在、本市に住所を有する者
・１月１日現在、事務所・家屋敷を持っている

個人で、本市に住所がない者
・本市に住所を有しないが、居住実態のある

者

１ 課税対象者（納税義務者）及び被扶養者の
管理
課税対象者（納税義務者）及び被扶養者情報
を登録する。
２ 課税資料の管理
各種支払報告書、申告書や届出書等から取
得した情報を登録し、課税対象者の情報に紐づ
ける
３ 税務調査
情報提供ネットワークシステムを通じて賦課に
必要な情報を入手する。
４ 賦課・更正
紐づけた課税資料から算出する結果に誤り
や、二重課税が無いか確認し、賦課・更正を行
う。
５ 通知
審査システムにて特別徴収税額通知データ
（正本）の電子的送付を行う。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ３特定個人情報の入
手・使用 ③入手の時期・頻度

○定期的に入手する事務
・毎年１月
○個別的に入手する事務
・居住の実態を調査し、課税対象者情報の登
録が必要と判断された場合。（随時）

【本人又は本人の代理人、民間事業者】
・課税資料（給与支払報告書、住民税申告書
等）の随時入
【評価実施機関内の他部署】
・異動発生時及び調査の随時入手
【行政機関・独立行政法人等】
・国税庁及び日本年金機構から配信される都度
（配信スケジュールに従って受領）
【地方公共団体より入手】
・課税調査時及び地方税法第294条第3項通知
の随時入手

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ３特定個人情報の入
手・使用 ④入手に係る妥当
性

地方税法第24条及び第294条に定められた納
税義務者について、番号利用法第９条に基づい
て適正かつ公平な課税事務を行う為に個人番
号を入手する。

個人住民税の適正な賦課のために、課税資
料（各種報告書や申告書等）や他団体が保有す
る課税に関する情報を地方税法や番号利用法
等の範囲内で入手する必要があるため。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項２
①委託内容

なし
審査システム及び国税連携システム（eLTAX）
の運用管理に関する委託

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項２
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人

なし 特定個人情報ファイルの一部 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ３特定個人情報の入
手・使用 ⑧使用方法 権利
利益に影響を与え得る決定

該当なし 所得や税額などの個人住民税賦課決定 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託の有無

1件 6件 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項２

なし
審査システム及び国税連携システム（eLTAX）
の運用管理

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ３特定個人情報の入
手・使用 ⑧使用方法 情報
の突合

個人を正確に特定するために個人番号を利用
して正確性を担保する。

内部識別番号、個人4情報や個人番号を用いて
突合を行っている。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項２
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

なし ［〇］その他（LGWAN） 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項２
⑤委託先名の確認方法

なし
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条
例第31号）上の開示請求に基づき、確認するこ
とができる。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項２
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人の範囲

なし

・本市に課税資料の提出をすべき者
・住民登録が無い者の内居住実態が本市にあ
る者
・地方税ポータルセンタを経由して特別徴収義
務者に税額を通知する者
・年金特徴対象者の情報

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要 ４特定個人情報ファイルの
取扱いの委託委託事項２②取
扱いを委託する特定個人情報
ファイルの範囲その妥当性

なし
システムを安定的に稼働させるため、専門知識
を有する民間事業者に委託している。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託委託事項２③
委託先における取扱者数

なし 10人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項２
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人の数

なし 10万人以上100万人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項３

なし 課税資料情報のデータエントリ業務 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項３
①委託内容

なし 課税情報のパンチ入力 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項２
⑦再委託の有無

なし 再委託する 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項２
⑧再委託の許諾方法

なし

以下の事項について、委託先から申請を受け、
許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制等
・再委託先は地方税共同機構に登録された
eLTAXサポート事業者であること。
・契約の履行における再委託先の行為について
は受任者が一切の責任を負うこと。
・機密保持及び個人情報保護に関しては、再委
託先にも契約と同様の守秘義務を課すこと。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項２
⑨再委託事項

なし
審査システム及び国税連携システム（eLTAX）
の運用管理

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項２
⑥委託先名

なし 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項３
③委託先における取扱者数

なし 10人以上50人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項３
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

なし ［〇］フラッシュメモリ 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項３
⑤委託先名の確認方法

なし
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条
例第31号）上の開示請求に基づき、確認するこ
とができる。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項３
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人の数

なし 10万人以上100万人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項３
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人の範囲

なし 課税資料が書面により提出された者 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項３
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 その妥
当性

なし

個人住民税システムにおいて税額計算等のシ
ステム処理を行うために各種申告書及び報告
書の情報を電子データに変換する必要があり、
短期間で大量の申告書を処理するために、専
門業者への委託が必要であるため。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項3
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人

なし 特定個人情報ファイルの一部 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項４
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人の範囲

なし 課税対象者及び被扶養者 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項４
①委託内容

なし 申告書受付及び賦課作業補助業務 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項４
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人

なし 特定個人情報ファイルの一部 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項４
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人の数

なし 10万人以上100万人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項３
⑥委託先名

なし 指名競争入札によって決める 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項３
⑦再委託の有無

なし 再委託しない 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項４

なし 個人住民税賦課に関する補助業務 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項４
⑦再委託の有無

なし 再委託しない 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項５

なし
個人住民税普通徴収納税通知書等印字プログ
ラム作成、帳票印刷及び封入封緘業務

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項５
①委託内容

なし 各種帳票作成、印字封入封緘、発送業務 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項４
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

なし
［〇］紙
［〇］その他（課税資料管理用端末及び申告会
場での処理・受付）

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項４
⑤委託先名の確認方法

なし
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条
例第31号）上の開示請求に基づき、確認するこ
とができる。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項４
⑥委託先名

なし 指名競争入札によって決める 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項４
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 その妥
当性

なし

公正公平な賦課と徴収を図る上で最小の経費
で最大の効果を上げるため、賦課事務の補助
業務の一部を委託し、業務の効率化を図ること
が必要である。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項４
③委託先における取扱者数

なし 10人以上50人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項５
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人

なし 特定個人情報ファイルの一部 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項５
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人の数

なし 10万人以上100万人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項５
⑤委託先名の確認方法

なし
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条
例第31号）上の開示請求に基づき、確認するこ
とができる。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項５
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

なし ［〇］フラッシュメモリ 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項５
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 その妥
当性

なし

作成する住民税の納税通知書等は、短期間に
大量の帳票類を印刷封入封緘し、多数の送付
先に指定の期日までに発送するため、庁内で対
応することは困難であり、専門業者への委託が
必要である。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項５
③委託先における取扱者数

なし 50人以上100人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項５
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人の範囲

なし
普通徴収または年金特別徴収に係る税額があ
る者

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項５
⑥委託先名

なし 指名競争入札によって決める 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項６
①委託内容

なし 各種帳票作成、印字封入封緘、発送業務 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項５
⑦再委託の有無

なし 再委託しない 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項６

なし
個人住民税特別徴収に係る決定通知書等印字
プログラム作成、帳票印刷及び封入封緘業務

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項６
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人の数

なし 10万人以上100万人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項６
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人

なし 特定個人情報ファイルの一部 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項６
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 対象とな
る本人の範囲

なし 給与からの特別徴収税額を有する者 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項６
③委託先における取扱者数

なし 50人以上100人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項６
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲 その妥
当性

なし

作成する住民税の特別徴収決定通知書等は、
短期間に大量の帳票類を印刷封入封緘し、多
数の送付先に指定の期日までに発送するた
め、庁内で対応することは困難であり、専門業
者への委託が必要である。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項６
⑥委託先名

なし 指名競争入札によって決める 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項６
⑤委託先名の確認方法

なし
岡崎市情報公開条例（平成11年12月21日 条
例第31号）上の開示請求に基づき、確認するこ
とができる。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項６
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

なし ［〇］フラッシュメモリ 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 委託事項６
⑦再委託の有無

なし 再委託しない 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先１ ②提供先にお
ける用途

二重課税とならないよう、賦課住所地を把握す
る

課税対象者を把握する 事後 文言の修正のため

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供・委託の有無

［〇］提供を行っている（２）件 ［〇］提供を行っている（63）件 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先３ ①法令上の根
拠

なし 地方税法第294条 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先３

なし 国税庁 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先３ ②提供先にお
ける用途

なし 国税に関する事務 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先３ ⑤提供する情
報の対象となる本人の範囲

なし 国税庁からの照会対象となった者 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先３ ④提供する情
報の対象となる本人の数

なし １万人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先３③提供する情報

なし 個人住民税関係情報 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４

なし 特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先３ ⑦時期・頻度

なし 随時 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先３ ⑥提供方法

［］紙
［］その他（）

［〇］紙
［〇］その他（LGWAN）

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ①法令上の根
拠

なし
番号法第19条第１号、地方税法第321条の７の
５第１項等

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ③提供する情
報

なし
地方税法第321条の７の５第１項及び第321条
の７の８第３項に基づき、年金所得に係る特別
徴収税額、氏名等

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ②提供先にお
ける用途

なし
年金所得に係る個人住民税について、年金給
付の支払いをする際に特別徴収して市区町村
に納付する。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ⑤提供する情
報の対象となる本人の範囲

なし
老齢等年金給付の支払いを受けている年齢65
歳以上の納税義務者

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ④提供する情
報の対象となる本人の数

なし １万人以上10万人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ⑥提供方法

［］その他（） ［〇］その他（LGWAN） 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ①法令上の根
拠

なし
番号法第19条第１号、地方税法第321条の７の
５第１項等

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４

なし 特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ⑦時期・頻度

なし
特別徴収税額通知 年１回
年金特徴停止通知 年12回

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ④提供する情
報の対象となる本人の数

なし １万人以上10万人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ③提供する情
報

なし
地方税法第321条の７の５第１項及び第321条
の７の８第３項に基づき、年金所得に係る特別
徴収税額、氏名等

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ②提供先にお
ける用途

なし
年金所得に係る個人住民税について、年金給
付の支払いをする際に特別徴収して市区町村
に納付する。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ⑤提供する情
報の対象となる本人の範囲

なし
老齢等年金給付の支払いを受けている年齢65
歳以上の納税義務者

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ⑦時期・頻度

なし
特別徴収税額通知 年１回
年金特徴停止通知 年12回

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先４ ⑥提供方法

［］その他（） ［〇］その他（LGWAN） 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先５ ①法令上の根
拠

なし 番号法第19条第１号、地方税法第321条の４ 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先５

なし
給与支払者（行政機関・独立行政法人等、地方
公共団体・地方独立行政法人、民間事業者）

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先５ ②提供先にお
ける用途

なし
給与所得に係る個人住民税について、給与の
支払いをする際に特別徴収して市区町村に納
付する。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先５ ⑤提供する情
報の対象となる本人の範囲

なし
給与の支払いを受けている納税義務者のうち、
特別徴収の方法によって徴収する者

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先５ ④提供する情
報の対象となる本人の数

なし １万人以上10万人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先５ ③提供する情
報

なし
地方税法第321条の４第１項に基づき、給与所
得に係る特別徴収税額、氏名等

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先６

なし

提供先６以降の詳細については、別紙１「情報
提供ネットワークシステムを使用して提供する
場合の提供先一覧（別表第２より）」を参照のこ
と

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先５ ⑦時期・頻度

なし 月次 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先５ ⑥提供方法

［］紙
［］その他（）

［〇］紙
［〇］その他（LGWAN）

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先６ ①法令上の根
拠

なし
番号利用法第19条第７号及び別紙１「情報提供
ネットワークシステムを使用して提供する場合
の提供先一覧（別表第２より）」に記載

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先６ ③提供する情
報

なし 個人住民税関係情報 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先６ ②提供先にお
ける用途

なし
別紙１「情報提供ネットワークシステムを使用し
て提供する場合の提供先一覧（別表第２より）」
に記載

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先６ ⑤提供する情
報の対象となる本人の範囲

なし
別紙１「情報提供ネットワークシステムを使用し
て提供する場合の提供先一覧（別表第２より）」
に記載

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先６ ④提供する情
報の対象となる本人の数

なし １0万人以上100万人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先６ ⑥提供方法

［］情報提供ネットワークシステム ［〇］情報提供ネットワークシステム 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 移転先１ ①法令上の根
拠

児童手当法第28条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

別紙２「移転先一覧」に記載 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 移転先１

人事課
移転先の詳細については、別紙２「移転先一
覧」を参照のこと

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先６ ⑦時期・頻度

なし
別紙１「情報提供ネットワークシステムを使用し
て提供する場合の提供先一覧（別表第２より）」
に記載

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 移転先１ ②移転先にお
ける用途

本市職員の児童手当受給に関する事務 別紙２「移転先一覧」に記載 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 移転先１ ④移転する情
報の対象となる本人の数

１万人未満 １0万人以上100万人未満 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く）移転先１ ③移転する情報

個人住民税関係情報 個人住民税関係情報 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 移転先１ ⑥移転方法

［〇］庁内連携システム ［〇］情報提供ネットワークシステム 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 移転先１ ⑤移転する情
報の対象となる本人の範囲

本市職員における児童手当の受給関係対象者 別紙２「移転先一覧」に記載 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要 ５特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く） 提供先６ ⑦時期・頻度

照会を受けたら都度 別紙２「移転先一覧」に記載 事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
１特定個人情報ファイル名

１課税対象者情報ファイル １課税情報ファイル 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ２特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く） リスク
１ 必要な情報以外を入手す
るための措置の内容

・移転を受ける情報は、課税対象者を管理する
のに必要な情報のみであり、システム上、課税
対象者情報として保有する項目を定めておくこ
とで、不要な情報の入手が行われない仕組み
が講じられている。
・課税資料に基づく課税対象者情報について
は、地方税法等により記載項目・様式が定めら
れており、不要な情報の入手が行われない仕
組みが講じられている。

・地方税法等により記載項目・様式が定められ
ており、不要な情報の入手が行われない仕組
みが講じられている。
・移転を受ける情報は、課税対象者を管理する
のに必要な情報のみであり、システム上、課税
対象者情報として保有する項目を定めておくこ
とで、不要な情報の入手が行われない仕組み
が講じられている。
・個人住民税システム上においても、賦課に必
要な情報のみ取込むことができる仕様となって
いる。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ２特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く） リスク
１ 対象者以外の情報の入手
を防止するための措置の内容

・賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有し
ていたかどうかについては、最新の住民情報を
管理している既存住民基本台帳システムから情
報の移転を受けており、対象外の住民に対する
課税が発生しないよう、賦課期日近辺の異動者
については随時、異動対象者のリストを出力し、
確認を行っている。
・賦課期日（１月１日）時点での課税対象者情報
に記録のない者からの申告情報に基づき課税
対象者情報を入手する場合は、本市で課税す
るかどうかを判断した上で、課税する場合は、
住民票上の住所地市区町村に対して通知する
等を行っており、目的の範囲を超えた入手が行
われない対策をとっている。（地方税法第294
条）
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手す
る場合は、住民基本台帳ネットワークシステム
の認証、監査、証跡機能により、特定の権限者
以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の
記録が保持される仕組みが確立されているた
め、目的外の入手を抑止している。
・その他、特定個人情報の取扱いに関しては、
本市情報セキュリティポリシー、情報セキュリ
ティ実施手順に準ずる。

・賦課期日（１月１日）時点で本市に住所を有し
ていたかどうかについては、最新の住民情報を
管理している既存住民基本台帳システムから情
報の移転を受けており、対象外の住民に対する
課税が発生しないよう、賦課期日近辺の異動者
については随時、異動対象者のリストを出力し、
確認を行っている。
・賦課期日（１月１日）時点での課税対象者情報
に記録のない者からの申告情報に基づき課税
対象者情報または申告情報を入手する場合
は、本市で課税するかどうかを判断した上で、
課税する場合は、住民票上の住所地市区町村
に対して通知する等を行っており、目的の範囲
を超えた入手が行われない対策をとっている。
（地方税法第294条）
・課税対象でない場合は、該当市区町村を調査
した上で、該当市区町村へ情報を伝達してい
る。
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手す
る場合は、住民基本台帳ネットワークシステム
の認証、監査、証跡機能により、特定の権限者
以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の
記録が保持される仕組みが確立されているた
め、目的外の入手を抑止している。
・その他、特定個人情報の取扱いに関しては、
本市情報セキュリティポリシー、情報セキュリ
ティ実施手順に準ずる。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ２特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く） リスク
２ リスクに対する措置の内容

・本市に住所を有する者の情報については、住
民基本台帳に関する事務で示されているとお
り、各届出受領の際に必ず本人あるいは代理
人の本人確認が実施されており、不適切な方法
での入手は行われていない。
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手す
る場合は、住民基本台帳ネットワークシステム
の認証・監査・証跡機能により、特定の権限者
以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の
記録が保持される仕組みが確立されている。

・本市に住所を有する者の情報については、住
民基本台帳に関する事務で示されているとお
り、各届出受領の際に必ず本人あるいは代理
人の本人確認が実施されており、不適切な方法
での入手は行われていない。
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手す
る場合は、住民基本台帳ネットワークシステム
の認証・監査・証跡機能により、特定の権限者
以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の
記録が保持される仕組みが確立されている。
・個人住民税に係る申告書情報については、地
方税法に定められた方法によって入手を行うこ
ととしている。（地方税法第317条の２、第317条
の３等）
・eLTAX等で入手する申告情報（電子ファイル）
については、LGWANに接続された特定の端末
から入手し、当該端末に対しても、認証等により
特定の権限者以外は操作が行えない仕組みが
確立されている。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

145



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ２特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く） リスク
３ 入手の際の本人確認の措
置の内容

・本市に住所を有する者の情報については、住
民基本台帳に関する事務で示されているとお
り、各届出受領の際に必ず本人あるいは代理
人の本人確認が実施されている。
・市民、給与支払者、国税庁等から入手する課
税資料に基づく本市に住民登録のない課税対
象者情報は、課税資料に記載された個人番号
及び住所、氏名等を用いて、システム上で本人
確認を行う。

・本市に住所を有する者の情報については、住
民基本台帳に関する事務で示されているとお
り、各届出受領の際に必ず本人あるいは代理
人の本人確認が実施されている。
・市民、給与支払者、国税庁等から入手する課
税資料に基づく本市に住民登録のない課税対
象者情報は、課税資料に記載された個人番号
及び住所、氏名等を用いて、システム上で本人
確認を行う。
・申請受付の際は、窓口で個人番号カード又は
通知カードと他の証明書類の提示を受けて、本
人確認を行う。
・本人以外（代理人等）から提出される申告等の
情報については、上記に合わせて、本市の情報
システムを用いて記載内容の真正性の確認を
行う。
・個人番号関係事務を行う事業者等から提出さ
れる申告等情報については、情報元が個人番
号及び氏名、性別、生年月日、住所の４情報の
確認を行う。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ２特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く） リスク
３ 特定個人情報の正確性確
保の措置の内容

・特定個人情報入手の際に、本人確認、個人番
号の真正性と併せて特定個人情報の内容につ
いても個人住民税システムと照合し確認を行
う。
・既存住民基本台帳システム上の情報に変更
が発生した場合は、税務システムに随時連携さ
れるようになっている。
・本市に住民登録がない者の場合は、届出等に
より把握がなされた後、速やかに情報の更新を
行い、最新の状態を保つこととしている。

・特定個人情報入手の際に、本人確認、個人番
号の真正性と併せて特定個人情報の内容につ
いても個人住民税システムと照合し確認を行
う。
・既存住民基本台帳システム上の情報に変更
が発生した場合は、税務システムに随時連携さ
れるようになっている。
・本市に住民登録がない者の場合は、届出等に
より把握がなされた後、速やかに情報の更新を
行い、最新の状態を保つこととしている。
・申告資料内で論理エラーチェックを実施し、資
料内の情報について整合性を図る。
・同一人に複数の資料が提出された場合はシス
テム上で情報を突合し、資料間の整合性を図
る。
・申告資料に対して変更が判明した場合は、遅
滞なく更正処理を実施している。
・申告内容に疑義がある場合は、申告者等に連
絡し内容の確認を行っている。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ３特定個人情報の仕様
リスク２ ユーザ認証の管理
具体的な方法

＜システムを利用する端末への措置＞
略
＜個人住民税システムにおける措置＞
略
＜申告書作成システム及び国税連携システム
における措置＞
略

＜システムを利用する端末への措置＞
略
＜個人住民税システムにおける措置＞
略
＜申告書作成・管理システム及び国税連携・審
査システムにおける措置＞
略

事前
重大な変更のため。
文言が欠如していたため

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ２特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークシステ
ムを通じた入手を除く） リスク
４ リスクに対する措置の内容

・外部媒体等は使用せず、庁内連携システムを
介して、最新の住民情報を管理している既存住
民基本台帳システムから移転を受けている。
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手す
る場合は、住民基本台帳ネットワークシステム
の認証・監査・証跡機能により、特定の権限者
以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の
記録が保持される仕組みが確立されているた
め、個人情報の漏えい・紛失のリスクを軽減して
いる。
・紙による税資料については、紙面による情報
については、入手等に関する処理をマニュアル
で定めているため、個人情報の漏えい・紛失リ
スクを軽減している。

・外部媒体等は使用せず、庁内連携システムを
介して、最新の住民情報を管理している既存住
民基本台帳システムから移転を受けている。
・住民基本台帳ネットワークシステムから入手す
る場合は、住民基本台帳ネットワークシステム
の認証・監査・証跡機能により、特定の権限者
以外は操作が行えず、さらに情報照会・提供の
記録が保持される仕組みが確立されているた
め、個人情報の漏えい・紛失のリスクを軽減して
いる。
・紙による税資料については、紙面による情報
については、入手等に関する処理をマニュアル
で定めているため、個人情報の漏えい・紛失リ
スクを軽減している。
・eLTAX等で入手する申告情報（電子ファイル）
については、LGWANに接続された特定の端末
から入手するものであり、端末の利用を許可さ
れた者でなければ行えないため、情報漏えい・
紛失のリスクが軽減されている。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ３特定個人情報の仕様
リスク２ 特定個人情報の仕
様の記録 具体的な方法

＜個人住民税システムにおける措置＞
略
＜申告書作成システム及び国税連携システム
における措置＞
略

＜個人住民税システムにおける措置＞
略
＜申告書作成・管理システム及び国税連携・審
査システムにおける措置＞
略

事前
重大な変更のため。
文言が欠如していたため

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 情報保護管
理体制の確認

外部委託業者の選定に際しては、主管課の長
が業者に対して、個人情報保護管理の体制が
適切かどうかを確認し、委託契約仕様に必要事
項を規定することとしている。主な確認項目は
以下のとおり。
個人情報保護に関する規定
・岡崎市情報セキュリティポリシー遵守事項
・個人情報取扱特記事項及び特定個人情報取
扱特記事項
・岡崎市個人情報保護条例
個人情報保護に関する人的安全管理措置
・従業者の役割責任の明確化
・従業員に対する安全管理措置の周知

外部委託業者の選定に際しては、主管課の長
が業者に対して、個人情報保護管理の体制が
適切かどうかを確認し、委託契約仕様に必要事
項を規定することとしている。
情報保護管理体制に係る規程書
・個人情報取扱特記事項（マイナンバー編）
・岡崎市情報セキュリティポリシー遵守事項
・岡崎市個人情報保護条例
主な確認事項
・作業責任者及び従事者の変更の有無
・取扱区域の変更の有無
・研修の実施日及び内容
・従事者の変更又は増員時の秘密保持誓約書
の提出の有無
・目的外利用及び第三者への提供の有無
・複写、又は複製状況
・規定以外に本契約の利用に必要な措置内容
・物理的安全管理措置の遵守状況
・技術的安全管理措置の遵守状況
・再委託先に対して同様の遵守状況の確認、報
告

事前
重大な変更のため。
当市の個人情報取扱特記事
項が変更したことによる変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ５特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供ネッ
トワークシステムを通じた提供
を除く） リスク２ リスクに対
する措置の内容

本市の情報システム部門において、特定個人
情報を取扱う者に対する情報セキュリティ及び
個人情報保護に関する教育及び研修を実施し
ている。
・提供・移転は原則庁内連携システムを介して
行っており、各システム間において情報連携が
直接行われることがないため、不適切な方法に
よる提供・移転が防がれている。
・庁内連携システムのアクセス制限やログ管理
については、岡崎市データ連携基盤連携機能
利用ガイドラインに定められており、適切に行わ
れている。

・本市の情報システム部門において特定個人情
報を取扱う者に対する情報セキュリティ及び個
人情報保護に関する教育及び研修を実施。
・提供・移転は原則庁内連携システムを介して
行っており、各システム間において情報連携が
直接行われることがないため、不適切な方法に
よる提供・移転が防がれている。
・庁内連携システムのアクセス制限やログ管理
については岡崎市データ連携基盤連携機能利
用ガイドラインに定められており適切に行われ
ている。
・eＬＴＡＸを介して電子的に提供する場合は、地
方公共団体情報システム機構（J-LIS）の基準
に基づき適切に管理されたLGWAN回線を利用
することによって、不適切な移転が行われるリス
クが軽減されている。
・紙により提供する場合は、複数の職員による
チェックと、処理手順を記載したマニュアルの周
知によって、誤発送を防止している。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ４特定個人情報ファイル
の取扱いの委託 特定個人情
報の提供ルール 委託先から
他社への提供に関するルール
順守の確認方法

委託契約書において、受注者が取得した特定
個人情報を第三者に提供することを原則禁止し
ている。ただし、契約履行のため合理的に必要
な範囲内で、事前に本市の承諾を得た場合の
み再委託を行うことができる。その場合は、特定
個人情報取扱特記事項に定めのある、受注者
の安全管理措置と同等の措置が再委託先にお
いても講じてあることを示した文書を本市へ提
出することとしている。
ルール遵守の確認については、個人情報の管
理状況について随時に委託先の実地調査を行
い、必要な報告を求めることができるよう定めて
いる。

委託契約書において、受注者が取得した特定
個人情報を第三者に提供することを原則禁止し
ている。ただし、契約履行のため合理的に必要
な範囲内で、事前書面により本市の承諾を得た
場合または仕様書等に特別な定めがある場合
にのみ再委託を行うことができる。その場合は、
個人情報取扱特記事項（マイナンバー編）に定
めのある、受注者の安全管理措置と同等の措
置が再委託先においても講じてあることを示し
た文書を本市へ提出することとしている。
ルール遵守の確認については、個人情報の管
理状況について随時に委託先の実地調査を行
い、必要な報告を求めることができるよう定めて
いる。

事前
重大な変更のため。
当市の個人情報取扱特記事
項が変更したことによる変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ５特定個人情報の提
供・移転（委託や情報提供ネッ
トワークシステムを通じた提供
を除く） リスク３ リスクに対
する措置の内容

庁内連携システムに接続して情報を格納できる
のは提供元システムに限られるため、誤った情
報が格納されるリスクが軽減されている。 ま
た、利用を許可されたシステムのみが庁内連携
システムに接続することができ、必要な情報の
みを取得する仕組みを構築しているため、誤っ
た相手に情報の提供・移転が行われることはな
い。

・庁内連携システムに接続して情報を格納でき
るのは提供元システムに限られるため、誤った
情報が格納されるリスクが軽減されている。 ま
た、利用を許可されたシステムのみが庁内連携
システムに接続することができ、必要な情報の
みを取得する仕組みを構築しているため、誤っ
た相手に情報の提供・移転が行われることはな
い。
・ｅＬＴＡＸによる場合においても紙による場合に
おいても、複数の職員によるチェックと、処理手
順を記載したマニュアルの周知によって、誤情
報の提供、誤発送を防止している。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク１ リ
スクに対する措置の内容

なし

＜税務システム、中間サーバーコネクタのソフト
ウェアにおける措置＞
・情報照会処理については、当該事務の権限を
有する職員のみに実施できるようにアクセス権
限を設定している。
・情報照会処理については、業務システム側で
操作ログを記録しており、処理実施者、操作内
容を把握している。
＜税務システム、中間サーバーコネクタの運用
における措置＞
・業務システムで記録している操作ログにより、
目的外の入手が行われていないことを適宜確
認している。また、操作履歴により操作者、操作
内容が把握可能である旨、広く関係者に周知し
ている。
・番号利用法に定められている事務以外での情
報照会は禁止されている旨、広く関係者内に周
知している。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク１ リ
スクに対する措置の内容（つ
づき）

なし

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・情報照会機能(※1)により、情報提供ネット
ワークシステムに情報照会を行う際には、情報
提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照
合リスト(※2)との照合を情報提供ネットワークシ
ステムに求め、情報提供ネットワークシステム
から情報提供許可証を受領してから情報照会を
実施することになり、、番号利用法上認められ
た情報連携以外の照会を拒否する機能を備え
ており、目的外提供やセキュリティリスクに対応
している。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能(※
3)では、ログイン時の職員認証の他に、ログイ
ン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が実施されるため、不適切な接続端末
の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する
仕組みになっている。
(※1)情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の照会及び照会した情報の受領
を行う機能。
(※2)番号利用法別表第２及び第19条第14号に
基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提
供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト
化したもの。
(※3)中間サーバーを利用する職員の認証と職
員に付与された権限に基づいた各種機能や特
定個人情報へのアクセス制御を行う機能。
＜中間サーバー、中間サーバーコネクタの運用
における措置＞
・情報提供等記録/アクセス記録、アクセスログ
(ログイン認証、操作内容、特定個人情報アクセ
スログ、アクセス時間、処理時刻等)、DBログを
適宜確認している。
・また、中間サーバー側において、上記ログを取
得しており、操作者、操作内容が把握可能であ
る旨、広く関係者に周知している。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク１ リ
スクへの対策は十分か

なし 十分である 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク２ リ
スクへの対策は十分か

なし 十分である 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク２ リ
スクに対する措置の内容

なし

＜税務システム,、中間サーバーコネクタのソフト
ウェアにおける措置＞
・中間サーバーと中間サーバーコネクタ、税務シ
ステム間の連携は、LGWAN、庁内ネットワーク
及びサーバー間通信に限定されるため、安全
が確保されている。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、特定個人情報保護委員会と
の協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用した特定個人
情報の入手のみ実施できるよう設計されるた
め、安全性が担保されている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネット
ワークシステムとの間は、高度なセキュリティを
維持した行政専用のネットワーク（総合行政ネッ
トワーク等）を利用することにより、安全性を確
保している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術
を利用し、団体ごとに通信回線を分離するととも
に、通信を暗号化することで安全性を確保して
いる。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク３ リ
スクに対する措置の内容

なし

＜税務システムの運用における措置＞
中間サーバーは、特定個人情報保護委員会と
の協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用して、情報提供
用個人識別符号により紐付けられた照会対象
者に係る特定個人情報を入手するため、正確な
照会対象者に係る特定個人情報を入手するこ
とが担保されている。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク４ リ
スクに対する措置の内容

なし

＜税務システム、中間サーバーコネクタのソフト
ウェアにおける措置＞
・中間サーバーと中間サーバーコネクタ、税務シ
ステム間の連携は、LGWAN、庁内ネットワーク
及びサーバー間通信に限定されるため、漏え
い・紛失するリスクを排除している。
＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、情報提供ネットワークシステ
ムを使用した特定個人情報の入手のみを実施
するため、漏えい・紛失のリスクに対応している
（※）。
・既存システムからの接続に対し認証を行い、
許可されていないシステムからのアクセスを防
止する仕組みを設けている。
・情報照会が完了又は中断した情報照会結果
については、一定期間経過後に当該結果を情
報照会機能において自動で消去することによ
り、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽
減している。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能で
は、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記
録が実施されるため、不適切な接続端末の操
作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組
みになっている。
（※）中間サーバーは、情報提供ネットワークシ
ステムを使用して特定個人情報を送信する際、
送信する特定個人情報の暗号化を行っており、
照会者の中間サーバーでしか復号できない仕
組みになっている。そのため、情報提供ネット
ワークシステムでは復号されないものとなって
いる。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク３ リ
スクへの対策は十分か

なし 十分である 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク５ リ
スクに対する措置の内容

なし

＜税務システム、中間サーバーコネクタのソフト
ウェアにおける措置＞
・特定個人情報の提供は、原則、各システム間
の自動連携に限定しているため、職員が意図的
に不正な提供を行うことを防止している。

＜税務システム、中間サーバーコネクタの運用
における措置＞
・中間サーバー側に登録していない又は自動応
答を制限している等の場合、職員の操作により
特定個人情報を提供する場合には、情報提供
にあたって所属長の承認を得た上で、税務シス
テム、中間サーバーコネクタにて処理を実行す
る運用を義務付けている。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク４ リ
スクに対する措置の内容

なし 十分である 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク４ リ
スクに対する措置の内容（つ
づき）

なし

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネット
ワークシステムとの間は、高度なセキュリティを
維持した行政専用のネットワーク（総合行政ネッ
トワーク等）を利用することにより、漏えい・紛失
のリスクに対応している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術
を利用し、団体ごとに通信回線を分離するととも
に、通信を暗号化することで漏えい・紛失のリス
クに対応している。
・中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務
は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監
視・障害対応等であり、業務上、特定個人情報
へはアクセスすることはできない。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク５ リ
スクへの対策は十分か

なし 十分である 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク５ リ
スクに対する措置の内容

なし

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・情報提供機能（※）により、情報提供ネットワー
クシステムにおける照会許可用照合リストを情
報提供ネットワークシステムから入手し、中間
サーバーにも格納して、情報提供機能により、
照会許可用照合リストに基づき情報連携が認
められた特定個人情報の提供の要求であるか
チェックを実施している。
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシ
ステムに情報提供を行う際には、情報提供ネッ
トワークシステムから情報提供許可証と情報照
会者へたどり着くための経路情報を受領し、照
会内容に対応した情報を自動で生成して送付
することで、特定個人情報が不正に提供される
リスクに対応している。
・特に慎重な対応が求められる情報については
自動応答を行わないように自動応答不可フラグ
を設定し、特定個人情報の提供を行う際に、送
信内容を改めて確認し、提供を行うことで、特定
個人情報が不正に提供されるリスクに対応して
いる。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能で
は、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記
録が実施されるため、不適切な接続端末の操
作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組
みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提
供を行う機能。
＜中間サーバーの運用における措置＞
・中間サーバー側で取得した情報提供に係るロ
グを使って、不正な提供が行われていないこと
を、必要に応じて確認する。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク６ リ
スクに対する措置の内容

なし

＜税務システム、中間サーバーコネクタのソフト
ウェアにおける措置＞
・中間サーバーと中間サーバーコネクタ、税務シ
ステム間の連携は、LGWAN、庁内ネットワーク
及びサーバー間通信に限定している。
＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・セキュリティ管理機能（※）により、情報提供
ネットワークシステムに送信する情報は、情報
照会者から受領した暗号化鍵で暗号化を適切
に実施した上で提供を行う仕組みになってい
る。
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能で
は、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記
録が実施されるため、不適切な接続端末の操
作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組
みになっている。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可
用照合リストを管理する機能。
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネット
ワークシステムとの間は、高度なセキュリティを
維持した行政専用のネットワーク（総合行政ネッ
トワーク等）を利用することにより、不適切な方
法で提供されるリスクに対応している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術
を利用し、団体ごとに通信回線を分離するととも
に、通信を暗号化することで漏えい･紛失のリス
クに対応している。
・中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を
行う事業者においては、特定個人情報に係る業
務にはアクセスができないよう管理を行い、不
適切な方法での情報提供を行えないよう管理し
ている。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク６ リ
スクへの対策は十分か

なし 十分である 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク７ リ
スクに対する措置の内容（つ
づき）

なし

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・情報提供機能により、情報提供ネットワークシ
ステムに情報提供を行う際には、情報提供許可
証と情報照会者への経路情報を受領した上で、
情報照会内容に対応した情報提供をすること
で、誤った相手に特定個人情報が提供されるリ
スクに対応している。
・情報提供データベース管理機能（※）により、
「情報提供データベースへのインポートデータ」
の形式チェックと、接続端末の画面表示等によ
り情報提供データベースの内容を確認できる手
段を準備することで、誤った特定個人情報を提
供してしまうリスクに対応している。
・情報提供データベース管理機能では、情報提
供データベースの副本データを既存業務システ
ムの原本と照合するためのエクスポートデータ
を出力する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する
機能。
＜中間サーバーの運用における措置＞
・中間サーバーへ登録した情報に誤りがあるこ
とが発覚した場合に備え、事前に定めた修正手
順等に沿って、修正作業を行うことを徹底してい
る。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク７ リ
スクに対する措置の内容

なし

＜税務システム、中間サーバーコネクタのソフト
ウェアにおける措置＞
・情報提供にあたっては、税務システム、中間
サーバーコネクタで作成した提供情報が誤った
状態で作成されることがないことを、検証工程で
十分に確認しているため、提供にあたって特定
個人情報が不正確となることはない。
＜税務システム、中間サーバーコネクタの運用
における措置＞
・中間サーバーへ登録した情報に誤りがあるこ
とが発覚した場合に備え、事前に定めた修正手
順等に沿って、修正作業を行うことを徹底してい
る。

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 リスク７ リ
スクへの対策は十分か

なし 十分である 事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 特定個人情報の保管・
消去 リスク２ リスクに対する
措置の内容

・本市に住所を有する者であれば、本人からの
申請により住民基本台帳事務において最新情
報に更新された際に、個人住民税システムにも
最新の特定個人情報が反映される仕組みを構
築している。
・本市に住民登録がない者の場合は、届出等に
より把握がなされた後、速やかに情報の更新を
行い、最新の状態を保つこととしている。

・本市に住所を有する者であれば、本人からの
申請により住民基本台帳事務において最新情
報に更新された際に、個人住民税システムにも
最新の特定個人情報が反映される仕組みを構
築している。
・本人からの申請を受けるほか、他機関からの
修正申告情報を入手した場合は、遅滞なくシス
テムに取込み最新情報に更新している。
・本市に住民登録がない者の場合は、届出等に
より把握がなされた後、速やかに情報の更新を
行い、最新の状態を保つこととしている。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 ６情報提供ネットワーク
システムとの接続 情報提供
ネットワークシステムとの接続
に伴うその他のリスク及びそ
のリスクに対する措置

なし

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーの職員認証・権限管理機能で
は、ログイン時の職員認証の他に、ログイン、ロ
グアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記
録が実施されるため、不適切な接続端末の操
作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組
みになっている。
・情報連携においてのみ、情報提供用個人識別
符号を用いることがシステム上担保されており、
不正な名寄せが行われるリスクに対応してい
る。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
・中間サーバーと既存システム、情報提供ネット
ワークシステムとの間は、高度なセキュリティを
維持した行政専用のネットワーク（総合行政ネッ
トワーク等）を利用することにより、安全性を確
保している。
・中間サーバーと団体についてはVPN等の技術
を利用し、団体ごとに通信回線を分離するととも
に、通信を暗号化することで安全性を確保して
いる。
・中間サーバー・プラットフォームでは、特定個
人情報を管理するデータベースを地方公共団
体ごとに区分管理（アクセス制御）しており、中
間サーバー・プラットフォームを利用する団体で
あっても他団体が管理する情報には一切アクセ
スできない。
・特定個人情報の管理を地方公共団体のみが
行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保
守・運用を行う事業者における情報漏えい等の

事前

重大な変更のため。
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅰ 基礎情報
２.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム11
③他のシステムとの接続

[○]その他（確定申告書管理システム ）
[○]その他（確定申告書管理システム、課税資
料イメージ管理システム ）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策 特定個人情報の保管・
消去 リスク３ 消去手順 手
順の内容

・保管期間を過ぎたデータについては、速やか
に削除を行う。
・紙媒体資料については、市で規定された保存
年限を過ぎたものを市職員立会いの下熔解し
情報を削除する。

・保管期間を過ぎたデータについては、速やか
に消去を行う。
・媒体資料については、市で規定された保存年
限を過ぎたものを市職員立会いの下、熔解、破
壊等を行い情報を消去する。

事後
データテーブルの認識に誤り
があり使用する関係情報を整
理した。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅰ 基礎情報
２.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム12
③他のシステムとの接続

[○]その他（確定申告書管理システム ）
[○]その他（確定申告書管理システム、課税資
料イメージ管理システム ）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅰ 基礎情報
２.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム13
②システムの機能

１ 連携データベース管理・連携機能
地域情報プラットフォームに準じた連携情報を
データベース上に副本として保持し、
連携情報を必要とするシステムへデータ連携
することが可能な環境を提供する。
２ ファイル連携サイト管理機能
連携データベースで管理されている連携情報
以外の情報をデータ連携する際のファイルの
受け渡し場所として個別にサイトを管理し提供
する。
３ 文字コード変換機能
ファイルによるデータ連携をする際に必要があ
る場合にファイルの文字コードを 変換する。
４ 宛名管理機能
住民基本台帳情報、住登外情報、法人情報、
共有者情報から統合宛名情報を生成・更新を
行い管理し、提供する。
５ アクセス権限管理機能
データ連携するシステムごとにＩＤを付与し必
要な情報のみアクセスできるように
アクセス権限を設定し管理する。
６ 共通情報提供機能
町字情報、金融機関情報など共通的に使用
する情報について正本として保持、管理し提供
する。
７ 庁内システムポータルサイト提供機能
対応するシステムにシングルサインオン（自動
ログオン）するための庁内システム
ポータルサイトを提供する。

１ 連携データベース管理・連携機能
地域情報プラットフォームに準じた連携情報を
データベース上に副本として保持し、連携情報
を必要とするシステムへデータ連携することが
可能な環境を提供する。

２ ファイル連携サイト管理機能
連携データベースで管理されている連携情報
以外の情報をデータ連携する際のファイルの受
け渡し場所として個別にサイトを管理し提供す
る。

３ 文字コード変換機能
ファイルによるデータ連携をする際に必要があ
る場合にファイルの文字コードを 変換する。

４ 宛名管理機能
住民基本台帳情報、住登外情報、法人情報、
共有者情報から統合宛名情報を生成・更新を
行い管理し、提供する。

５ アクセス権限管理機能
データ連携するシステムごとにＩＤを付与し必
要な情報のみアクセスできるようにアクセス権
限を設定し管理する。

６ 共通情報提供機能
町字情報、金融機関情報など共通的に使用
する情報について正本として保持、管理し提供
する。

７ 庁内システムポータルサイト提供機能
対応するシステムにシングルサインオン（自動
ログオン）するための庁内システムポータルサ
イトを提供する。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅰ 基礎情報
２.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム13
③他のシステムとの接続

[○]その他（収納システム、滞納システム、人事
給与システム、介護保険システム、国民健康保
険システム、国民年金システム、生活保護シス
テム、中国残留邦人等支援給付システム、市心
身障がい者福祉扶助料システム、県在宅重度
障がい者手当システム、障がい者手当（特別障
がい者手当）システム、障がい者手当（障がい
児福祉手当）システム、特別児童扶養手当シス
テム、障がい者扶養共済システム、給付管理
（補装具）システム、給付管理（日常生活用具）
システム、給付管理（その他）システム、更生医
療システム、障がい福祉サービス給付システ
ム、基幹相談支援・障がい者虐待防止システ
ム、家族介護用品購入助成（おむつ券）システ
ム、ねたきり高齢者等見舞金支給事業システ
ム、短期保護事業/措置システム、医療助成シ
ステム、後期高齢者医療システム、育成医療給
付システム、未熟児養育医療給付システム、小
児慢性特定疾患医療給付システム、障がい者
福祉（精神）システム、一般不妊治療費助成シ
ステム、特定不妊治療費助成システム、児童福
祉システム、家庭児童相談システム、母子寡婦
福祉資金システム、保育システム、公立幼稚園
システム、私立幼稚園就園奨励費補助金シス
テム、一時保育システム、市営住宅システム、
学齢簿・就学援助システム、予防接種システ
ム）

[○]その他（収納システム、滞納システム、戸籍
情報システム、選挙管理システム、人事給与シ
ステム、介護保険システム、国民健康保険シス
テム、国民年金システム、住民健康管理システ
ム、生活保護システム、中国残留邦人等支援給
付システム、市心身障がい者福祉扶助料システ
ム、県在宅重度障がい者手当システム、障がい
者手当（特別障がい者手当）システム、障がい
者手当（障がい児福祉手当）システム、特別児
童扶養手当システム、障がい者扶養共済システ
ム、給付管理（補装具）システム、給付管理（日
常生活用具）システム、給付管理（その他）シス
テム、更生医療システム、障がい福祉サービス
給付システム、基幹相談支援・障がい者虐待防
止システム、家族介護用品購入助成（おむつ
券）システム、ねたきり高齢者等見舞金支給事
業システム、短期保護事業/措置システム、医
療助成システム、後期高齢者医療システム、育
成医療給付システム、未熟児養育医療給付シ
ステム、小児慢性特定疾患医療給付システム、
障がい者福祉（精神）システム、一般不妊治療
費助成システム、特定不妊治療費助成システ
ム、児童福祉システム、家庭児童相談システ
ム、母子寡婦福祉資金システム、保育システ
ム、公立幼稚園システム、私立幼稚園就園奨励
費補助金システム、一時保育システム、市営住
宅システム、学齢簿・就学援助システム、予防
接種システム、税外収入管理システム、庁内開
発基盤システム）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅰ 基礎情報
２.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム14
②システムの機能

１ 住民票の記載
２ 住民票の修正
３ 住民票の消除
４ 住民票の照会
５ 証明書・通知書の発行
６ 住基ネットとの連携
７ 在留カード等発行システムとの連携
８ 住民基本台帳関係統計資料及び住民基本
台帳の一部の写しの閲覧に関する帳票作成
９ 戸籍情報システムへの連携
10 関係情報の移転、提供
11 個人番号カード及び住民基本台帳カード等
の発行状況管理
12 住民票記載項目の取得

・住民票の記載
・住民票の修正
・住民票の消除
・住民票の照会
・証明書・通知書の発行
・住基ネットとの連携
・在留カード等発行システムとの連携
・住民基本台帳関係統計資料及び住民基本台
帳の一部の写しの閲覧に関する帳票作成
・戸籍情報システムへの連携
・住民票関係情報の移転、提供
・個人番号カード及び住民基本台帳カード等の
発行状況管理
・住民票記載項目の取得
・証明書コンビニ交付システムとの連携

事後

その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
行の高さ制限の制限のため、
一部変更点を省略。

令和2年10月1日

Ⅰ 基礎情報
２.特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム14
③他のシステムとの接続

[○]その他（戸籍情報システム、ＣＳコネクタ、法
務省連携システム、印鑑登録システム、選挙管
理システム）

[○]その他（戸籍情報システム、ＣＳコネクタ、法
務省連携システム、印鑑登録システム、選挙管
理システム、住基コピー環境、税総合システム
証明書発行機能）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
（１.課税情報ファイル）
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項２
⑧再委託の受託方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、
許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制等
・再委託先は地方税共同機構に登録された
eLTAXサポート事業者であること。
・契約の履行における再委託先の行為について
は受任者が一切の責任を負うこと。
・機密保持及び個人情報保護に関しては、再委
託先にも契約と同様の守秘義務を課すこと。

以下の事項について、委託先から申請を受け、
許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制等
・再委託先は地方税共同機構に登録された
eLTAXサポート事業者であること。
・機密保持及び個人情報保護に関しては、再委
託先にも契約と同様の守秘義務を課すこと。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
（１.課税情報ファイル）
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
⑧再委託の受託方法

以下の事項について、委託先から申請を受け、
許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制等

以下の事項について、委託先から申請を受け、
許諾を判断。
・再委託の必要性
・再委託先の選定基準
・再委託先の委託管理方法
・再委託先の名称、代表者及び所在地
・再委託する業務の内容
・再委託する業務に含まれる情報の種類
・再委託先のセキュリティ管理体制等
・機密保持及び個人情報保護に関しては、再委
託先にも契約と同様の守秘義務を課すこと。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
（１.課税情報ファイル）
（２.収納情報ファイル）
（３.滞納情報ファイル）
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託

（略）
特定個人情報取扱特記事項
（略）

（略）
個人情報取扱特記事項（マイナンバー編）
（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
（２.収納情報ファイル）
（３.滞納情報ファイル）
２.特定個人情報の入手

（略）
特定個人情報ファイル（課税対象者情報ファイ
ル、課税資料ファイル、課税台帳情報ファイル）
（略）

（略）
特定個人情報ファイル（課税対象者情報ファイ
ル）
（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
（１.課税情報ファイル）
２.特定個人情報の入手
リスク１
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

（略）

・その他、特定個人情報の取扱いに関しては、
本市情報セキュリティポリシー、情報セキュリ
ティ実施手順に準ずる。

（略）

・その他、特定個人情報の取扱いに関しては、
本市情報セキュリティポリシー、情報セキュリ
ティ実施手順、特定個人情報等の取扱いに関
する規程に準ずる。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日 全般 中間サーバー 中間サーバ 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
（１.課税情報ファイル）
（３.滞納情報ファイル）
５.特定個人情報の提供・移転
リスク２
リスクに対する措置の内容

・本市の情報システム部門において、特定個人
情報を取扱う者に対する情報セキュリティ及び
個人情報保護に関する教育及び研修を実施。
（略）

・本市の情報システム部門又は事務担当部署
において、特定個人情報を取扱う者に対する情
報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育
及び研修を実施。
（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
（１.課税情報ファイル）
６.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク２、リスク３

特定個人情報保護委員会 個人情報保護委員会 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
（１.課税情報ファイル）
６.情報提供ネットワークシステ
ムとの接続
リスク１
リスクに対する措置の内容

（略）
（※２）番号利用法別表第２及び第19条第14号
に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報
提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリス
ト化したもの。
（略）

（略）
（※２）番号利用法別表第２及び第19条第８号に
基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提
供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト
化したもの。
（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
（１.課税情報ファイル）
（２.収納情報ファイル）
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確
保

再委託先についても、上記で挙げた委託先にお
ける特定個人情報の取扱いに係る内容を遵守
させることとしている。

・承認のない再委託を禁止している。
・特定個人情報の取扱いに関して受注者に課
せられている事項と同一の事項の遵守を義務
付け、再委託先が受注者に提出した書類の写し
を提出させて確認している。
・契約に基づき遵守状況等の報告を求めるとと
もに、必要に応じて監査又は実地調査を実施す
る。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
（１.課税情報ファイル）
（２.収納情報ファイル）
４.特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[○]その他（データセンター内のサーバー室でシ
ステムの直接操作、システム端末の直接操作）

[○]その他（データセンター内のサーバ室及び
保守拠点でシステムの直接操作、システム端末
の直接操作）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先２
①法令上の根拠

生活保護法第４条第２項、第29条、第61条、第
78条
厚生労働省社会・援護局保護課長通知（課税
調査）
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

生活保護法第29条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
（１.課税情報ファイル）
（２.収納情報ファイル）
（３.滞納情報ファイル）
３.特定個人情報の使用
リスク１
事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

（略）
・データセンター内のネットワークは、委託事業
者側の基準に基づき適切に管理されている。
（略）

（略）
・データセンター内及びデータセンター・保守拠
点間のネットワークは、委託事業者側の基準に
基づき適切に管理されている。
（略）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先２
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

生活保護に関する事務の実施関係対象者
中国残留邦人等支援の給付関係対象者

生活保護に関する事務の実施関係対象者
中国残留邦人等支援の給付関係対象者
生活に困窮する外国人に対する生活保護法に
準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の
徴収に関する事務の実施関係対象者

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先２
②移転先における用途

生活保護に関する事務
中国残留邦人等支援の給付に関する事務

生活保護に関する事務
中国残留邦人等支援の給付に関する事務
生活に困窮する外国人に対する生活保護法に
準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の
徴収に関する事務

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先３
①法令上の根拠

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第12条
岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例第11条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37
条
岡崎市心身障がい者医療助成条例第３条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第３
条、第17条、第26条の２、第37条、第38条
障害者総合支援法第12条、第77条
児童福祉法第21条の５の７、第56条第５項、第
57条の４
障害者虐待防止法第９条
労働基準法第105条の２、第112条
愛知県在宅重度障害者手当支給規則第９条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第12条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37
条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先３
②移転先における用途

特別児童扶養手当の支給
障がい福祉サービスの給付
心身障がい者福祉扶助料（手当）の支給
愛知県在宅重度障害者手当の支給
特別障がい者手当の支給
障がい児福祉手当の支給
障がい者扶養共済に関する事務
更生医療に関する事務
補装具費助成
日常生活用具費助成
訪問入浴助成
ＮＨＫ受信料免除
基幹相談支援・障がい者虐待防止に関する事
務

心身障がい者福祉扶助料に関する事務
愛知県在宅重度障がい者手当に関する事務
特別障がい者手当に関する事務
障がい児福祉手当に関する事務
特別児童扶養手当に関する事務
障がい者扶養共済に関する事務
給付管理（補装具）に関する事務
給付管理（日常生活用具）に関する事務
更生医療に関する事務
障がい福祉サービス給付に関する事務
基幹相談支援・障がい者虐待防止に関する事
務

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先４
①法令上の根拠

老人福祉法第11条
岡崎市老人福祉法施行細則
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

老人福祉法第36条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先３
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

特別児童扶養手当の支給関係対象者
障がい福祉サービスの給付関係対象者
心身障がい者福祉扶助料（手当）の支給関係対
象者
愛知県在宅重度障害者手当の支給関係対象者
特別障がい者手当の支給関係対象者
障がい児福祉手当の支給関係対象者
障がい者扶養共済に関する事務の実施関係対
象者
更生医療に関する事務の実施関係対象者
補装具費助成の実施関係対象者
日常生活用具費助成の実施関係対象者
訪問入浴助成の実施関係対象者
ＮＨＫ受信料免除の実施関係対象者
基幹相談支援・障がい者虐待防止に関する事
務の実施関係対象者

心身障がい者福祉扶助料に関する事務の実施
関係対象者
愛知県在宅重度障がい者手当に関する事務の
実施関係対象者
特別障がい者手当に関する事務の実施関係対
象者
障がい児福祉手当に関する事務の実施関係対
象者
特別児童扶養手当に関する事務の実施関係対
象者
障がい者扶養共済に関する事務の実施関係対
象者
給付管理（補装具）に関する事務の実施関係対
象者
給付管理（日常生活用具）に関する事務の実施
関係対象者
更生医療に関する事務の実施関係対象者
障がい福祉サービス給付に関する事務の実施
関係対象者
基幹相談支援・障がい者虐待防止に関する事
務の実施関係対象者

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先４
②移転先における用途

ねたきり高齢者見舞金の支給
家族介護用品助成券の支給
高齢者短期保護事業
老人福祉法に基づく措置事業

家族介護用品購入助成に関する事務
ねたきり高齢者等見舞金支給に関する事務
布団乾燥・丸洗い事業に関する事務
寝具貸与事業に関する事務
訪問理容サービス事業に関する事務
短期保護事業・措置に関する事務

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先５
①法令上の根拠

介護保険法第203条
介護保険法施行規則第83条の４第３項及び第
97条の２第３項
介護保険法施行規則第83条の６第２項及び第
97条の４
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

介護保険法第203条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先４
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

ねたきり高齢者見舞金の支給関係対象者
家族介護用品助成券の支給関係対象者
高齢者短期保護事業の実施関係対象者
老人福祉法に基づく措置事業の実施関係対象
者

家族介護用品購入助成に関する事務の実施関
係対象者
ねたきり高齢者等見舞金支給に関する事務の
実施関係対象者
布団乾燥・丸洗い事業に関する事務の実施関
係対象者
寝具貸与事業に関する事務の実施関係対象者
訪問理容サービス事業に関する事務の実施関
係対象者
短期保護事業・措置に関する事務の実施関係
対象者

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先５
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険料に関する事務の実施関係対象者
介護サービス利用料に関する事務の実施関係
対象者
高額介護サービス費の支給関係対象者

介護保険業務に関する事務の実施関係対象者 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先５
②移転先における用途

介護保険料に関する事務
介護サービス利用料に関する事務
高額介護サービス費の支給

介護保険業務に関する事務 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先６
①法令上の根拠

国民健康保険法第76条、第113条の２
国民健康保険法施行令第29条の７
岡崎市国民健康保険条例附則第４条、第５条
岡崎市事務分掌条例第８条第３号
岡崎市行政組織規則第29条国民年金法第12
条、第108条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律第
39条
岡崎市事務分掌条例第８条第３項
岡崎市行政組織規則第29条
国民健康保険法施行令第27条の２
国民健康保険法施行令第29条の３
国民健康保険法施行令第29条の４
国民健康保険法第９条
岡崎市国民健康保険条例第８条
岡崎市国民健康保険条例第40条
国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に
関する省令第５条
老齢福祉年金支給規則５条
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に
関する法律第９条
国民年金法第36条の３
国民年金市町村事務処理基準第35条
国民年金市町村事務処理基準第35条の２
国民年金市町村事務処理基準第36条
国民年金法第108条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

国民健康保険法第113条の２
国民年金法第108条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先７
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

後期高齢者医療に関する事務の実施関係対象
者
母子家庭等医療費助成の実施関係対象者
後期高齢者福祉医療費助成の実施関係対象者

医療助成に関する事務の実施関係対象者
後期高齢者医療に関する事務の実施関係対象
者

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先７
②移転先における用途

後期高齢者医療に関する事務
母子家庭等医療費助成
後期高齢者福祉医療費助成

医療助成に関する事務
後期高齢者医療に関する事務

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先７
①法令上の根拠

高齢者の医療の確保に関する法律第138条
母子家庭等医療費助成条例
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

高齢者の医療の確保に関する法律第138条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先８
②移転先における用途

なし

自立支援医療費（精神通院）に関する事務
自立支援医療費（育成医療）に関する事務
養育医療給付に関する事務
小児慢性特定疾病医療費に関する事務
不妊治療費補助に関する事務

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先８
①法令上の根拠

なし

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第12条
児童福祉法第57条の４
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日 移転先８ なし 保健企画課 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先８
③移転する情報

なし 個人住民税関係情報 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先８
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

なし

自立支援医療費（精神通院）に関する事務の実
施関係対象者
自立支援医療費（育成医療）に関する事務の実
施関係対象者
養育医療給付に関する事務の実施関係対象者
小児慢性特定疾病医療費に関する事務の実施
関係対象者
不妊治療費補助に関する事務の実施関係対象
者

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先８
④移転する情報の対象となる
本人の数

なし 1万人未満 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日 移転先９ 移転先８ 移転先９ 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先８
⑦時期・頻度

なし 照会を受けたら都度 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先８
⑥移転方法

なし [○] 庁内連携システム 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先９
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

定期インフルエンザ予防接種に関する事務の
実施関係対象者
任意予防接種に関する事務の実施関係対象者
結核医療給付に関する事務の実施関係対象者

予防接種業務に関する事務の実施関係対象者
結核医療費公費負担事業に関する事務の実施
関係対象者
結核入院勧告・措置に関する事務の実施関係
対象者

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先９
②移転先における用途

定期インフルエンザ予防接種に関する事務
任意予防接種に関する事務
結核医療給付に関する事務

予防接種業務に関する事務
結核医療費公費負担事業に関する事務
結核入院勧告・措置に関する事務

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先９
①法令上の根拠

予防接種法第５条第１項、第６条第３項、第28
条
行政手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律第19条第７
項、同法別表第２の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令第13条第２項、第49条
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律第37条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日 移転先10 移転先９ 移転先10 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先10
②移転先における用途

未熟児養育医療給付
小児慢性特定疾病医療給付
自立支援医療費（精神通院）に関する事務
自立支援医療費（育成医療）に関する事務

自立支援医療費（精神通院）に関する事務
自立支援医療費（育成医療）に関する事務
養育医療給付に関する事務
未熟児養育医療給付に関する事務
小児慢性特定疾病医療費に関する事務
障がい福祉（精神）に関する事務
一般不妊治療費助成に関する事務
特定不妊治療費助成に関する事務

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先10
①法令上の根拠

障害者総合支援法第58条
母子保健法第20条
児童福祉法第19の条２
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第12条
児童福祉法第57条の４
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先11
①法令上の根拠

児童手当法第28条
児童扶養手当法第29条、第30条
岡崎市遺児手当条例第11条
愛知県事務処理特例条例別表第６ 43条
児童福祉法第６条の３第２項、第56条第５項、
第57条の４
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

児童手当法第28条
児童扶養手当法第30条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日 移転先11 移転先10 移転先11 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先10
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

未熟児養育医療給付の実施関係対象者
小児慢性特定疾患医療給付の実施関係対象者
自立支援医療（精神通院）に関する事務の実施
関係対象者
自立支援医療（育成医療）に関する事務の実施
関係対象者

自立支援医療費（精神通院）に関する事務の実
施関係対象者
自立支援医療費（育成医療）に関する事務の実
施関係対象者
養育医療給付に関する事務の実施関係対象者
未熟児養育医療給付に関する事務の実施関係
対象者
小児慢性特定疾病医療費に関する事務の実施
関係対象者
障がい福祉（精神）に関する事務の実施関係対
象者
一般不妊治療費助成に関する事務の実施関係
対象者
特定不妊治療費助成に関する事務の実施関係
対象者

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先11
②移転先における用途

児童手当に関する事務
児童扶養手当に関する事務
遺児手当に関する事務

児童福祉に関する事務 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日 移転先12 移転先11 移転先12 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先11
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

児童手当に関する事務の実施関係対象者
児童扶養手当に関する事務の実施関係対象者
遺児手当に関する事務の実施関係対象者

児童福祉に関する事務の実施関係対象者 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先12
②移転先における用途

家庭児童相談
母子父子寡婦福祉資金に関する事務
子育て短期支援
母子生活支援施設措置委託
高等職業訓練促進給付金の支給

母子父子寡婦福祉資金に関する事務
子育て短期支援に関する事務
産前産後ホームヘルプサービスに関する事務
助産扶助に関する事務
高等職業訓練促進給付金支給に関する事務

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先12
①法令上の根拠

児童福祉法第10条、第23条、第25条の３、第56
条第５項、第57条の４
児童虐待の防止等に関する法律第13条の３
母子及び父子並びに寡婦福祉法
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
岡崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規
則
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律８条の３
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

児童福祉法第56条、第57条の４
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第1項・第2項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先12
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

家庭児童相談の実施関係対象者
母子父子寡婦福祉資金に関する事務の実施関
係対象者
子育て短期支援の実施関係対象者
母子生活支援施設措置委託の実施関係対象者
高等職業訓練促進給付金の支給関係対象者

母子父子寡婦福祉資金に関する事務の実施関
係対象者
子育て短期支援に関する事務の実施関係対象
者
産前産後ホームヘルプサービスに関する事務
の実施関係対象者
助産扶助に関する事務の実施関係対象者
高等職業訓練促進給付金支給に関する事務の
実施関係対象者

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先13
②移転先における用途

保育に関する事務
公立幼稚園に関する事務
私立幼稚園就園奨励費補助金の支給
一時預かり事業

保育に関する事務
市立こども園に関する事務
私立幼稚園就園奨励費補助金に関する事務
一時保育に関する事務

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先13
①法令上の根拠

子ども・子育て支援法第20条第２項、第16条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

子ども・子育て支援法第16条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日 移転先13 移転先12 移転先13 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先13
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

保育に関する事務の実施関係対象者
公立幼稚園に関する事務の実施関係対象者
私立幼稚園就園奨励費補助金の支給関係対象
者
一時預かり事業の実施関係対象者

保育に関する事務の実施関係対象者
市立こども園に関する事務の実施関係対象者
私立幼稚園就園奨励費補助金に関する事務の
実施関係対象者
一時保育に関する事務の実施関係対象者

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先14
①法令上の根拠

なし

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第12条
児童福祉法第57条の４
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日 移転先14 なし こども発達相談センター 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先14
④移転する情報の対象となる
本人の数

なし 1万人未満 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先14
③移転する情報

なし 個人住民税関係情報 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先14
②移転先における用途

なし

市心身障がい者福祉扶助料に関する事務
愛知県在宅重度障害者手当に関する事務
国三手当に関する事務
特別児童扶養手当に関する事務
障がい者扶養共済に関する事務
障がい者福祉サービス給付に関する事務
期間相談支援・障がい者虐待防止に関する事
務

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先14
⑦時期・頻度

なし 照会を受けたら都度 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先14
⑥移転方法

なし [○] 庁内連携システム 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先14
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

なし

市心身障がい者福祉扶助料に関する事務の実
施関係対象者
愛知県在宅重度障害者手当に関する事務の実
施関係対象者
国三手当に関する事務の実施関係対象者
特別児童扶養手当に関する事務の実施関係対
象者
障がい者扶養共済に関する事務の実施関係対
象者
障がい者福祉サービス給付に関する事務の実
施関係対象者
期間相談支援・障がい者虐待防止に関する事
務の実施関係対象者

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先15
①法令上の根拠

公営住宅法第34条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第３項

公営住宅法第34条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提
供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日 移転先15
移転先13
住宅課

移転先15
住宅計画課

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先15
②移転先における用途

市営住宅の家賃決定 市営住宅の家賃決定に関する事務 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの
概要
（１.課税情報ファイル）
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

[○]移転を行っている（ 13）件 [○]移転を行っている（ 15）件 事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙１情報提供ネットワークシ
ステムを使用して提供する場
合の提供先一覧
番号利用法別表第２の第116
の項
番号利用法別表第２主務省令
第59条の２

子ども・子育て支援法による子どものための教
育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支
援事業の実施に関する事務であって主務省令
で定められた用途

子ども・子育て支援法による子どものための教
育・保育給付若しくは子育てのための施設等利
用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事
業の実施に関する事務であって主務省令で定
めた用途

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

別紙２移転先一覧
移転先15
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

市営住宅に関する事務の実施関係対象者
市営住宅の家賃決定に関する事務の実施関係
対象者

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
（１.課税情報ファイル）
３.特定個人情報の使用
特定個人情報の使用における
その他のリスク及びそのリスク
に対する措置

－

＜課税資料の個人特定及びその他情報との紐
づけを誤るリスク＞
事務処理手順の職員への周知徹底及びダブル
チェックなどのチェックを実施し、個人特定及び
その他情報との紐づけを誤るリスクを軽減して
いる。

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。

令和2年10月1日

Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
（１.課税情報ファイル）
（２.収納情報ファイル）
（３.滞納情報ファイル）
７.特定個人情報の保管・消去
リスク1
⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

発生あり

[その内容]
平成31年３月14日、水道修繕工事において個
人情報（使用者名・電話番号・装置場所情報
等、水道利用者約１４万７千件分のデータ）を記
録した情報タブレット端末を紛失。
タブレットは、ＩＤ・パスワードで管理しており、
ファイル形式は特殊な形式をしている。

[再発防止策の内容]
情報端末の持出し管理簿を作成し管理の徹底
をするとともに、職員に対し取扱い研修を直ちに
実施。

発生なし

[その内容]
－

[再発防止策の内容]
－

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務付け
られない。
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５．特定個人情報の提供（委託に伴うものを除く。）
＜個人住民税＞
別紙１情報提供ネットワークシステムを使用して提供する場合の提供先一覧（別表第２より）

提供先 ①法令上の根拠 ②提供先における用途 ③提供する情報
④対象となる
本人の数

⑤対象となる本人の範囲
⑥提供
方法

⑦時期・頻度

厚生労働大臣

番号利用法別表第
２の第１の項
番号利用法別表第
２主務省令第１条

健康保険法第５条第２項の規
定により厚生労働大臣が行う
こととされた健康保険に関する
事務であって主務省令で定め
られた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

健康保険法第５条第２項の規
定により厚生労働大臣が行うこ
ととされた健康保険に関する事
務であって主務省令で定めら
れた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

全国健康保険
協会

番号利用法別表第
２の第２の項
番号利用法別表第
２主務省令第２条

健康保険法による保険給付の
支給に係る事務であって主務
省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

健康保険法による保険給付の
支給に係る事務であって主務
省令で定められた範囲に該当
する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

健康保険組合

番号利用法別表第
２の第３の項
番号利用法別表第
２主務省令第３条

健康保険法による保険給付の
支給に関する事務であって主
務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

健康保険法による保険給付の
支給に関する事務であって主
務省令で定められた範囲に該
当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣

番号利用法別表第
２の第４の項
番号利用法別表第
２主務省令第４条

船員保険法第４条第２項の規
定により厚生労働大臣が行う
こととされた船員保険に関する
事務であって主務省令で定め
られた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

船員保険法第４条第２項の規
定により厚生労働大臣が行うこ
ととされた船員保険に関する事
務であって主務省令で定めら
れた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

全国健康保険
協会

番号利用法別表第
２の第６の項
番号利用法別表第
２主務省令第６条

船員保険法による保険給付又
は平成19年法律第30号附則
第39条の規定によりなお従前
の例によるものとされた平成
19年法律第30号第４条の規定
による改正前の船員保険法に
よる保険給付の支給に関する
事務であって主務省令で定め
られた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

船員保険法による保険給付又
は平成19年法律第30号附則第
39条の規定によりなお従前の
例によるものとされた平成19年
法律第30号第４条の規定によ
る改正前の船員保険法による
保険給付の支給に関する事務
であって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事

番号利用法別表第
２の第８の項
番号利用法別表第
２主務省令第７条

児童福祉法による里親の認
定、養育里親の登録又は障害
児入所給付費、高額障害児入
所給付費若しくは特定入所障
害児食費等給付費の支給に
関する事務であって主務省令
で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

児童福祉法による里親の認
定、養育里親の登録又は障害
児入所給付費、高額障害児入
所給付費若しくは特定入所障
害児食費等給付費の支給に関
する事務であって主務省令で
定められた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事

番号利用法別表第
２の第９の項
番号利用法別表第
２主務省令第８条

児童福祉法による小児慢性特
定疾病医療費の支給に関する
事務であって主務省令で定め
られた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

児童福祉法による小児慢性特
定疾病医療費の支給に関する
事務であって主務省令で定め
られた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

市町村長

番号利用法別表第
２の第11の項
番号利用法別表第
２主務省令第10条

児童福祉法による障害児通所
給付費、特例障害児通所給付
費、高額障害児通所給付費、
障害児相談支援給付費若しく
は特例障害児相談支援給付
費の支給又は障害福祉サービ
スの提供に関する事務であっ
て主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

児童福祉法による障害児通所
給付費、特例障害児通所給付
費、高額障害児通所給付費、
障害児相談支援給付費若しく
は特例障害児相談支援給付費
の支給又は障害福祉サービス
の提供に関する事務であって
主務省令で定められた範囲に
該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事
又は市町村長

番号利用法別表第
２の第16の項
番号利用法別表第
２主務省令第12条

児童福祉法による負担能力の
認定又は費用の徴収に関する
事務であって主務省令で定め
られた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

児童福祉法による負担能力の
認定又は費用の徴収に関する
事務であって主務省令で定め
られた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

市町村長

番号利用法別表第
２の第18の項
番号利用法別表第
２主務省令第13条

予防接種法による給付の支給
又は実費の徴収に関する事務
であって主務省令で定められ
た用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

予防接種法による給付の支給
又は実費の徴収に関する事務
であって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度
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市町村長

番号利用法別表第
２の第20の項
番号利用法別表第
２主務省令第14条

身体障害者福祉法による障害
福祉サービス、障害者支援施
設等への入所等の措置又は
費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定められた
用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

身体障害者福祉法による障害
福祉サービス、障害者支援施
設等への入所等の措置又は費
用の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定められた範囲
に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事

番号利用法別表第
２の第23の項
番号利用法別表第
２主務省令第16条

精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律による入院措
置又は費用の徴収に関する事
務であって主務省令で定めら
れた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律による入院措置
又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事
等

番号利用法別表第
２の第26の項
番号利用法別表第
２主務省令第19条

生活保護法による保護の決定
及び実施に関する事務であっ
て主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

生活保護法による保護の決定
及び実施に関する事務であっ
て主務省令で定められた範囲
に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

市町村長

番号利用法別表第
２の第27の項
番号利用法別表第
２主務省令第20条

地方税法その他の地方税に関
する法律及びこれらの法律に
基づく条例による地方税の賦
課徴収に関する事務であって
主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

地方税法その他の地方税に関
する法律及びこれらの法律に
基づく条例による地方税の賦
課徴収に関する事務であって
主務省令で定められた範囲に
該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事

番号利用法別表第
２の第28の項
番号利用法別表第
２主務省令第21条

生活保護法による保護の決定
及び実施に関する事務であっ
て主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

生活保護法による保護の決定
及び実施に関する事務であっ
て主務省令で定められた範囲
に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣
又は共済組合
等

番号利用法別表第
２の第29の項

地方税法その他の地方税に関
する法律及びこれらの法律に
基づく条例による地方税の賦
課徴収に関する事務であって
主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

地方税法その他の地方税に関
する法律及びこれらの法律に
基づく条例による地方税の賦
課徴収に関する事務であって
主務省令で定められた範囲に
該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

公営住宅法第
２条第16号に
規定する事業
主体である都
道府県知事又
は市町村長

番号利用法別表第
２の第31の項
番号利用法別表第
２主務省令第22条

公営住宅法による公営住宅の
管理に関する事務であって主
務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

公営住宅法による公営住宅の
管理に関する事務であって主
務省令で定められた範囲に該
当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

日本私立学校
振興・共済事業
団

番号利用法別表第
２の第34の項
番号利用法別表第
２主務省令第22条
の３

私立学校教職員共済法による
短期給付又は年金である給付
の支給に関する事務であって
主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

私立学校教職員共済法による
短期給付又は年金である給付
の支給に関する事務であって
主務省令で定められた範囲に
該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣
又は共済組合
等

番号利用法別表第
２の第35の項
番号利用法別表第
２主務省令第22条
の４

厚生年金保険法による年金で
ある保険給付又は一時金の支
給に関する事務であって主務
省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

厚生年金保険法による年金で
ある保険給付又は一時金の支
給に関する事務であって主務
省令で定められた範囲に該当
する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

文部科学大臣
又は都道府県
教育委員会

番号利用法別表第
２の第37の項
番号利用法別表第
２主務省令第23条

特別支援学校への就学奨励
に関する法律による特別支援
学校への就学のため必要な経
費の支弁に関する事務であっ
て主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

特別支援学校への就学奨励に
関する法律による特別支援学
校への就学のため必要な経費
の支弁に関する事務であって
主務省令で定められた範囲に
該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県教育
委員会又は市
町村教育委員
会

番号利用法別表第
２の第38の項
番号利用法別表第
２主務省令第24条

学校保健安全法による医療に
要する費用についての援助に
関する事務であって主務省令
で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

学校保健安全法による医療に
要する費用についての援助に
関する事務であって主務省令
で定められた範囲に該当する
者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度
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国家公務員共
済組合

番号利用法別表第
２の第39の項
番号利用法別表第
２主務省令第24条
の２

国家公務員共済組合法による
短期給付の支給に関する事務
であって主務省令で定められ
た用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

国家公務員共済組合法による
短期給付の支給に関する事務
であって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

国家公務員共
済組合連合会

番号利用法別表第
２の第40の項
番号利用法別表第
２主務省令第24条
の３

国家公務員共済組合法又は
国家公務員共済組合法の長
期給付に関する施行法による
年金である給付の支給に関す
る事務であって主務省令で定
められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

国家公務員共済組合法又は国
家公務員共済組合法の長期給
付に関する施行法による年金
である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めら
れた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

市町村長又は
国民健康保険
組合

番号利用法別表第
２の第42の項
番号利用法別表第
２主務省令第25条

国民健康保険法による保険給
付の支給又は保険料の徴収
に関する事務であって主務省
令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

国民健康保険法による保険給
付の支給又は保険料の徴収に
関する事務であって主務省令
で定められた範囲に該当する
者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣

番号利用法別表第
２の第48の項
番号利用法別表第
２主務省令第26条
の３

国民年金法による年金である
給付若しくは一時金の支給、
保険料の納付に関する処分又
は保険料その他徴収金の徴
収に関する事務であって主務
省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

国民年金法による年金である
給付若しくは一時金の支給、保
険料の納付に関する処分又は
保険料その他徴収金の徴収に
関する事務であって主務省令
で定められた範囲に該当する
者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

市町村長

番号利用法別表第
２の第53の項
番号利用法別表第
２主務省令第27条

知的障害者福祉法による障害
福祉サービス、障害者支援施
設等への入所等の措置又は
費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定められた
用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

知的障害者福祉法による障害
福祉サービス、障害者支援施
設等への入所等の措置又は費
用の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定められた範囲
で該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

住宅地区改良
法第２条第２
項に規定する
施行者である
都道府県知事
又は市町村長

番号利用法別表第
２の第54の項
番号利用法別表第
２主務省令第28条

住宅地区改良法による改良住
宅の管理若しくは家賃若しくは
敷金の決定若しくは変更又は
収入超過者に対する措置に関
する事務であって主務省令で
定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

住宅地区改良法による改良住
宅の管理若しくは家賃若しくは
敷金の決定若しくは変更又は
収入超過者に対する措置に関
する事務であって主務省令で
定められた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事
等

番号利用法別表第
２の第57の項
番号利用法別表第
２主務省令第31条

児童扶養手当法による児童扶
養手当の支給に関する事務で
あって主務省令で定められた
用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

児童扶養手当法による児童扶
養手当の支給に関する事務で
あって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

地方公務員共
済組合

番号利用法別表第
２の第58の項
番号利用法別表第
２主務省令第31条
の２

地方公務員等共済組合法によ
る短期給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めら
れた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

地方公務員等共済組合法によ
る短期給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めら
れた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

地方公務員共
済組合又は全
国市町村職員
共済組合連合
会

番号利用法別表第
２の第59の項
番号利用法別表第
２主務省令第31条
の３

地方公務員等共済組合法又
は地方公務員等共済組合法
の長期給付等に関する施行法
による年金である給付の支給
に関する事務であって主務省
令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

地方公務員等共済組合法又は
地方公務員等共済組合法の長
期給付等に関する施行法によ
る年金である給付の支給に関
する事務であって主務省令で
定められた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

市町村長

番号利用法別表第
２の第61の項
番号利用法別表第
２主務省令第32条

老人福祉法による福祉の措置
に関する事務であって主務省
令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

老人福祉法による福祉の措置
に関する事務であって主務省
令で定められた範囲に該当す
る者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

市町村長

番号利用法別表第
２の第62の項
番号利用法別表第
２主務省令第33条

老人福祉法による費用の徴収
に関する事務であって主務省
令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

老人福祉法による費用の徴収
に関する事務であって主務省
令で定められた範囲に該当す
る者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度
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都道府県知事

番号利用法別表第
２の第63の項
番号利用法別表第
２主務省令第34条

母子及び父子並びに寡婦福祉
法による償還未済額の免除又
は資金の貸付けに関する事務
であって主務省令で定められ
た用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

母子及び父子並びに寡婦福祉
法による償還未済額の免除又
は資金の貸付けに関する事務
であって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事
又は市町村長

番号利用法別表第
２の第64の項
番号利用法別表第
２主務省令第35条

母子及び父子並びに寡婦福祉
法による配偶者のない者で現
に児童を扶養しているもの又
は寡婦についての便宜の供与
に関する事務であって主務省
令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

母子及び父子並びに寡婦福祉
法による配偶者のない者で現
に児童を扶養しているもの又は
寡婦についての便宜の供与に
関する事務であって主務省令
で定められた範囲に該当する
者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事
等

番号利用法別表第
２の第65の項
番号利用法別表第
２主務省令第36条

母子及び父子並びに寡婦福祉
法による給付金の支給に関す
る事務であって主務省令で定
められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

母子及び父子並びに寡婦福祉
法による給付金の支給に関す
る事務であって主務省令で定
められた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣
又は都道府県
知事

番号利用法別表第
２の第66の項
番号利用法別表第
２主務省令第37条

特別児童扶養手当等の支給
に関する法律による特別児童
扶養手当の支給に関する事務
であって主務省令で定められ
た用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

特別児童扶養手当等の支給に
関する法律による特別児童扶
養手当の支給に関する事務で
あって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事
等

番号利用法別表第
２の第67の項
番号利用法別表第
２主務省令第38条

特別児童扶養手当等の支給
に関する法律による障害児福
祉手当若しくは特別障害者手
当又は昭和60年法律第34号
附則第97条第１項の福祉手当
の支給に関する事務であって
主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

特別児童扶養手当等の支給に
関する法律による障害児福祉
手当若しくは特別障害者手当
又は昭和60年法律第34号附則
第97条第１項の福祉手当の支
給に関する事務であって主務
省令で定められた範囲に該当
する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

市町村長

番号利用法別表第
２の第70の項
番号利用法別表第
２主務省令第39条

母子保健法による費用の徴収
に関する事務であって主務省
令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

母子保健法による費用の徴収
に関する事務であって主務省
令で定められた範囲に該当す
る者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣
又は都道府県
知事

番号利用法別表第
２の第71の項

雇用対策法による職業転換給
付金の支給に関する事務で
あって主務省令で定められた
用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

雇用対策法による職業転換給
付金の支給に関する事務で
あって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

市町村長（児童
手当法第17条
第１項の表の
下欄に掲げる
者を含む。）

番号利用法別表第
２の第74の項
番号利用法別表第
２主務省令第40条

児童手当法による児童手当又
は特例給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めら
れた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

児童手当法による児童手当又
は特例給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めら
れた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

後期高齢者医
療広域連合

番号利用法別表第
２の第80の項
番号利用法別表第
２主務省令第43条

高齢者の医療の確保に関する
法律による後期高齢者医療給
付の支給又は保険料の徴収
に関する事務であって主務省
令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

高齢者の医療の確保に関する
法律による後期高齢者医療給
付の支給又は保険料の徴収に
関する事務であって主務省令
で定められた範囲に該当する
者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣

番号利用法別表第
２の第84の項
番号利用法別表第
２主務省令第43条
の３

昭和60年法律第34号附則第
87条第２項の規定により厚生
年金保険の実施者たる政府が
支給するものとされた年金で
ある保険給付の支給に関する
事務であって主務省令で定め
られた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

昭和60年法律第34号附則第87
条第２項の規定により厚生年
金保険の実施者たる政府が支
給するものとされた年金である
保険給付の支給に関する事務
であって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

特定優良賃貸
住宅の供給の
促進に関する
法律第18条第
２項に規定する
賃貸住宅の建
設及び管理を
行う都道府県
知事又は市町
村長

番号利用法別表第
２の第85の２の項
番号利用法別表第
２主務省令第43条
の４

特定優良賃貸住宅の供給の
促進に関する法律による賃貸
住宅の管理に関する事務で
あって主務省令で定められた
用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

特定優良賃貸住宅の供給の促
進に関する法律による賃貸住
宅の管理に関する事務であっ
て主務省令で定められた範囲
に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度
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都道府県知事
等

番号利用法別表第
２の第87の項
番号利用法別表第
２主務省令第44条

中国残留邦人等支援給付の
支給に関する事務であって主
務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

中国残留邦人等支援給付の支
給に関する事務であって主務
省令で定められた範囲に該当
する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣

番号利用法別表第
２の第91の項
番号利用法別表第
２主務省令第44条
の２

平成８年法律第82号附則第16
条第３項の規定により厚生年
金保険の実施者たる政府が支
給するものとされた年金である
給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定められた
用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

平成８年法律第82号附則第16
条第３項の規定により厚生年
金保険の実施者たる政府が支
給するものとされた年金である
給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

平成８年法律
第82号附則第
32条第２項に
規定する存続
組合又は平成
８年法律第82
号附則第48条
第１項に規定す
る指定基金

番号利用法別表第
２の第92の項
番号利用法別表第
２主務省令第45条

平成８年法律第82号による年
金である長期給付又は年金で
ある給付の支給に関する事務
であって主務省令で定められ
た用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

平成８年法律第82号による年
金である長期給付又は年金で
ある給付の支給に関する事務
であって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

市町村長

番号利用法別表第
２の第94の項
番号利用法別表第
２主務省令第47条

介護保険法による保険給付の
支給、実施地域支援事業の実
施又は保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定め
られた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

介護保険法による保険給付の
支給、実施地域支援事業の実
施又は保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定め
られた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事
又は保健所を
設置する市の
長

番号利用法別表第
２の第97の項
番号利用法別表第
２主務省令第49条

介護保険法による保険給付の
支給又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で
定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

介護保険法による保険給付の
支給又は保険料の徴収に関す
る事務であって主務省令で定
められた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣

番号利用法別表第
２の第101の項
番号利用法別表第
２主務省令第49条
の２

厚生年金保険制度及び農林
漁業団体職員共済組合制度
の統合を図るための農林漁業
団体職員共済組合法等を廃止
する等の法律附則第16条第３
項の規定により厚生年金保険
の実施者たる政府が支給する
ものとされた年金である給付
の支給に関する事務であって
主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

厚生年金保険制度及び農林漁
業団体職員共済組合制度の統
合を図るための農林漁業団体
職員共済組合法等を廃止する
等の法律附則第16条第３項の
規定により厚生年金保険の実
施者たる政府が支給するもの
とされた年金である給付の支
給に関する事務であって主務
省令で定められた範囲に該当
する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

農林漁業団体
職員共済組合

番号利用法別表第
２の第102の項
番号利用法別表第
２主務省令第50条

厚生年金保険制度及び農林
漁業団体職員共済組合制度
の統合を図るための農林漁業
団体職員共済組合法等を廃止
する等の法律による年金であ
る給付（同法附則第16条第３
項の規定により厚生年金保険
の実施者たる政府が支給する
ものとされた年金である給付を
除く。）若しくは一時金の支給
又は特例業務負担金の徴収
に関する事務であって主務省
令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

厚生年金保険制度及び農林漁
業団体職員共済組合制度の統
合を図るための農林漁業団体
職員共済組合法等を廃止する
等の法律による年金である給
付（同法附則第16条第3項の規
定により厚生年金保険の実施
者たる政府が支給するものとさ
れた年金である給付を除く。）
若しくは一時金の支給又は特
例業務負担金の徴収に関する
事務であって主務省令で定め
られた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

独立行政法人
農業者年金基
金

番号利用法別表第
２の第103の項
番号利用法別表第
２主務省令第51条

独立行政法人農業者年金基
金法による農業者年金事業の
給付の支給若しくは保険料そ
の他徴収金の徴収又は同法
附則第６条第１項第１号の規
定により独立行政法人農業者
年金基金が行うものとされた
平成13年法律第39号による改
正前の農業者年金基金法若し
くは成２年法律第21号による
改正前の農業者年金基金法
による給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めら
れた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

独立行政法人農業者年金基金
法による農業者年金事業の給
付の支給若しくは保険料その
他徴収金の徴収又は同法附則
第６条第１項第１号の規定によ
り独立行政法人農業者年金基
金が行うものとされた平成13年
法律第39号による改正前の農
業者年金基金法若しくは成２年
法律第21号による改正前の農
業者年金基金法による給付の
支給に関する事務であって主
務省令で定められた範囲に該
当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度
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独立行政法人
日本学生支援
機構

番号利用法別表第
２の第106の項
番号利用法別表第
２主務省令第53条

独立行政法人日本学生支援
機構法による学資の貸与に関
する事務であって主務省令で
定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

独立行政法人日本学生支援機
構法による学資の貸与に関す
る事務であって主務省令で定
められた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣

番号利用法別表第
２の第107の項
番号利用法別表第
２主務省令第54条

特定障害者に対する特別障害
給付金の支給に関する法律に
よる特別障害給付金の支給に
関する事務であって主務省令
で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

特定障害者に対する特別障害
給付金の支給に関する法律に
よる特別障害給付金の支給に
関する事務であって主務省令
で定められた範囲に該当する
者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事
又は市町村長

番号利用法別表第
２の第108の項
番号利用法別表第
２主務省令第55条

障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するため
の法律による自立支援給付の
支給又は地域生活支援事業
の実施に関する事務であって
主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律による自立支援給付の支
給又は地域生活支援事業の実
施に関する事務であって主務
省令で定められた範囲に該当
する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

文部科学大
臣、都道府県
知事又は都道
府県教育委員
会

番号利用法別表第
２の第113の項
番号利用法別表第
２主務省令第58条

公立高等学校に係る授業料の
不徴収及び高等学校等就学
支援金の支給に関する法律に
よる就学支援金の支給に関す
る事務であって主務省令で定
められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

公立高等学校に係る授業料の
不徴収及び高等学校等就学支
援金の支給に関する法律によ
る就学支援金の支給に関する
事務であって主務省令で定め
られた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣

番号利用法別表第
２の第114の項
番号利用法別表第
２主務省令第59条

職業訓練の実施等による特定
求職者の就職の支援に関する
法律による職業訓練受講給付
金の支給に関する事務であっ
て主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

職業訓練の実施等による特定
求職者の就職の支援に関する
法律による職業訓練受講給付
金の支給に関する事務であっ
て主務省令で定められた範囲
に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

平成23年法律
第56号附則第
23条第１項第３
号に規定する
存続共済会

番号利用法別表第
２の第115の項

平成23年法律第56号による年
金である給付の支給に関する
事務であって主務省令で定め
られた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

平成23年法律第56号による年
金である給付の支給に関する
事務であって主務省令で定め
られた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

市町村長

番号利用法別表第
２の第116の項
番号利用法別表第
２主務省令第59条
の２

子ども・子育て支援法による子
どものための教育・保育給付
若しくは子育てのための施設
等利用給付の支給又は地域
子ども・子育て支援事業の実
施に関する事務であって主務
省令で定めた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

子ども・子育て支援法による子
どものための教育・保育給付の
支給又は地域子ども・子育て支
援事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定められた
範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

厚生労働大臣

番号利用法別表第
２の第117の項
番号利用法別表第
２主務省令第59条
の２の２

年金生活者支援給付金の支
給に関する法律による年金生
活者支援給付金の支給に関
する事務であって主務省令で
定めれれた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

年金生活者支援給付金の支給
に関する法律による年金生活
者支援給付金の支給に関する
事務であって主務省令で定め
れれた範囲に該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度

都道府県知事

番号利用法別表第
２の第120の項
番号利用法別表第
２主務省令第59条
の３

難病の患者に対する医療等に
関する法律による特定医療費
の支給に関する事務であって
主務省令で定められた用途

個人住民税関係情
報

10万人以上
100万人未満

難病の患者に対する医療等に
関する法律による特定医療費
の支給に関する事務であって
主務省令で定められた範囲に
該当する者

情報提供
ﾈｯﾄﾜｰｸｼ
ｽﾃﾑ

照会を受けたら
都度
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５．特定個人情報の移転（委託に伴うものを除く。）
＜個人住民税＞
別紙２移転先一覧

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市職員における児童手当の受給関係対象者

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満

移転先1 人事課

①法令上の根拠
児童手当法第28条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第３項

②移転先における用途 本市職員の児童手当受給に関する事務

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[ ] フラッシュメモリ [

] 専用線

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

移転先2 地域福祉課

①法令上の根拠
生活保護法第29条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

] 紙

[ ] その他 （ ）

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途

生活保護に関する事務
中国残留邦人等支援の給付に関する事務
生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関
する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

生活保護に関する事務の実施関係対象者
中国残留邦人等支援の給付関係対象者
生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関
する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ 〇

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）
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移転先3 障がい福祉課

①法令上の根拠
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途

心身障がい者福祉扶助料に関する事務
愛知県在宅重度障がい者手当に関する事務
特別障がい者手当に関する事務
障がい児福祉手当に関する事務
特別児童扶養手当に関する事務
障がい者扶養共済に関する事務
給付管理（補装具）に関する事務
給付管理（日常生活用具）に関する事務
更生医療に関する事務
障がい福祉サービス給付に関する事務
基幹相談支援・障がい者虐待防止に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

心身障がい者福祉扶助料に関する事務の実施関係対象者
愛知県在宅重度障がい者手当に関する事務の実施関係対象者
特別障がい者手当に関する事務の実施関係対象者
障がい児福祉手当に関する事務の実施関係対象者
特別児童扶養手当に関する事務の実施関係対象者
障がい者扶養共済に関する事務の実施関係対象者
給付管理（補装具）に関する事務の実施関係対象者
給付管理（日常生活用具）に関する事務の実施関係対象者
更生医療に関する事務の実施関係対象者
障がい福祉サービス給付に関する事務の実施関係対象者
基幹相談支援・障がい者虐待防止に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）
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移転先4 長寿課

①法令上の根拠
老人福祉法第36条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途

家族介護用品購入助成に関する事務
ねたきり高齢者等見舞金支給に関する事務
布団乾燥・丸洗い事業に関する事務
寝具貸与事業に関する事務
訪問理容サービス事業に関する事務
短期保護事業・措置に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

家族介護用品購入助成に関する事務の実施関係対象者
ねたきり高齢者等見舞金支給に関する事務の実施関係対象者
布団乾燥・丸洗い事業に関する事務の実施関係対象者
寝具貸与事業に関する事務の実施関係対象者
訪問理容サービス事業に関する事務の実施関係対象者
短期保護事業・措置に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

移転先5 介護保険課

①法令上の根拠
介護保険法第203条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

] 紙

[ ] その他 （ ）

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途 介護保険業務に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

介護保険業務に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）
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移転先6 国保年金課

①法令上の根拠
国民健康保険法第113条の２
国民年金法第108条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途

高額療養費に関する事務
限度額適用認定証に関する事務
高額介護合算に関する事務
療養費に関する事務
特定疾患に関する事務
葬祭費の支給
出産育児一時金の支給
過誤に関する事務
本人求償に関する事務
前期高齢受給者証の交付
国民健康保険料賦課に関する事務
国民健康保険料減免に関する事務
調整交付金資料作成に関する事務
特定健診・負担金に関する事務
老齢福祉年金定時届に関する事務
特別障害給付金現況届に関する事務
障害基礎年金現況届に関する事務
国民年金保険料免除・納付猶予申請に関する事務
国民年金保険料免除・継続免除申請に関する事務
国民年金保険料免除・学生納付特例申請に関する事務
所得情報の提供に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

高額療養費に関する事務の実施関係対象者
限度額適用認定証に関する事務の実施関係対象者
高額介護合算に関する事務の実施関係対象者
療養費に関する事務の実施関係対象者
特定疾患に関する事務の実施関係対象者
葬祭費の支給関係対象者
出産育児一時金の支給関係対象者
過誤に関する事務の実施関係対象者
本人求償に関する事務の実施関係対象者
前期高齢受給者証の交付関係対象者
国民健康保険料賦課に関する事務の実施関係対象者
国民健康保険料減免に関する事務の実施関係対象者
調整交付金資料作成に関する事務の実施関係対象者
特定健診・負担金に関する事務の実施関係対象者
老齢福祉年金定時届に関する事務の実施関係対象者
特別障害給付金現況届に関する事務の実施関係対象者
障害基礎年金現況届に関する事務の実施関係対象者
国民年金保険料免除・納付猶予申請に関する事務の実施関係対象者
国民年金保険料免除・継続免除申請に関する事務の実施関係対象者
国民年金保険料免除・学生納付特例申請に関する事務の実施関係対象者
所得情報の提供に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [ 〇

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）
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移転先7 医療助成室

①法令上の根拠
高齢者の医療の確保に関する法律第138条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途
医療助成に関する事務
後期高齢者医療に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

医療助成に関する事務の実施関係対象者
後期高齢者医療に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

5） 1,000万人以上

] 紙

[ ] その他

移転先8 保健企画課

①法令上の根拠
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条
児童福祉法第57条の４
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

②移転先における用途

自立支援医療費（精神通院）に関する事務
自立支援医療費（育成医療）に関する事務
養育医療給付に関する事務
小児慢性特定疾病医療費に関する事務
不妊治療費補助に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

（ ）

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

自立支援医療費（精神通院）に関する事務の実施関係対象者
自立支援医療費（育成医療）に関する事務の実施関係対象者
養育医療給付に関する事務の実施関係対象者
小児慢性特定疾病医療費に関する事務の実施関係対象者
不妊治療費補助に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

198



移転先9 生活衛生課

①法令上の根拠 岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途
予防接種業務に関する事務
結核医療費公費負担事業に関する事務
結核入院勧告・措置に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

予防接種業務に関する事務の実施関係対象者
結核医療費公費負担事業に関する事務の実施関係対象者
結核入院勧告・措置に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

移転先10 健康増進課

①法令上の根拠
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条
児童福祉法第57条の４
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

] 紙

[ ] その他 （ ）

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途

自立支援医療費（精神通院）に関する事務
自立支援医療費（育成医療）に関する事務
養育医療給付に関する事務
未熟児養育医療給付に関する事務
小児慢性特定疾病医療費に関する事務
障がい福祉（精神）に関する事務
一般不妊治療費助成に関する事務
特定不妊治療費助成に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

自立支援医療費（精神通院）に関する事務の実施関係対象者
自立支援医療費（育成医療）に関する事務の実施関係対象者
養育医療給付に関する事務の実施関係対象者
未熟児養育医療給付に関する事務の実施関係対象者
小児慢性特定疾病医療費に関する事務の実施関係対象者
障がい福祉（精神）に関する事務の実施関係対象者
一般不妊治療費助成に関する事務の実施関係対象者
特定不妊治療費助成に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）
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移転先11 こども育成課

①法令上の根拠
児童手当法第28条
児童扶養手当法第30条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途 児童福祉に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

児童福祉に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

移転先12 家庭児童課

①法令上の根拠
児童福祉法第56条、第57条の４
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第1項・第2項・第３項

] 紙

[ ] その他 （ ）

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途

母子父子寡婦福祉資金に関する事務
子育て短期支援に関する事務
産前産後ホームヘルプサービスに関する事務
助産扶助に関する事務
高等職業訓練促進給付金支給に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

母子父子寡婦福祉資金に関する事務の実施関係対象者
子育て短期支援に関する事務の実施関係対象者
産前産後ホームヘルプサービスに関する事務の実施関係対象者
助産扶助に関する事務の実施関係対象者
高等職業訓練促進給付金支給に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）
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⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

市心身障がい者福祉扶助料に関する事務の実施関係対象者
愛知県在宅重度障害者手当に関する事務の実施関係対象者
国三手当に関する事務の実施関係対象者
特別児童扶養手当に関する事務の実施関係対象者
障がい者扶養共済に関する事務の実施関係対象者
障がい者福祉サービス給付に関する事務の実施関係対象者
期間相談支援・障がい者虐待防止に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

移転先13 保育課

①法令上の根拠
子ども・子育て支援法第16条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途

保育に関する事務
市立こども園に関する事務
私立幼稚園就園奨励費補助金に関する事務
一時保育に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人以上10万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

保育に関する事務の実施関係対象者
市立こども園に関する事務の実施関係対象者
私立幼稚園就園奨励費補助金に関する事務の実施関係対象者
一時保育に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人未満 ]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

] 紙

[ ] その他

移転先14 こども発達相談センター

①法令上の根拠
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条
児童福祉法第57条の４
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

②移転先における用途

市心身障がい者福祉扶助料に関する事務
愛知県在宅重度障害者手当に関する事務
国三手当に関する事務
特別児童扶養手当に関する事務
障がい者扶養共済に関する事務
障がい者福祉サービス給付に関する事務
期間相談支援・障がい者虐待防止に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

（ ）
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移転先15 住宅計画課

①法令上の根拠
公営住宅法第34条
岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第４条第１項・第２項・第３項

]
2） 1万人以上10万人未満

3） 10万人以上100万人未満

4） 100万人以上1,000万人未満

5） 1,000万人以上

②移転先における用途 市営住宅の家賃決定に関する事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞

1） 1万人未満

[ 1万人未満

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

市営住宅の家賃決定に関する事務の実施関係対象者

⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[ ] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 紙

[ ] その他 （ ）

202


	[clean]009個人住民税に関する事務（全項目評価書）.pdf
	表紙
	項目一覧
	Ⅰ 基本情報
	（別添1）事務内容
	Ⅱ ファイルの概要
	（別添２）ファイル記録項目 
	（別添２）ファイル記録項目（続き）
	Ⅲ リスク対策（プロセス）
	Ⅱ ファイルの概要 (2)
	（別添２）ファイル記録項目 (2)
	Ⅲ リスク対策（プロセス） (2)
	Ⅱ ファイルの概要 (3)
	（別添２）ファイル記録項目 (3)
	Ⅲ リスク対策（プロセス） (3)
	Ⅳ リスク対策（その他）
	Ⅴ開示請求、問合せ
	Ⅵ 評価実施手続
	（別添３）変更箇所
	（別添３）変更箇所 (2)

	[clean]009個人住民税に関する事務（全項目評価書：別紙）.pdf
	別紙（提供先一覧）
	別紙（移転先一覧）




